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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 38 条 臨界事故の拡

大を防止するための設備」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付

書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示

すものである。

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年１月５日　Ｒ３

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１－１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 2

別紙１－２
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較（第２章　個別項目　代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

1/5 2

別紙１－３
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較（第２章　個別項目　代替可溶性中性子
吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

1/5 2

別紙１－４ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較（第２章　個別項目　廃ガス貯留設備） 1/5 2

別紙１－５
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較（第２章　個別項目　臨界事故時水素掃
気系）

1/5 2

別紙２－１
基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（第２章　個別項目
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

1/5 3

別紙２－２
基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（第２章　個別項目
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路）

1/5 3

別紙２－３
基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（第２章　個別項目
廃ガス貯留設備）

1/5 3

別紙２－４
基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（第２章　個別項目
臨界事故時水素掃気系）

1/5 3

別紙３－１
基本設計方針の添付書類への展開（第２章　個別項目　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

1/5 0

別紙３－２
基本設計方針の添付書類への展開（第２章　個別項目　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

1/5 0

別紙３－３ 基本設計方針の添付書類への展開（第２章　個別項目　廃ガス貯留設備） 1/5 0

別紙３－４ 基本設計方針の添付書類への展開（第２章　個別項目　臨界事故時水素掃気系） 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５－１
補足説明すべき項目の抽出（第２章　個別項目　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

1/5 0

別紙５－２
補足説明すべき項目の抽出（第２章　個別項目　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

1/5 0

別紙５－３ 補足説明すべき項目の抽出（第２章　個別項目　廃ガス貯留設備） 1/5 0

別紙５－４ 補足説明すべき項目の抽出（第２章　個別項目　臨界事故時水素掃気系） 1/5 0

別紙６－１ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

臨界（ＳＡ）00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（臨界）】

別紙
備考

(1/2)
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年１月５日　Ｒ３

資料№ 名称 提出日 Rev

臨界（ＳＡ）00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（臨界）】

別紙
備考

別紙６－２
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第２章　個別項目　代替可溶性中性子吸
収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

1/5 0

別紙６－３
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第２章　個別項目　代替可溶性中性子吸
収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

1/5 0

別紙６－４ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第２章　個別項目　廃ガス貯留設備） 1/5 0

別紙６－５
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第２章　個別項目　臨界事故時水素掃気
系）

1/5 0

(2/2)
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別紙１－１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（共通項目）（1 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 臨共① 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 臨共② 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 臨共③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止 

1.2 臨界事故の拡大防止に関する設計 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設のう

ち，「臨界事故」の発生を仮定する機器に

は，重大事故の拡大を防止するために必要な

次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計

とする。臨共①-1，②-1，③-1 

 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設のう

ち，「臨界事故」の発生を仮定する機器に

は，未臨界に移行し，及び未臨界を維持する

とともに，臨界事故が発生した機器に接続す

る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が

加圧状態になった場合にセル内に設置された

配管の外部へ放射性物質を排出できるように

し，放射性物質の放出による影響を緩和する

ために必要な重大事故等対処設備を設ける設

計とする。臨共①-2，②-2，③-2 

 

 

 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性

中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及

び臨界事故時水素掃気系で構成する。臨共①-

3，②-3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ｃ) 臨界事故の拡大を防止するための設備 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設のう

ち，臨界事故の発生を仮定する機器には，重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備を設ける設計とす

る。臨共①-1，②-1，③-1 

 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設のう

ち，臨界事故の発生を仮定する機器には，未

臨界に移行し，及び未臨界を維持するととも

に，臨界事故が発生した機器に接続する配管

の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状

態になった場合にセル内に設置された配管の

外部へ放射性物質を排出できるようにし，放

射性物質の放出による影響を緩和するために

必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。臨共①-2，②-2，③-2 

 

 

 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性

中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及

び臨界事故時水素掃気系で構成する。臨共①-

3，②-3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.34 臨界事故の拡大を防止するための設

備 

（臨界事故の拡大を防止するための設

備） 

第三十四条 セル内において核燃料物質

が臨界に達することを防止するための

機能を有する施設には、再処理規則第

一条の三第一号に規定する重大事故の

拡大を防止するために必要な次に掲げ

る重大事故等対処設備を設けなければ

ならない。 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持

するために必要な設備 

二 臨界事故が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するため

に必要な設備及び換気系統の配管内が

加圧状態になった場合にセル内に設置

された配管の外部へ放射性物質を排出

するために必要な設備 

三 臨界事故が発生した場合において放

射性物質の放出による影響を緩和する

ために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「未臨界に

移行し、及び未臨界を維持するために

必要な設備」とは、設計基準の要求に

より措置した設備とは異なる中性子吸

収材の貯槽への注入設備、溶液の回

収・移送設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

２ 第１項第２号に規定する「臨界事故が

発生した設備に接続する換気系統の配管

の流路を遮断するために必要な設備」と

は、閉止弁、密閉式ダンパ等をいい、

「換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するために必要な設

備」とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大

事故等が発生するおそれがある安全上重

要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「放射性物質

の放出による影響を緩和するために必要

な設備」とは、セル換気系統を代替する

ための設備をいう。 

 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

7



別紙１－１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（共通項目）（2 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備として代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計と

する。臨共①-4 

 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状

又は液体状の核燃料物質の移送を停止するこ

とで未臨界を維持するために必要な重大事故

等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路を設ける設計とする。臨共①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、セル換気系統の放射性物質を

低減する機能を代替するための設備の

必要な個数は、再処理施設に設置され

た排風機の台数と同数とする。 

４ 上記１及び２については、設備の信

頼性が十分に高いと判断されない場合

には、多様性も考慮して動作原理の異

なる設備を追加すること。 

５ 同時に又は連鎖して発生する可能性

のない事故の間で、設備を共用するこ

とは妨げない。 

６ 上記の措置には、対策を実施するた

めに必要となる電源、施設の状態を監

視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は，重大事故の拡大を防止するために必要な

次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計

とする。◇1  

 

第一号について 

臨界事故が発生した設備を未臨界に移行

し，及び未臨界を維持できるようにするため

に必要な重大事故等対処設備を設置する設計

とする。◇1  

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備として代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とす

る。臨共①-4 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで未臨界を維持するために必要な重

大事故等対処設備として，代替可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路を設ける設計とする。臨

共①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（以下同じ） 
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別紙１－１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（共通項目）（3 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，当該重大事故

で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，

大気中への放射性物質の放出量を低減するた

めに必要な重大事故等対処設備として廃ガス

貯留設備を設ける設計とする。臨共②-4，③-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気

系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加

え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空

気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するた

めに必要な重大事故等対処設備として臨界事

故時水素掃気系を設ける設計とする。臨共③-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二号について 

臨界事故が発生した設備に接続する換気系

統の配管の流路を遮断し，換気系統の配管内

が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出できるよう

にするために必要な重大事故等対処設備を設

置する設計とする。◇1  

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発

生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために

必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留

設備を設ける設計とする。臨共②-4 

 

第三号について 

臨界事故が発生した場合において，放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する設

計とする。◇1  

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発

生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために

必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留

設備を設ける設計とする。廃ガス貯留設備は

第二号に掲げる設備と兼用する。臨共③-4 

 

また，臨界事故の発生を仮定する機器にお

いて，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空

気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加

え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空

気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するた

めに必要な重大事故等対処設備として臨界事

故時水素掃気系を設ける設計とする。臨共③-

5 

 

 

 

 
 

【許可からの変更点】 

第二号と第三号は廃ガス貯留設備

を設ける設計とし，重複する記載

となっている。第三号に「第二号

に掲げる設備と兼用する」旨記載

していることから，基本設計方針

では第二号と第三号をまとめて記

載し，番号（臨共②と③）を併記

することで，兼用に関する説明を

省略した。 
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別紙１－１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（共通項目）（4 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
なお，臨界事故の拡大を防止するために使

用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の

設計については，第 2章 個別項目の「2.2.1 

溶解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸

収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系の設計については，第 2章 

個別項目の「2.2.1 溶解設備」の「2.2.1.2 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び

「2.4.3 精製建屋一時貯留処理設備」の

「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

回路の設計については，第 2章 個別項目の

「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につい

ては，第 2章 個別項目の「4.2 安全保護回

路」の「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計につ

いては，第 2章 個別項目の「5.1 気体廃棄

物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」

に，臨界事故時水素掃気系の設計について

は，第 2章 個別項目の「7.1.2 圧縮空気設

備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」に

示す。臨共①-6，②-5，③-6 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

設計に関する呼込みの追加 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１－１② 

第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）（共通事項） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨共

① 

未臨界に移行し、及び未臨界を

維持するために必要な設備の

概要 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
38 条１項１号 － a 

臨共

② 

臨界事故が発生した設備に接

続する換気系統の配管の流路

を遮断するために必要な設備

及び換気系統の配管内が加圧

状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要

な設備の概要 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
38 条１項２号 － a 

臨共

③ 

臨界事故が発生した場合にお

いて放射性物質の放出による

影響を緩和するために必要な

設備の概要 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
38 条１項３号 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅰ-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書 
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別紙１－２ 
 

 

 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系） 
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別紙１－２① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（1 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 臨① 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガ

ス貯留設備で記載） 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガ

ス貯留設備，臨界事故時水素掃気系で記載） 

 

 

（臨②から⑦は技術基準規則第三十六条への

適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

２ 再処理設備本体 

2.2 溶解施設 

2.2.1 溶解設備 

2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生

した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供

給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備として代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。臨

①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中

性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び

主配管等で構成する。臨①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

(２) 溶解施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

 

溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生

した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供

給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

臨①-1 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給弁，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系主配管・弁で構成する。

臨①-2 

 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路【臨⑧-1】及び工程計

装設備の一部【臨⑨-1】を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

 

工程計装設備の一部【臨⑨-2】を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

 

4.3.2 重大事故等対処設備 

4.3.2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

4.3.2.1.1 概要 

 

 

溶解槽において臨界事故が発生した場合，

溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解

槽を未臨界に移行するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。◇1  

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器により溶解槽の臨

界事故の発生を判定した場合，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給槽から臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を自動で重力流

により供給する。◇1  

 

 また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止する。◇1  

  

4.3.2.1.2 系統構成及び主要設備 

溶解槽の臨界事故の発生を判定した場合

に，可溶性中性子吸収材を自動で供給する設

備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

を設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

溶解槽において臨界事故が発生した場合の

重大事故等対処設備として，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系を使用する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給弁，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系主配管・弁で構成する。

◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

計装設備の一部である臨界検知用放射線検出

器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイ

メータ及び中性子線用サーベイメータを可搬

型重大事故等対処設備として配備する。◇1  

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨⑧-1，⑨-1 (P2へ) 

 

 

臨⑨-2 (P2へ) 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，

主配管及び経路を構成する機

器であり添付書類「Ⅵ-2-3 

系統図」で示す。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更。 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 
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別紙１－２① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（2 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である安全圧縮空気系及び溶

解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備と

して位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界

を維持できる設計とする。臨①-3 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供

給系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及び計測制御設備の臨界

検知用放射線検出器並びにガンマ線用サーベ

イメータ及び中性子線用サーベイメータを使

用する設計とする。なお，安全保護回路につ

いては「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，計

測制御設備については「4.1 計測制御設備」

に示す。臨⑧-1，⑧-2，⑨-1，⑨-2，⑨-3 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器において臨界事故の発生を

判定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して

可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供

給できる設計とする。臨①-4 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界

に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。臨①-5 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器により，臨界事故が発生し

た機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事

故が発生したと判定したことを条件とし，直

ちに経路上の弁を開放することにより，自動

で臨界事故が発生した機器に，重力流により

可溶性中性子吸収材を供給し，10 分以内に可

溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計と

する。また，弁を多重化すること等により，

臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供

給できる設計とする。さらに，可溶性中性子

吸収材の供給が自動で開始されたことを，中

央制御室において確認できる設計とする。臨

①-6 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である安全圧縮空気系，溶解

設備の溶解槽及び電気設備の一部である受電

開閉設備等□4 を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。臨①-3 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要

な安全保護回路の種類」【臨⑧-2】に，工程

計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程

計装設備の種類」【臨⑨-3】に，電気設備に

ついては「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に□4

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器において臨界事故の発生を

判定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して

可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供

給する。臨①-4 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界

に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。臨①-5 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨

界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-6 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である安全圧縮空気系，溶解

槽及び電気設備の一部である受電開閉設備等

を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路につ

いては「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」

に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成

及び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器において臨界事故の発生を

判定した場合に，溶解槽に対して可溶性中性

子吸収材を自動で重力流により供給する。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界

に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨

界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨⑧-1，⑨-1，⑨-2 (P1

から) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「弁を多重化すること等」の指す内容

は, 弁及び臨界検知用放射線検出器を多

重化すること並びに代替可溶性中性子吸

収材緊急供給槽と溶解槽を単一に接続す

ることであり添付書類「Ⅵ-2-3 系統

図」で示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故が発生した場合における放射線の影響

を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が

供給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮

断が発生した場合には，フェイルセイフによ

り弁を開とする設計とする。臨①-7 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品

を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切

な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作

による漏えいを防止できる設計とする。臨①-

8 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共

通要因によって設計基準事故に対処するため

の設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系

と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異な

る設備とすることで，独立性を有する設計と

する。臨②-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

て修理の対応，関連する工程の停止等により

重大事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。臨②-2 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨②-3 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重

大事故等発生前（通常時）の分離された状態

から弁等の操作により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品

を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切

な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作によ

る漏えいを防止する。臨①-8 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，設

計基準事故に対処するための設備である可溶

性中性子吸収材緊急供給系と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異な

る設備とすることで，独立性を有する設計と

する。臨②-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

て修理等の対応，関連する工程の停止等によ

り重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。臨②-2 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重

大事故等発生前（通常時）の分離された状態

から弁等の操作により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-1 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故が発生した場合における放射線の影響

を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が

供給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮

断が発生した場合には，フェイルセイフによ

り弁を開とする設計とする。臨①-7 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品

を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切

な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作によ

る漏えいを防止する。◇1  

 

4.3.2.1.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，設

計基準事故に対処するための設備である可溶

性中性子吸収材緊急供給系と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異な

る設備とすることで，独立性を有する設計と

する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，地震等により機能が損なわれる場

合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて◇1 関連する工程

を停止する等の手順を整備する。臨②-3 

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重

大事故等発生前（通常時）の分離された状態

から弁等の操作により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は，保安規

定で示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

（以下同じ） 

【等の解説】 

「自然現象（地震含む），人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連

する工程の停止等」とは，代替設備に

より重大事故等への対処に必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることの総称として示した記載

であり保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の明確化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

語尾修正に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可

溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給でき

るよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列

で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維

持できる設計とする。臨④-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故

が発生した機器を未臨界に移行するために必

要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量

に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を

内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を

設置する設計とする。臨④-2 

 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムと

し，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に

十分な余裕を持たせ，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌと

する。臨④-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故時において，臨界検知用放射線検出器

の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-4 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，

「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する設計とする。臨④-5 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋に設置し，

風（台風）等により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。臨⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。臨⑤-2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可

溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給でき

るよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列

で構成する。臨④-1 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故

が発生した機器を未臨界に移行するために必

要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量

に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を

内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を

設置する設計とする。臨④-2 

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。臨④-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故時において，臨界検知用放射線検出器

の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-4 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。臨④-5 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計と

する。臨⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。臨⑤-2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可

溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給でき

るよう，溶解槽１基当たり１系列で構成す

る。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故

が発生した機器を未臨界に移行するために必

要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量

に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を

内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を

設置する設計とする。◇1  

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故時において，臨界検知用放射線検出器

の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。◇1  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計と

する。◇1  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，地震等により機能が損なわれる場

合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。◇1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，第 36

条の基本設計方針において具体化され

ている風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪及び火山の影響等であ

り，考慮する事象の総称として示した

記載であることから許可の記載を用い

た。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせて削

除した。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。 

（以下同じ） 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配

管の全周破断に対して，適切な材質とするこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。臨⑤-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。臨⑤-4 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通

常時に使用する系統から速やかに切り替える

ことができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，弁等の操作により，安全機能を

有する施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とする。

臨⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通

常時において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，外観点検，性能

確認，分解点検等が可能な設計とする。臨⑦-

1  

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路からの信号による代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実

施できる設計とする。臨⑦-2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配

管の全周破断に対して，適切な材質とするこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を

損なわない設計とする。臨⑤-3 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。臨⑤-4 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通

常時に使用する系統から速やかに切り替える

ことができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，弁等の操作により，安全機能を

有する施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とする。

臨⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，再

処理施設の運転中又は停止中に外観点検，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。臨

⑦-1  

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路からの信号による代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実

施する。臨⑦-2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配

管の全周破断に対して，適切な材質とするこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を

損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通

常時に使用する系統から速やかに切り替える

ことができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，弁等の操作により，安全機能を

有する施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とする。

◇1  

 

4.3.2.1.4 主要設備の仕様 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要

設備の仕様を第4.3－５表(1)に，代替可溶性

中性子吸収材緊急供給系に関連するその他設

備の概略仕様を第4.3－５表(2)～第4.3－５表

(5)に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の

系統概要図を第4.3－５図に，溶解施設の重大

事故等対処設備の機器配置概要図を第4.3－７

～第4.3－11図に示す。◇2  

 

4.3.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，再

処理施設の運転中又は停止中に外観点検，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路からの信号による代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実

施する。◇1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは，許可において各施設で取

扱う対象として記載している放射性物

質を含む腐食性の液体の総称として示

した記載であることから許可の記載を

用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認，分解点検

等」「作動試験等」とは外観点

検，員数確認，性能確認，分解点

検，漏えい確認，温度確認，異音

確認，異臭確認等の対処するため

に必要な機能の確認方法の総称と

して示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「通常時に使用する系統から速やかに

切り替えることができるよう，系統に

必要な弁等」の指す内容は，系統の切

替えに必要な設備の総称として示した

記載であることから許可の記載を用い

た。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 

（以下同じ） 
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2.2.1.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備として重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設

計とする。臨①-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶

性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁

及び主配管等で構成する。臨①-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。臨①-9 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構

成する。臨①-10 

 

安全保護回路の一部である重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路【臨⑧-3】及び工程

計装設備の一部【臨⑨-4】を常設重大事故等

対処設備として設置する。 

 

工程計装設備の一部【臨⑨-5】を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

 

4.3.2.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系 

4.3.2.2.1 概要 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。◇1  

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を仮定する機器の臨界事故の発生を判定

した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給槽から臨界事故が発生した機器に可溶性中

性子吸収材を自動で重力流により供給する。

◇1  

 また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止する。◇1  

  

4.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 

エンドピース酸洗浄槽又はハル洗浄槽の臨

界事故の発生を判定した場合に，可溶性中性

子吸収材を自動で供給する設備として重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける。◇1  

 

(１) 系統構成 

エンドピース酸洗浄槽又はハル洗浄槽にお

いて臨界事故が発生した場合の重大事故等対

処設備として，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系を使用する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構

成する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及

び計装設備の一部である臨界検知用放射線検

出器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイ

メータ及び中性子線用サーベイメータを可搬

型重大事故等対処設備として配備する。◇1  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨⑧-3，⑨-4 (P7へ) 

 

 

臨⑨-5 (P7へ) 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 

（以下同じ） 
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また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び

「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重

大事故等対処設備として位置付け，未臨界に

移行し，及び未臨界を維持できる設計とす

る。臨①-11 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の

臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サ

ーベイメータ及び中性子線用サーベイメータ

を使用する設計とする。なお，安全保護回路

については「4.2 安全保護回路」の「4.2.3 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」

に，計測制御設備については「4.1 計測制御

設備」に示す。臨⑧-3，⑧-4，⑨-4，⑨-5，

⑨-6 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給できる設計とする。臨①-12 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。臨①-13 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨

界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10 分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-14 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系，臨界

事故の発生を仮定する機器（第２表）□1 及び

電気設備の一部である受電開閉設備等□4 を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。臨

①-11 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要

な安全保護回路の種類」【臨⑧-4】に，工程

計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程

計装設備の種類」【臨⑨-6】に，電気設備に

ついては「リ． (１) (ⅰ)  電気設備」に□4

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。臨①-12 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。臨①-13 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-14 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系，臨界

事故の発生を仮定する機器（第4.3－７表）及

び電気設備の一部である受電開閉設備等を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に

ついては「6.2.3.2 系統構成及び主要設備」

に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成

及び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨⑧-3，⑨-4，⑨-5 (P6

から) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「弁を多重化すること等」の指す内容

は, 弁及び臨界検知用放射線検出器を多

重化すること並びに重大事故事可溶性中

性子吸収材供給槽と「臨界事故」の発生

を仮定する機器をそれぞれ単一に接続す

ることであり添付書類「Ⅵ-2-3 系統

図」で示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

（以下同じ） 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材

が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統

の遮断が発生した場合には，フェイルセイフ

により弁を開とする設計とする。臨①-15 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤

操作による漏えいを防止できる設計とする。

臨①-16 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修理の

対応，関連する工程の停止等により重大事故

等に対処するための機能を損なわない設計と

する。臨②-4 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨②-5 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-2 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機

器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行

し，及び未臨界を維持できる設計とする。臨

④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。臨①-16 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修理等

の対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。臨②-4 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-2 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１

基当たり１系列で構成する。臨④-6 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材

が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統

の遮断が発生した場合には，フェイルセイフ

により弁を開とする設計とする。臨①-15 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。◇1  

 

4.3.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様

性，位置的分散」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて◇1 関連する工程を停止する

等の手順を整備する。臨②-5 

 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１

基当たり１系列で構成する。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系

列を設置する設計とする。臨④-7 

 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムと

し，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に

十分な余裕を持たせ，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌと

する。臨④-8 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-9 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する設計とする。臨④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。臨⑤-5 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨⑤-6 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系

列を設置する設計とする。臨④-7 

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。臨④-8 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-9 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。臨④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。臨⑤-5 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨⑤-6 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系

列を設置する設計とする。◇1  

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。臨⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

通常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観点検，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。臨

⑦-3 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施できる設計とする。臨⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。臨⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

臨⑦-3 

 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。臨⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。◇1  

 

4.3.2.2.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主

要設備の仕様を第4.3－６表(1)に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系に関連するその

他設備の概略仕様を第4.3－６表(2)～第4.3－

６表(5)に，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の系統概要図を第4.3－６図に，溶解施設

の重大事故等対処設備の機器配置概要図を第

4.3－７～第4.3－11図に示す。◇2  

  

4.3.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

◇1  

 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。◇1  
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2.4 精製施設 

2.4.3 精製建屋一時貯留処理設備 

2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備として重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設

計とする。臨①-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶

性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁

及び主配管等で構成する。臨①-18 

 

 

 

 

 

 

(４) 精製施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。臨①-17 

 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

液体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構

成する。臨①-18 

 

安全保護回路の一部である重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路【臨⑧-5】及び工程

計装設備の一部【臨⑨-7】を常設重大事故等

対処設備として設置する。 

4.5.2 重大事故等対処設備 

4.5.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系 

4.5.2.1.1 概要 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。◇1  

 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

液体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を仮定する機器の臨界事故の発生を判定

した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給槽から臨界事故が発生した機器に可溶性中

性子吸収材を自動で重力流により供給する。

◇1  

また，緊急停止系の操作によって速やかに

液体状の核燃料物質の移送を停止する。◇1  

 

 4.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 

第５一時貯留処理槽又は第７一時貯留処理

槽の臨界事故の発生を判定した場合に，可溶

性中性子吸収材を自動で供給する設備として

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設け

る。◇1  

 

 (１) 系統構成 

第５一時貯留処理槽又は第７一時貯留処理

槽において臨界事故が発生した場合の重大事

故等対処設備として，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系を使用する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構

成する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及

び計装設備の一部である臨界検知用放射線検

出器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨⑧-5，⑨-7 (P12へ) 
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また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮

定する機器を常設重大事故等対処設備として

位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維

持できる設計とする。臨①-19 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の

臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サ

ーベイメータ及び中性子線用サーベイメータ

を使用する設計とする。なお，安全保護回路

については「4.2 安全保護回路」の「4.2.3 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」

に，計測制御設備については「4.1 計測制御

設備」に示す。臨⑧-5，⑧-6，⑨-7，⑨-8，

⑨-9 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給できる設計とする。臨①-20 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。臨①-21 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨

界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10 分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-22 

工程計装設備の一部【臨⑨-8】を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器（第２表）□1 並びに電気設備の一部である

受電開閉設備等□4 を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。臨①-19 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要

な安全保護回路の種類」【臨⑧-6】に，工程

計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程

計装設備の種類」【臨⑨-9】に，電気設備に

ついては「リ． (１) (ⅰ)  電気設備」に□4

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。臨①-20 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。臨①-21 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-22 

 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイ

メータ及び中性子線用サーベイメータを可搬

型重大事故等対処設備として配備する。◇1  

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器（第4.5－８表）並びに電気設備の一部であ

る受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に

ついては「6.2.3.2 系統構成及び主要設備」

に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成

及び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨⑧-5，⑨-7 (P11から) 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材

が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統

の遮断が発生した場合には，フェイルセイフ

により弁を開とする設計とする。臨①-23 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤

操作による漏えいを防止できる設計とする。

臨①-24 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

て修理の対応，関連する工程の停止等により

重大事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。臨②-6 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨②-7 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-3 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機

器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行

し，及び未臨界を維持できる設計とする。臨

④-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。臨①-24 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

て修理等の対応，関連する工程の停止等によ

り重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。臨②-6 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-3 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１

基当たり１系列で構成する。臨④-11 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材

が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統

の遮断が発生した場合には，フェイルセイフ

により弁を開とする設計とする。臨①-23 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。◇1  

 

4.5.2.1.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，地震等により機能が損なわれる場

合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて◇1 関連する工程

を停止する等の手順を整備する。臨②-7 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１

基当たり１系列で構成する。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列

を設置する設計とする。臨④-12 

 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムと

し，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に

十分な余裕を持たせ，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌと

する。臨④-13 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-14 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する設計とする。臨④-15 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる精製建屋に設置し，風

（台風）等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。臨⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。臨⑤-8 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列

を設置する設計とする。臨④-12 

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。臨④-13 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-14 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨

界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。臨④-15 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる精製建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とす

る。臨⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。臨⑤-8 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列

を設置する設計とする。◇1  

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる精製建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，地震等により機能が損なわれる場

合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。臨⑤-9 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨⑤-10 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。臨⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

通常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観点検，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。臨

⑦-5 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施できる設計とする。臨⑦-6 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。臨⑤-9 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨⑤-10 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。臨⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

臨⑦-5 

 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。臨⑦-6 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。◇1  

 

4.5.2.1.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主

要設備の仕様を第4.5－６表(1)に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系に関連するその

他設備の概略仕様を第4.5－６表(2)～第4.5－

６表(5)に，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の系統概要図を第4.5－８図に，精製施設

の重大事故等対処設備の機器配置概要図を第

4.5－10図～第4.5－13図に示す。◇2  

 

4.5.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

◇1  

 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。◇1  
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 (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

 

２ 基（１基／系列） 

     

材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.1 ｍ３／基        

代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 

４ 基（２基／系列）  

    

材  料  ステンレス鋼          

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・

弁（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と

兼用）      ２ 系列 

材  料  ステンレス鋼          

 

溶解槽（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設

備」と兼用） 

安全圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮空気

設備」と兼用） 

 

 

 

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エン

ドピース酸洗浄槽用）            

 

２ 基（１基／系列) 

 

材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.3 ｍ３／基        

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エン

ドピース酸洗浄槽用）            

４ 基（２基／系列) 

 

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁（エンドピース酸洗浄槽用）（「ニ．

(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と兼用） 

２ 系列           

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハル

洗浄槽用） 

 

２ 基（１基／系列）     

 

第4.3－５表(1) 代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系の主要設備の仕様 

（１）代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２

系列) 

   容  量    約0.1ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｂ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 

   基  数    ４（２基／系列×２

系列) 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｃ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配

管・弁（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用） 

   数  量    ２系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｄ．臨界事故の発生を仮定する機器 

（ａ）溶解槽（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼

用） 

「第4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様」

に記載する。 

 

第4.3－６表(1) 重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系の主要設備の仕様 

（１）重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（エンドピース酸洗浄槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２

系列) 

   容  量    約0.3ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｂ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（エンドピース酸洗浄槽用） 

   基  数    ４（２基／系列×２

系列) 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｃ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（エンドピース酸洗浄槽用）

（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用） 

   数  量    ２系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｄ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（ハル洗浄槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２

系列) 
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別紙１－２① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（17 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.1 ｍ３／基        

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル

洗浄槽用） 

４ 基（２基／系列）     

 

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁（ハル洗浄槽用） 

（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と兼

用） 

２ 系列           

材  料  ステンレス鋼          

 

エンドピース酸洗浄槽（「ニ．

(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と兼用） 

 

 

ハル洗浄槽（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解

設備」と兼用） 

一般圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮空気

設備」と兼用） 

 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

 

 

(イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５

一時貯留処理槽用） 

 

１ 基            

材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.1 ｍ３／基        

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５

一時貯留処理槽用） 

２ 基            

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁 

（第５一時貯留処理槽用）（「ニ．

(４)(ⅱ)(ａ)(ハ) 精製建屋一時貯留処理設

備」と兼用）  １ 系列 

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７

一時貯留処理槽用） 

 

１ 基            

材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.2 ｍ３／基        

   容  量    約0.1ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｅ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（ハル洗浄槽用） 

   基  数    ４（２基／系列×２

系列) 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｆ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（ハル洗浄槽用）（「4.3.1.4.1 溶解

設備」と兼用） 

 

   数  量    ２系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｇ．臨界事故の発生を仮定する機器 

（ａ）エンドピース酸洗浄槽（「4.3.1.4.1 

溶解設備」と兼用） 

「第4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様」

に記載する。 

（ｂ）ハル洗浄槽（「4.3.1.4.1 溶解設備」

と兼用） 

「第4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様」

に記載する。 

 

第4.5－６表(1) 重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系の主要設備の仕様 

 

（１）重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（第５一時貯留処理槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    １ 

   容  量    約0.1ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｂ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（第５一時貯留処理槽用） 

   基  数    ２ 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｃ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（第５一時貯留処理槽用）（「4.5.1.4 

精製建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

   数  量    １系列 

 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｄ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（第７一時貯留処理槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    １ 

   容  量    約0.2ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 
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別紙１－２① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（18 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７

一時貯留処理槽用） 

２ 基            

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁（第７一時貯留処理槽用）（「ニ．

(４)(ⅱ)(ａ)(ハ) 精製建屋一時貯留処理設

備」と兼用）       １ 系列 

材  料  ステンレス鋼  

 

第５一時貯留処理槽（「ニ．

(４)(ⅱ)(ａ)(ハ) 精製建屋一時貯留処理設

備」と兼用） 

 

第７一時貯留処理槽（「ニ．

(４)(ⅱ)(ａ)(ハ) 精製建屋一時貯留処理設

備」と兼用） 

一般圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮空気

設備」と兼用） 

安全圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮空気

設備」と兼用）□2  

 

ｅ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（第７一時貯留処理槽用） 

   基  数    ２ 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｆ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（第７一時貯留処理槽用）（「4.5.1.4 

精製建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

   数  量    １系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｇ．臨界事故の発生を仮定する機器 

（ａ）第５一時貯留処理槽（「4.5.1.4 精製

建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

「第4.5－３表 精製建屋一時貯留処理設備の

主要設備の仕様」に記載する。 

（ｂ）第７一時貯留処理槽（「4.5.1.4 精製

建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

「第4.5－３表 精製建屋一時貯留処理設備の

主要設備の仕様」に記載する。◇3  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１－２② 

第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨① 
可溶性中性子吸収材の自動供

給に必要な設備設計 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
１項１号 － a,c,e 

臨② 
多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 
－ b 

臨③ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

臨④ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

臨⑤ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

－ b 

臨⑥ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

－ b 

臨⑦ 試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

臨⑧ 
臨界事故への対処に使用する

設備 

臨界事故への対処に使用する安全

保護回路に係る事項 
－ － e 

臨⑨ 
臨界事故への対処に使用する

設備 

臨界事故への対処に使用する計測

制御設備に係る事項 
－ － e 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  仕様表等の読み込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□3  

代替可溶性中性子吸収材緊急

供給回路，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路の内容 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路に記載する。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１－２② 

□4  
他条文で展開する事項（第 46

条） 

第 46 条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記

載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅰ-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書 
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別紙１－３ 
 

 

 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給

回路，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路） 
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別紙１－３① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）（1 / 12） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 臨回①，② 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 臨回① 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 臨回① 

 

（臨回③から⑧は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

４ 計測制御系統施設 

4.2 安全保護回路 

4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生

した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子

吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界

に移行するために必要な重大事故等対処設備

として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

を設ける設計とする。臨回①-1 

 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状

の核燃料物質の移送を停止することで未臨界

を維持するために必要な重大事故等対処設備

として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

を設ける設計とする。臨回②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構

成する。臨回①-2，3，4，②-2 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計

基準対象の施設のせん断機を停止する回路で

構成する。臨回②-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，ハードワイヤードロジックで構

成する。臨回②-4 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

 (ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生

した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子

吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界

に移行するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。臨回①-1 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。臨回②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構

成する。臨回①-2，②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 重大事故等対処設備 

6.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

6.2.2.1 概  要 

 

溶解設備の溶解槽において，臨界事故が発

生した場合，溶解設備の溶解槽に可溶性中性

子吸収材を供給し，溶解設備の溶解槽を未臨

界に移行するために必要な重大事故等対処設

備を設置する。◇1  

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を判定した場合において，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路により自動で代替可

溶性中性子吸収材緊急供給槽から溶解設備の

溶解槽に可溶性中性子吸収材を重力流により

供給する。◇1  

また，中央制御室における緊急停止系の操

作によって速やかに固体状の核燃料物質の移

送を停止する。◇1  

  

6.2.2.2 系統構成及び主要設備 

溶解設備の溶解槽にて臨界事故が発生した

場合に可溶性中性子吸収材の供給及び使用済

燃料のせん断処理を停止するための設備とし

て代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設

ける。◇1  

 (１) 系統構成 

溶解設備の溶解槽の臨界事故の発生を判定

した場合，可溶性中性子吸収材を自動で供給

する設備として，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給回路を使用する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構

成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジッ

クで構成する。臨回②-4 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨回①-3，①-4(P2から) 

 

 

 

 

臨回②-3(P4から) 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせ

て削除した。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生し

た機器から放出される核分裂に伴う放射線を

計測することで，臨界事故が発生した場合に

その発生を即座に検知できる設計とする。臨

回①-5 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶

解槽１基当たり十分な台数を設ける設計とす

る。臨回①-6 

 

臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線

の測定原理が単純であり，放射線計測分野で

多く用いられているガンマ線用検出器とす

る。臨回①-7 

 

臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露

された場合でも窒息現象が生じにくい測定方

式とする。臨回①-8 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。臨回①-9 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器からの警報の「２ out of 

３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報が発せられた場合に

臨界事故が発生したと判定する設計とする。

臨回①-10 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等

対処設備として設置する。臨回①-3 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□2  

 

臨界検知用放射線検出器については「ヘ．

（３）(ⅱ) (ａ) 計装設備」に，【臨回①-

4】電気設備については「リ．(１)（ⅰ） 電

気設備」に示す。□2  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生し

た機器から放出される核分裂に伴う放射線を

計測することで，臨界事故が発生した場合に

その発生を即座に検知できる設計とする。臨

回①-5 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶

解槽１基当たり３台□1 を設ける設計とする。

臨回①-6 

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器

とする。臨回①-7 

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息

現象が生じにくい測定方式とする。臨回①-8 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。臨回①-9 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器３台□1 からの警報の「２ out 

of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検

知用放射線検出器から警報が発せられた場合

に臨界事故が発生したと判定する。臨回①-10 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

計装設備の一部である臨界検知用放射線検

出器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及

び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 (２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生し

た機器から放出される核分裂に伴う放射線を

計測することで，臨界事故が発生した場合に

その発生を即座に検知できる設計とする。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解設備の溶

解槽１基当たり３台を設ける設計とする。◇1  

 

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器

とする。◇1  

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息

現象が生じにくい測定方式とする。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。◇1  

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器３台からの警報の「２ out of 

３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報が発せられた場合に

臨界事故が発生したと判定する。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

 

臨回①-3 (P1へ) 

 

 

 

 

 

 

 

臨回①-4 (P1へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「誤作動等」とは，誤作動，故障とい

った検出器の不具合の総称であり，許

可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

38 条の設備をまとめて P1 で一つの

塊とした。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

仕様表対象機器の仕様は仕様表で示す

ため，基本設計方針では「十分な台数

以上」又は「十分な基数以上」と記載

した。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離

弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発す

ることができる設計とする。臨回①-11 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。臨回①-12 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

臨回①-13 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

る設計とする。臨回①-14 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの 50 倍を目安に設定する。臨回①-15 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり十分な台数を設ける多重化構成と

し，臨界検知用放射線検出器の信号を分配し

て入力することにより，片方の論理回路の機

能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を

喪失しない設計とする。臨回①-16 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。臨回①-17 

 

 

とともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離

弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発す

ることができる設計とする。臨回①-11 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。臨回①-12 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

臨回①-13 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。臨回①-14 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの50倍を目安に設定する。臨回①-15 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり２台□1 設ける多重化構成とし，臨

界検知用放射線検出器の信号が分配されて入

力される。そのため，片方の論理回路の機能

が喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を

喪失しないよう設計する。臨回①-16 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。臨回①-17 

 

 

とともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離

弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発す

ることができる設計とする。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの50倍を目安に設定する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり２台設ける多重化構成とし，臨界

検知用放射線検出器の信号が分配されて入力

される。そのため，片方の論理回路の機能が

喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を喪

失しないよう設計する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「外部電源の喪失等」とは電源喪失

の原因の総称として示した記載であ

ることから許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の語

尾を統一するにあたり，2文を 1文に統

合した。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，臨界事故が発生した機器への固

体状の核燃料物質の移送を停止することで，

未臨界を維持できる設計とする。臨回②-5 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，作動状態の確認が可能な設計と

する。臨回②-6 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

共通要因によって設計基準事故に対処するた

めの設備である可溶性中性子吸収材緊急供給

回路及びせん断停止回路と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異

なる設備とすることで，独立性を有する設計

とする。臨回③-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修理の

対応，関連する工程の停止等により重大事故

等に対処するための機能を損なわない設計と

する。臨回③-2 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨回③-3 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。臨回④-1 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計

基準対象の施設のせん断機を停止する回路か

ら構成し，【臨回②-3】臨界事故が発生した

機器への固体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで，未臨界を維持できる設計とする。

臨回②-5 

 

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な

設計とする。臨回②-6 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

設計基準事故に対処するための設備である可

溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停

止回路と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異

なる設備とすることで，独立性を有する設計

とする。臨回③-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修理等

の対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。臨回③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。臨回④-1 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計

基準対象の施設のせん断機を停止する回路か

ら構成し，臨界事故が発生した機器への固体

状の核燃料物質の移送を停止することで，未

臨界を維持できる設計とする。◇1  

 

 

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な

設計とする。◇1  

 

6.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

設計基準事故に対処するための設備である可

溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停

止回路と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異

なる設備とすることで，独立性を有する設計

とする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて◇1 関連する工程を停止する

等の手順を整備する。臨回③-3 

 

 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

臨回②-3(P1へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の

明確化（以下同じ） 

【等の解説】 

「自然現象（地震含む），人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連

する工程の停止等」とは，代替設備に

より重大事故等への対処に必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることの総称として示した記載

であり保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機

器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の

核燃料物質の移送を停止することで未臨界を

維持することができる設計とする。臨回⑤-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定

するとともに，動的機器である臨界検知用放

射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す

る設計とする。臨回⑤-2 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系

列を設置する設計とする。臨回⑤-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する設計とする。臨回⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

配管の全周破断に対して，影響を受けない場

所に設置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。臨回⑥-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨回⑥-2 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機

器当たり１系列で構成する。臨回⑤-1 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定

するとともに，動的機器である臨界検知用放

射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す

る設計とする。臨回⑤-2 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系

列を設置する設計とする。臨回⑤-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。臨回⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

配管の全周破断に対して，影響を受けない場

所に設置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とする。臨

回⑥-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨回⑥-2 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機

器当たり１系列で構成する。◇1  

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定

するとともに，動的機器である臨界検知用放

射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す

る設計とする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系

列を設置する設計とする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

配管の全周破断に対して，影響を受けない場

所に設置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。◇1  

 

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは、許可において各施設で取

扱う対象として記載している放射性物

質を含む腐食性の液体の総称として示

した記載であることから許可の記載を

用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は中央制御室において緊急停止操作

スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。臨回⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

通常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観点検，性

能確認等が可能な設計とする。臨回⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は中央制御室において緊急停止操作

スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。臨回⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認等が可能な設計とする。臨回⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は中央制御室において緊急停止操作

スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。◇1  

 

6.2.2.4 主要設備の仕様 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の主

要設備の仕様を第6.2.2－１表(1)に，代替可

溶性中性子吸収材緊急供給回路に関連するそ

の他設備の概略仕様を第6.2.2－１表(2)～第

6.2.2－１表(3)に，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路の系統概要図を第6.2.2－１図に

示す。◇2  

 

6.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認等が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認等」とは，外

観点検，性能確認，作動試験の対処

するために必要な機能の確認方法の

総称として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 

（以下同じ） 
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4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備として重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける

設計とする。臨回①-18 

 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状

又は液体状の核燃料物質の移送を停止するこ

とで未臨界を維持するために必要な重大事故

等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路を設ける設計とする。臨回②-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系

で構成する。臨回①-19，20，21，②-8 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設

計基準対象の施設のせん断機を停止する回路

及び主要弁で構成する。臨回②-9 

 

(ｂ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置する。臨

回①-18 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで未臨界を維持するために必要な重

大事故等対処設備を設置する。臨回②-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系

で構成する。臨回①-19，②-8 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路 

6.2.3.1 概  要 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置する。◇1  

 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで未臨界を維持するために必要な重

大事故等対処設備を設置する。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を判定した場合において，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路により自動で重大

事故時可溶性中性子吸収材供給槽から臨界事

故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を重

力流により供給する。◇1  

 

また，中央制御室における緊急停止系の操

作によって速やかに固体状又は液体状の核燃

料物質の移送を停止する。◇1  

 

6.2.3.2 系統構成及び主要設備 

臨界事故が発生した場合に可溶性中性子吸

収材の供給及び使用済燃料のせん断処理を停

止する又は液体状の核燃料物質の移送を停止

するための設備として重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路を設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

臨界事故の発生を判定した場合，可溶性中

性子吸収材を自動で供給する設備として，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を使用

する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系

で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨回①-20，①-21(P8か

ら) 

 

 

 

臨回②-9(P10から) 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した

変更。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで

構成する。臨回②-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生

した機器から放出される核分裂に伴う放射線

を計測することで，臨界事故が発生した場合

にその発生を即座に検知できる設計とする。

臨回①-22 

 

臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」

の発生を仮定する機器１基当たり十分な台数

を設ける設計とする。臨回①-23 

 

臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線

の測定原理が単純であり，放射線計測分野で

多く用いられているガンマ線用検出器とす

る。臨回①-24 

 

臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露

された場合でも窒息現象が生じにくい測定方

式とする。臨回①-25 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。臨回①-26 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器からの警報の「２ out of 

３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報が発せられた場合に

臨界事故が発生したと判定する設計とする。

臨回①-27 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等

対処設備として設置する。臨回①-20 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□2  

 

臨界検知用放射線検出器については「ヘ．

（３）(ⅱ) (ａ) 計装設備」に，【臨回①-

21】電気設備については「リ．（１)（ⅰ） 

電気設備」に示す。□2  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生

した機器から放出される核分裂に伴う放射線

を計測することで，臨界事故が発生した場合

にその発生を即座に検知できる設計とする。

臨回①-22 

 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発

生を仮定する機器１基当たり３台□1 を設ける

設計とする。臨回①-23 

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器

とする。臨回①-24 

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息

現象が生じにくい測定方式とする。臨回①-25 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。臨回①-26 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器３台□1 からの警報の「２ out 

of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検

知用放射線検出器から警報が発せられた場合

に臨界事故が発生したと判定する。臨回①-27 

 

また，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジ

ックで構成する。臨回②-10 

 

計装設備の一部である臨界検知用放射線検

出器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及

び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 (２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生

した機器から放出される核分裂に伴う放射線

を計測することで，臨界事故が発生した場合

にその発生を即座に検知できる設計とする。

◇1  

 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発

生を仮定する機器１基当たり３台を設ける設

計とする。◇1  

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器

とする。◇1  

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息

現象が生じにくい測定方式とする。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。◇1  

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器３台からの警報の「２ out of 

３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報が発せられた場合に

臨界事故が発生したと判定する。◇1  

 

 

 

 

 

 

臨回①-20 (P7へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨回①-21 (P7へ) 
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臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

とともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔

離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機

の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号

及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の

停止信号を発することができる設計とする。

臨回①-28 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。臨回①-29 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

臨回①-30 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

る設計とする。臨回①-31 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの 50 倍を目安に設定する。臨回①-32 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり十分な台数を設ける多重化構成と

し，臨界検知用放射線検出器の信号を分配し

て入力することにより，片方の論理回路の機

能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を

喪失しない設計とする。臨回①-33 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

とともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔

離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機

の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号

及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の

停止信号を発することができる設計とする。

臨回①-28 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。臨回①-29 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

臨回①-30 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。臨回①-31 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの50倍を目安に設定する。臨回①-32 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり２台□1 設ける多重化構成とし，臨

界検知用放射線検出器の信号が分配されて入

力される。そのため，片方の論理回路の機能

が喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を

喪失しないよう設計する。臨回①-33 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

とともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔

離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機

の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号

及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の

停止信号を発することができる設計とする。

◇1  

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの50倍を目安に設定する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり２台設ける多重化構成とし，臨界

検知用放射線検出器の信号が分配されて入力

される。そのため，片方の論理回路の機能が

喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を喪

失しないよう設計する。◇1  
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）（10 / 12） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。臨回①-34 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで，未臨界を維持できる設計とす

る。臨回②-11 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計

とする。臨回②-12 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生するこ

とはないことから，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の

「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用

できる設計とする。臨回①-35，②-13 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏

えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

の対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。臨回③-4 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨回③-5 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。臨回④-2 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。臨回①-34 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設

計基準対象の施設のせん断機を停止する回

路，精製建屋第５一時貯留処理槽への移送機

器を停止するための弁及び精製建屋第７一時

貯留処理槽への移送機器を停止するための弁

から構成し，【臨回②-9】臨界事故が発生し

た機器への固体状又は液体状の核燃料物質の

移送を停止することで，未臨界を維持できる

設計とする。臨回②-11 

 

また，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能

な設計とする。臨回②-12 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生するこ

とはないことから，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の

臨界事故の発生を仮定する機器間で兼用す

る。臨回①-35，②-13 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏

えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，関連する工程の停止等により重大

事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。臨回③-4 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。臨回④-2 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設

計基準対象の施設のせん断機を停止する回

路，精製建屋第５一時貯留処理槽への移送機

器を停止するための弁及び精製建屋第７一時

貯留処理槽への移送機器を停止するための弁

から構成し，臨界事故が発生した機器への固

体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで，未臨界を維持できる設計とする。

◇1  

 

また，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能

な設計とする。◇1  

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生するこ

とはないことから，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路は，溶解設備又は精製建屋一

時貯留処理設備の臨界事故の発生を仮定する

機器間で兼用する。◇1  

 

 6.2.3.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，地震等により機能が損なわれる場合，修

理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて◇1 関連する工程を停

止する等の手順を整備する。臨回③-5 

 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨回②-9(P7へ) 
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（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）（11 / 12） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，「臨界事故」の発生を仮定す

る機器当たり１系列で構成し，速やかに固体

状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する

ことで未臨界を維持することができる設計と

する。臨回⑤-5 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設

備に対して起動信号を発するよう警報設定値

を設定するとともに，動的機器である臨界検

知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量

を有する設計とする。臨回⑤-6 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４

系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する

設計とする。臨回⑤-7 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごと

に，重大事故等への対処に必要な設備を１セ

ット確保する設計とする。臨回⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，配管の全周破断に対して，影響を受けな

い場所に設置することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。臨回⑥-3 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御

室で操作可能な設計とする。臨回⑥-4 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，臨界事故の発生を仮定する機

器当たり１系列で構成する。臨回⑤-5 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設

備に対して起動信号を発するよう警報設定値

を設定するとともに，動的機器である臨界検

知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量

を有する設計とする。臨回⑤-6 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４

系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する

設計とする。臨回⑤-7 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する。臨回⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，配管の全周破断に対して，影響を受けな

い場所に設置することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とする。

臨回⑥-3 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御

室で操作可能な設計とする。臨回⑥-4 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，臨界事故の発生を仮定する機

器当たり１系列で構成する。◇1  

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設

備に対して起動信号を発するよう警報設定値

を設定するとともに，動的機器である臨界検

知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量

を有する設計とする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４

系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する

設計とする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，地震等により機能が損なわれる場合，修

理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止

する等の手順を整備する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，配管の全周破断に対して，影響を受けな

い場所に設置することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御

室で操作可能な設計とする。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は中央制御室において緊急停止操

作スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。臨回⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点

検，性能確認等が可能な設計とする。臨回⑧-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は中央制御室において緊急停止操

作スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。臨回⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，性能確認等が可能な設計とする。臨回⑧-

2 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

 

 

緊急停止系（前処理施設用，電路含む） １式 

 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

 

 

緊急停止系（前処理建屋用，電路含む） １式 

 

 

緊急停止系（精製建屋用，電路含む） １式□1  

 

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は中央制御室において緊急停止操

作スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。◇1  

 

6.2.3.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

主要設備の仕様を第6.2.3－１表(1)に，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路に関連す

るその他設備の概略仕様を第6.2.3－１表(2)

～第6.2.3－１表(3)に，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路の系統概要図を第6.2.3－

１図～第6.2.3－２図に示す。◇2  

 

6.2.3.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，性能確認等が可能な設計とする。◇1  

 

 

第6.2.2－１表(1) 代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路の主要設備の仕様 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 ａ．緊急停止系（前処理建屋用，電路含

む） 

    数  量    １式 

 

第6.2.3－１表(1) 重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路の主要 設備の仕様 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 ａ．緊急停止系（前処理建屋用，電路含

む） 

    数  量    １式 

 ｂ．緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 

    数  量    １式◇3  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１－３② 

第三十八条 臨界事故の拡大を防止するための設備（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨回

① 

臨界事故の発生検知，中性子吸

収材の供給開始及び廃ガスの

貯留開始に必要な回路の設計 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 

１項１号 

１項２号 

１項３号 

－ a,c,e 

臨回

② 

緊急停止系による未臨界の維

持に必要な設備設計 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
１項１号 － a,c,e 

臨回

③ 

多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 
－ b 

臨回

④ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

臨回

⑤ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

臨回

⑥ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項 2号） 

（36 条１項７号） 

－ b 

臨回

⑦ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

－ b 

臨回

⑧ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□2  
他条文で展開する事項（第 46

条） 

第 46 条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記

載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の － 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１－３② 

記載と重複する内容であるため，記載しない。 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅰ-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書 
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令和５年１月５日 Ｒ２ 

 

 

 

 

 

別紙１－４ 
 

 

 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 

（廃ガス貯留設備） 
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別紙１－４① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）及び 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）（1 / 11） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路で記載） 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 臨廃① 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 臨廃① 

 

（臨廃②から⑦は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

５ 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.7 廃ガス貯留設備 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て臨界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機

器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

が発生した場合，当該重大事故で発生した放

射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放

射性物質の放出量を低減するために必要な重

大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸

収材緊急供給系を設ける設計とする。臨廃①-

1，Ｔ廃①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 廃ガス貯留設備 

臨界事故の発生を仮定する機器において臨

界事故が発生した場合及びＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を仮定する機器におい

てＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合，当該重大事故で発生した放射性物質

を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質

の放出量を低減するために必要な重大事故等

対処設備を設置する。臨廃①-1，Ｔ廃①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2 廃ガス貯留設備 

7.2.2.2.1 概  要 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において臨

界事故が発生した場合及びＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を仮定する機器におい

てＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合，当該重大事故で発生した放射性物質

を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質

の放出量を低減するために必要な重大事故等

対処設備を設置する。◇1  

 

臨界事故が発生した場合又はＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合におい

て，当該重大事故で発生した放射性物質を含

む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放

出量を低減する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する。◇1  

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止し，精製

建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁

を自動閉止するとともに排風機を自動停止す

る。◇1  

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス

ポットからセルへ導出される放射性物質につ

いては，精製建屋換気設備のセル排気フィル

タユニットにより除去し，主排気筒を介して

大気中へ放出する。◇1  

 

 

 

 

 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

【「等」の解説】 

「ＴＢＰ等の錯体」は，りん酸三ブチル又はその

分解生成物であるりん酸二ブチル，りん酸一ブチ

ルと硝酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの

錯体の総称として示した記載であることから許可

の記載を用いた。 
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別紙１－４① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）及び 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）（2 / 11） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第四十一条 

セル内において有機溶媒その他の物質を内

包する施設には、再処理規則第一条の三第四

号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止す

るために必要な次に掲げる重大事故等対処設

備が設けられていなければならない。 

 

一 火災又は爆発の発生 (リン酸トリブチル

の混入による急激な分解反応により発生する

ものを除く。) を未然に防止するために必要

な設備 

（該当する設備はない） 

 

二 火災又は爆発が発生した場合において火

災又は爆発を収束させるために必要な設備 

（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備，重大事故時供給停止回路で記載） 

 

三 火災又は爆発が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要

な設備及び換気系統の配管内が加圧状態にな

った場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するために必要な設備 

Ｔ廃① 

 

四 火災又は爆発が発生した場合において放

射性物質の放出による影響を緩和するために

必要な設備 Ｔ廃① 

 

（Ｔ廃②から⑦は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しない

ことから，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及

び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）に接続される「臨界事故」の発

生を仮定する機器間で兼用できる設計とす

る。臨廃①-2 

 

 

 

 

 

 

臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応は同時又は連鎖して発生しないことから，

精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部

は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び

「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生

を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

臨廃①-3，Ｔ廃①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，

逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放

射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管

等で構成する。臨廃①-4，Ｔ廃①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しない

ことから，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及

び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）に接続される臨界事故の発生を

仮定する機器間で兼用する。臨廃①-2 

 

 

 

 

 

 

 

また，臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応は同時又は連鎖して発生しないこと

から，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の

一部は，臨界事故の発生を仮定する機器及び

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を仮

定する機器間で兼用する。臨廃①-3，Ｔ廃①-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，

逆止弁，廃ガス貯留槽，配管・弁等で構成す

る。臨廃①-4，Ｔ廃①-3 

 

 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路及び重大事故時供給停止

回路【臨廃⑧-1，Ｔ廃⑧-1】並びに工程計装

設備の一部【臨廃⑨-1，Ｔ廃⑨-1】を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しない

ことから，廃ガス貯留設備は，せん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）に接続される臨界事故の発生を仮定

する機器間で兼用する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応は同時又は連鎖して発生しないことから，

精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部

は，臨界事故の発生を仮定する機器及びＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の発生を仮定す

る機器間で兼用する。◇1  

 

7.2.2.2.2 系統構成及び主要設備 

大気中への放射性物質の放出量を低減する

ための設備として，臨界事故及びＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応により発生する放射性

物質の放出量を低減するため，廃ガス貯留設

備を設ける。◇1  

 

(１) 系統構成 

臨界事故が発生した場合又はＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合の重大事

故等対処設備として，廃ガス貯留設備を使用

する。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，

逆止弁，廃ガス貯留槽，配管・弁等で構成す

る。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，重大

事故時供給停止回路及び計装設備の一部であ

る廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガス貯留設備

の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタ

を常設重大事故等対処設備として設置する。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨廃⑧-1，Ｔ廃⑧-1 (P3

へ) 

臨廃⑨-1，Ｔ廃⑨-1 (P3

へ) 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせて削

除した。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，

主配管及び経路を構成する機

器であり添付書類「Ⅵ-2-3 

系統図」で示す。 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 
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また，設計基準対象の施設と兼用するせん

断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝

縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の一部である凝縮器，

高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配

管等，精製建屋換気設備の一部であるセル排

気フィルタユニット，グローブボックス・セ

ル排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋換気設備の一部であるダクト，

主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧

縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一

部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設

備の一部である第１低レベル廃液処理系，

「臨界事故」の発生を仮定する機器並びにプ

ルトニウム精製設備の一部であるプルトニウ

ム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位

置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発

生した設備に接続する換気系統の配管の流路

を遮断及び換気系統の配管内が加圧状態にな

った場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出並びに臨界事故若しくは火

災又は爆発が発生した場合において放射性物

質の放出による影響を緩和できる設計とす

る。臨廃①-5，Ｔ廃①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又

は爆発が発生した場合の重大事故等対処設備

として，廃ガス貯留設備の他，安全保護回路

の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び重

大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の

廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガス貯留設備の

流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを

使用する設計とする。なお，安全保護回路に

ついては「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，

「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路」及び「4.2.4 重大事故時供給停止回

路」に，計測制御設備については「4.1 計測

制御設備」に示す。臨廃⑧-1，⑧-2，⑨-1，

⑨-2，⑨-3，Ｔ廃⑧-1，⑧-2，⑨-1，⑨-2，

⑨-3 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん

断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝

縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁

及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の一部である主配管，精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒

子フィルタ，排風機，隔離弁，主配管・弁及

び廃ガスポット，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である

主配管，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス処

理系の一部である主配管，精製建屋換気設備

の一部であるセル排気フィルタユニット，グ

ローブボックス・セル排風機及びダクト，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の

一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備

の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系，給水施設の一部である一般冷却水系，

低レベル廃液処理設備の一部である第１低レ

ベル廃液処理系，工程計装設備の一部，【臨

廃⑨-2，Ｔ廃⑨-2】電気設備の一部である受

電開閉設備等，放射線監視設備の一部及び試

料分析関係設備の一部□2 を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。臨廃①-5，Ｔ廃①-

4 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要

な安全保護回路の種類」【臨廃⑧-2，Ｔ廃⑧-

2】に，工程計装設備については「ヘ．(３) 

主要な工程計装設備の種類」【臨廃⑨-3，Ｔ

廃⑨-3】に，電気設備については「リ．

(１)(ⅰ) 電気設備」に，放射線監視設備及

び試料分析関係設備については，「チ．(２) 

屋外管理用の主要な設備の種類」に□2 示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん

断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝

縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁

及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の一部である主配管，精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒

子フィルタ，排風機，隔離弁，主配管・弁及

び廃ガスポット，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である

主配管，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス処

理系の一部である主配管，精製建屋換気設備

の一部であるセル排気フィルタユニット，グ

ローブボックス・セル排風機及びダクト，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の

一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備

の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系，冷却水設備の一部である一般冷却水

系，低レベル廃液処理設備の一部である第１

低レベル廃液処理系，計装設備の一部である

溶解槽圧力計，廃ガス洗浄塔入口圧力計，プ

ルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮

缶気相部温度計，プルトニウム濃縮缶液相部

温度計，電気設備の一部である受電開閉設備

等，放射線監視設備の一部及び試料分析関係

設備の一部を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇1  

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路につ

いては「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」

に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

については「6.2.3.2 系統構成及び主要設

備」に，重大事故時供給停止回路については

「6.2.4.2 系統構成及び主要設備」に，計装

設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系

統構成」に，試料分析関係設備及び放射線監

視設備については「8.2.4 系統構成及び主要

設備」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨廃⑧-1，Ｔ廃⑧-1 (P2

から) 

臨廃⑨-1，Ｔ廃⑨-1 (P2

から) 

【許可からの変更点】 

対象設備の明確化。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，記載

の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する設計とする。臨廃①-

6,Ｔ廃①-5 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設

計とする。臨廃①-7 

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動

停止できる設計とする。臨廃①-8，Ｔ廃①-6 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス

ポットからセルへ導出される放射性物質につ

いては，精製建屋換気設備のセル排気フィル

タユニットにより除去し，主排気筒を介して

大気中へ放出できる設計とする。Ｔ廃①-7 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性

物質の導出においては，重大事故が発生した

機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよ

りも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮

断することで導出することとし，具体的には

約１分以内で導出できる設計とする。臨廃①-

9，Ｔ廃①-8 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっ

ては，放射性物質を含む気体が水封部からセ

ルに導出されることがないよう，圧力を制御

する設計とする。臨廃①-10，Ｔ廃①-9 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する。臨廃①-6,Ｔ廃①-5 

 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止する。 

臨廃①-7 

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動

停止する。臨廃①-8，Ｔ廃①-6 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス

ポットからセルへ導出される放射性物質につ

いては，精製建屋換気設備のセル排気フィル

タユニットにより除去し，主排気筒を介して

大気中へ放出する。Ｔ廃①-7 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性

物質の導出においては，重大事故が発生した

機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよ

りも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮

断することで導出することとし，具体的には

約１分以内で導出できるよう設計する。臨廃

①-9，Ｔ廃①-8 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっ

ては，放射性物質を含む気体が水封部からセ

ルに導出されることがないよう，圧力を制御

する設計とする。臨廃①-10，Ｔ廃①-9 

 

 

(２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する設計とする。◇1  

 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止する設計

とする。◇1  

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動

停止する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性

物質の導出においては，重大事故が発生した

機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよ

りも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮

断することで導出することとし，具体的には

約１分以内で導出できるよう設計する。◇1  

 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっ

ては，放射性物質を含む気体が水封部からセ

ルに導出されることがないよう，圧力を制御

する設計とする。◇1  
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廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所

定の圧力に達した場合，中央制御室からの操

作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を

開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留

設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設

備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

への放射性物質の逆流が生じない設計とす

る。臨廃①-11，Ｔ廃①-10 

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止

することにより，排気をせん断処理・溶解廃

ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）から主排気筒を介して大気中へ放出でき

る設計とする。臨廃①-12，Ｔ廃①-11 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間にわ

たって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を起点として約２時間にわたって

放射性物質を含む気体を導出できる容量を有

する設計とする。臨廃①-13，Ｔ廃①-12 

 

その際，臨界事故によって発生する放射線

分解による水素を導出した場合でも，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度

がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にで

きる設計とする。臨廃①-14 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）からの流路に復旧す

る操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の

圧力が所定の圧力に達したことを起点として

約３分以内に実施できる設計とする。臨廃①-

15，Ｔ廃①-13 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所

定の圧力に達した場合，中央制御室からの操

作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を

開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留

設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設

備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

への放射性物質の逆流が生じない設計とす

る。臨廃①-11，Ｔ廃①-10 

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止

する。これらの操作により，排気をせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）から主排気筒を介して大気中へ

放出する。臨廃①-12，Ｔ廃①-11 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間にわ

たって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を起点として約２時間にわたって

放射性物質を含む気体を導出できる容量を有

する設計とする。臨廃①-13，Ｔ廃①-12 

 

その際，臨界事故によって発生する放射線

分解による水素を導出した場合でも，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度

がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量とす

る。臨廃①-14 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）からの流路に復旧す

る操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の

圧力が所定の圧力に達したことを起点として

約３分以内に実施できる設計とする。臨廃①-

15，Ｔ廃①-13 

 

 

 

 

 

 

また，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧

力が所定の圧力に達した場合，中央制御室か

らの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔

離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃

ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の排風機を起動した場合であっても，廃

ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガ

ス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）への放射性物質の逆流が生じない設

計とする。◇1  

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止

する。これらの操作により，排気をせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）から主排気筒を介して大気中へ

放出する。◇1  

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間にわ

たって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を起点として約２時間にわたって

放射性物質を含む気体を導出できる容量を有

する設計とする。◇1  

 

その際，臨界事故によって発生する放射線

分解による水素を導出した場合でも，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度

がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量とす

る。◇1  

 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）からの流路に復旧す

る操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の

圧力が所定の圧力に達したことを起点として

約３分以内に実施できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一するに

あたり，２文を１文に統合し

た。
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引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気

圧縮機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

からの流路に復旧する操作の完了を起点とし

て約５分以内に実施できる設計とする。臨廃

①-16，Ｔ廃①-14 

 

 廃ガス貯留設備から発生したドレン水につ

いては，低レベル廃液処理設備に移送し，適

切に処理できる設計とする。臨廃①-17，Ｔ廃

①-15 

 

想定される重大事故等において操作する廃

ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びに

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁

は，その作動状態の確認が可能な設計とす

る。臨廃①-18，Ｔ廃①-16 

 

廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機

は，多重化することで，他方の機器が万一動

作しない場合であっても，流路が維持される

設計とする。臨廃①-19，Ｔ廃①-17 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん

断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，弁により隔離する

ことで，独立性を有する設計とする。臨廃②-

1，Ｔ廃②-1 

 

廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によっ

て精製建屋換気設備と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，系統構成として独

立性を有する設計とする。Ｔ廃②-2 

 

 

 

 

 

 

 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気

圧縮機の停止は，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から

の流路に復旧する操作の完了を起点として約

５分以内に実施できる設計とする。臨廃①-

16，Ｔ廃①-14 

 

 

 

 

 

 

想定される重大事故等において操作する廃

ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びに

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁

は，その作動状態の確認が可能な設計とす

る。臨廃①-18，Ｔ廃①-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，弁により隔離するこ

とで，独立性を有する設計とする。臨廃②-

1，Ｔ廃②-1 

 

廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋換気設

備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，系統構成として独

立性を有する設計とする。Ｔ廃②-2 

 

 

 

 

 

 

 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気

圧縮機の停止は，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から

の流路に復旧する操作の完了を起点として約

５分以内に実施できる設計とする。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備から発生したドレン水につ

いては，低レベル廃液処理設備に移送し，適

切に処理できる設計とする。臨廃①-17，Ｔ廃

①-15 

 

想定される重大事故において操作する廃ガ

ス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，

その作動状態の確認が可能な設計とする。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機

は，多重化することで，他方の機器が万一動

作しない場合であっても，流路が維持される

設計とする。臨廃①-19，Ｔ廃①-17 

 

7.2.2.2.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，弁により隔離するこ

とで，独立性を有する設計とする。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋換気設

備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，系統構成として独

立性を有する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停

止操作であることを明確化した。 
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廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対して修理の対応，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。臨廃②-

2，Ｔ廃②-3 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨廃②-

3，Ｔ廃②-4 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。臨廃③-1，Ｔ廃③-1 

 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が

飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。臨廃③-2，Ｔ廃③-

2 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事

故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により発生した放射

性物質を含む気体を貯留するために必要な容

量を有する設計とするとともに，動的機器で

ある廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，

多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前

処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する

設計とする。臨廃④-1,Ｔ廃④-1 

 

廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を

仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重

大事故等への対処に必要な設備を１セット確

保する設計とする。臨廃④-2,Ｔ廃④-2 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対して修理等の対応，関連

する工程の停止等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。臨廃

②-2，Ｔ廃②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。臨廃③-1，Ｔ廃③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事

故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により発生した放射

性物質を含む気体を貯留するために必要な容

量を有する設計とするとともに，動的機器で

ある廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，

多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前

処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する

設計とする。臨廃④-1，Ｔ廃④-1 

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定

する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等

への対処に必要な設備を１セット確保する。

臨廃④-2，Ｔ廃④-2 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，必要に

応じて◇1 関連する工程を停止する等の手順を

整備する。臨廃②-3，Ｔ廃②-4 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇1  

 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が

飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。臨廃③-2，Ｔ廃③-

2 

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事

故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により発生した放射

性物質を含む気体を貯留するために必要な容

量を有する設計とするとともに，動的機器で

ある廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，

多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前

処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する

設計とする。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定

する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を仮定する機器ごとに，重大事故へ

の対処に必要な設備を１セット確保する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は，保安規定で示すため当該

箇所では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の明確化 

【等の解説】 

「自然現象（地震含む），人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連

する工程の停止等」とは，代替設備に

より重大事故等への対処に必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることの総称として示した記載

であり保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 
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廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び

圧力に対して，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。Ｔ廃⑤-1 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。臨廃⑤-1，Ｔ廃

⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨廃⑤-2，Ｔ

廃⑤-3 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対し

て，適切な材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。臨廃⑤-3，

Ｔ廃⑤-4 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，中央制御室で操作可能な設計とする。

臨廃⑤-4，Ｔ廃⑤-5 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統から

重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替

えられる設計とする。臨廃⑥-1，Ｔ廃⑥-1 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び

圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設

計とする。Ｔ廃⑤-1 
 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

臨廃⑤-1，Ｔ廃⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨廃⑤-2，Ｔ

廃⑤-3 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対し

て，適切な材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）により機能を損なわない設計とす

る。臨廃⑤-3，Ｔ廃⑤-4 

 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，中央制御室で操作可能な設計とする。

臨廃⑤-4，Ｔ廃⑤-5 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統から

重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替

えられる設計とする。臨廃⑥-1，Ｔ廃⑥-1 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び

圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，必要に

応じて関連する工程を停止する等の手順を整

備する。◇1  

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対し

て，適切な材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，中央制御室で操作可能な設計とする。

◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統から

重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替

えられる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，

第 36 条の基本設計方針において具

体化されている風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪及び

火山の影響等であり，考慮する事

象の総称として示した記載である

ことから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは，許可において各施設で

取扱う対象として記載している放射

性物質を含む腐食性の液体の総称と

して示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「通常時に使用する系統から速やか

に切り替えることができるよう，系

統に必要な弁等」の指す内容は，系

統の切替えに必要な設備の総称とし

て示した記載であることから許可の

記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 
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廃ガス貯留設備は，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を確認す

るため，外観点検，性能確認，分解点検等が

可能な設計とする。臨廃⑦-1，Ｔ廃⑦-1 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路

からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及

び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより

定期的に試験及び検査を実施できる設計とす

る。臨廃⑦-2，Ｔ廃⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，性能確認，分解点検等

が可能な設計とする。臨廃⑦-1，Ｔ廃⑦-1 

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路

からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及

び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより

定期的に試験及び検査を実施する。臨廃⑦-

2，Ｔ廃⑦-2 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 廃ガス貯留設備 

１） 廃ガス貯留設備（前処理建屋用） 

廃ガス貯留設備の隔離弁 

４基（２基／系列×２系列） 

材料          ステンレス鋼 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機   ２台 

 

吐出圧力     約0.5ＭＰａ[gage] 

 

容量   約50ｍ３／ｈ［normal］／台 

廃ガス貯留設備の逆止弁     １基 

 

材料          ステンレス鋼 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽  １式 

材料          ステンレス鋼 

容量            約10ｍ３ 

 

 

廃ガス貯留設備の配管・弁   １系列 

 

材料          ステンレス鋼 

7.2.2.2.4 主要設備の仕様 

廃ガス貯留設備の主要設備の仕様を第7.2－

32表(1)に，廃ガス貯留設備に関連するその他

設備の概略仕様を第7.2－32表(2)～第7.2－32

表(11)に，廃ガス貯留設備の系統概要図を第

7.2－41図～第7.2－42図に，廃ガス貯留設備

の機器配置概要図を第7.2－43図に示す。◇2  

 

7.2.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，性能確認，分解点検等

が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路

からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及

び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより

定期的に試験及び検査を実施する。◇1  

 

 

第 7.2－32 表(1) 廃ガス貯留設備の主要設備

の仕様 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

ａ．廃ガス貯留設備（前処理建屋用） 

(ａ)廃ガス貯留設備の隔離弁 

基数    ４（２基／系列×２系列） 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｂ)廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

台数      ２（うち１台は予備） 

吐出圧力     約0.5ＭＰａ[gage] 

電気負荷容量     約40ｋＶＡ／台 

容量    約50ｍ３／ｈ[normal]／台 

(ｃ)廃ガス貯留設備の逆止弁 

基数               １ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｄ)廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

種類          たて置円筒形 

数量              １式 

容量            約10ｍ３ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｅ)廃ガス貯留設備の配管・弁 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認，分解点検

等」「作動試験等」とは，外観点

検，員数確認，性能確認，分解点

検，漏えい確認，温度確認，異音

確認，異臭確認等の対処するため

に必要な機能の確認方法の総称と

して示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 廃ガス貯留設備（精製建屋用） 

廃ガス貯留設備の隔離弁     ２基 

 

材料          ステンレス鋼 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機   ３台 

 

吐出圧力     約0.5ＭＰａ[gage] 

 

容量   約50ｍ３／ｈ［normal］／台 

廃ガス貯留設備の逆止弁     １基 

 

材料      ステンレス鋼 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽  １式 

材料          ステンレス鋼 

 

容量            約21ｍ３ 

 

廃ガス貯留設備の配管・弁   １系列 

 

材料          ステンレス鋼 

３） せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

凝縮器（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶解廃

ガス処理設備」と兼用） 

 

 

高性能粒子フィルタ（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断

処理・溶解廃ガス処理設備」と兼用） 

 

 

排風機（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶解廃

ガス処理設備」と兼用） 

 

 

隔離弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶解廃

ガス処理設備」と兼用）  ６基 

 

材料          ステンレス鋼 

主配管・弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶

解廃ガス処理設備」と兼用）  ３系列 

 

材料          ステンレス鋼 

４） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系） 

凝縮器（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用） 

 

 

高性能粒子フィルタ（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備」と兼用） 

 

ｂ．廃ガス貯留設備（精製建屋用） 

(ａ)廃ガス貯留設備の隔離弁 

基数               ２ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｂ)廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

台数      ３（うち１台は予備） 

吐出圧力     約0.5ＭＰａ[gage] 

電気負荷容量     約40ｋＶＡ／台 

容量   約50ｍ３／ｈ[normal]／台 

(ｃ)廃ガス貯留設備の逆止弁 

基数               １ 

主要材料      ステンレス鋼 

(ｄ)廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

種類          たて置円筒形 

数量              １式 

容量            約21ｍ３ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｅ)廃ガス貯留設備の配管・弁 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｃ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(ａ)凝縮器（「7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備」と兼用） 

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理

設備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｂ)高性能粒子フィルタ（「7.2.1.2 せん断処

理・溶解廃ガス処理設備」と兼用） 

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理

設備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｃ)排風機（「7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備」と兼用） 

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理

設備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｄ)隔離弁（「7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備」と兼用） 

基数               ６ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｅ)主配管・弁（「7.2.1.2 せん断処理・溶解

廃ガス処理設備」と兼用） 

数量             ３系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｄ．精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系） 

(ａ)凝縮器（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｂ)高性能粒子フィルタ（「7.2.1.3 塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排風機（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用） 

 

 

隔離弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用）   ２基 

 

材料          ステンレス鋼 

廃ガスポット（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備」と兼用）１基 

 

材料          ステンレス鋼 

主配管・弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備」と兼用）１系列 

 

材料          ステンレス鋼 

５） 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)１）前処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備」と兼用） １系列 

 

材料          ステンレス鋼 

６） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備 

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)５）ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備」と

兼用）        １系列 

材料          ステンレス鋼 

７） 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ）６）高レベル廃液ガラ

ス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備」と兼用） 

１系列 

材料          ステンレス鋼 

８） 精製建屋換気設備 

セル排気フィルタユニット（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)

５）精製建屋換気設備」と兼用）   

 

 

グローブボックス・セル排風機（「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)５）精製建屋換気設備」と兼用） 

 

 

ダクト（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)５）精製建屋換気設

備」と兼用）        １系列 

９） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備 

ダクト（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)７）ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋換気設備」と兼用）     

１系列□1  

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｃ)排風機（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｄ)隔離弁（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

基数               ２ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｅ)廃ガスポット（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用） 

基数               １ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｆ)主配管・弁（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理

設備」と兼用） 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｅ．前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｆ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備 

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｇ．高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｈ．精製建屋換気設備 

(ａ)セル排気フィルタユニット（「7.2.1.5 換

気設備」と兼用） 

「第7.2－18表 精製建屋換気設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

(ｂ)グローブボックス・セル排風機（「7.2.1.5 

換気設備」と兼用） 

「第7.2－18表 精製建屋換気設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

(ｃ)ダクト（「7.2.1.5 換気設備」と兼用） 

数量             １系列 

ｉ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備 

(ａ)ダクト（「7.2.1.5 換気設備」と兼用） 

数量             １系列◇3  
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1 

 

別紙１－４② 

第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）及び 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨廃

① 

Ｔ廃

① 

廃ガスの貯留に必要な設備設

計 

技術基準規則（第 38，41 条）の要

求事項を受けている内容 

38 条１項２号 

38 条１項３号 

41 条１項３号 

41 条１項４号 

－ a,c,e 

臨廃

② 

Ｔ廃

② 

多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 
－ b 

臨廃

③ 

Ｔ廃

③ 

悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

臨廃

④ 

Ｔ廃

④ 

個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

臨廃

⑤ 

Ｔ廃

⑤ 

環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

－ b 

臨廃

⑥ 

Ｔ廃

⑥ 

操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

－ b 

臨廃

⑦ 

Ｔ廃

⑦ 

試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

臨廃

⑧ 

Ｔ廃

⑧ 

臨界事故及び有機溶媒等によ

る火災又は爆発への対処に使

用する設備 

臨界事故及び有機溶媒等による火

災又は爆発への対処に使用する安

全保護回路に係る事項 

－ － e 

臨廃

⑨ 

Ｔ廃

⑨ 

臨界事故及び有機溶媒等によ

る火災又は爆発への対処に使

用する設備 

臨界事故及び有機溶媒等による火

災又は爆発への対処に使用する計

測制御設備に係る事項 

－ － e 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

60



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１－４② 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□2  
他条文で展開する事項（第 46

条，第 49 条） 

第 46 条「電源設備」，第 49 条「監視測定設備」にて，説

明する内容であるため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅵ-1-6-3 廃ガス貯留設備に関する説明書 
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別紙１－５ 
 

 

 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 

（臨界事故時水素掃気系） 
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別紙１－５① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（臨界事故時水素掃気系）（1 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路で記載） 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガ

ス貯留設備で記載） 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 臨掃① 

 

（臨掃②から⑦は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

７ その他再処理設備の附属施設 

7.1 動力装置及び非常用動力装置 

7.1.2 圧縮空気設備 

7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気

系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加

え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空

気系から空気を機器に供給し，水素掃気を実

施することにより，機器の気相部における水

素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するた

めに必要な重大事故等対処設備として臨界事

故時水素掃気系を設ける設計とする。臨掃①-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を

仮定する機器への水素掃気で使用する主配管

等及び可搬型建屋内ホースで構成する。臨掃

①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」

の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処

設備として位置付け，臨界事故が発生した場

合において放射性物質の放出による影響を緩

和できる設計とする。臨掃①-3 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び

設備 

 (ロ) 重大事故等対処設備 

２） 臨界事故時水素掃気系 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及

び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可

搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系か

ら空気を機器に供給し，水素掃気を実施する

ことにより，機器の気相部における水素濃度

をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドラ

イ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

臨掃①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，機器圧縮空気供給配

管・弁及び可搬型建屋内ホースで構成する。

臨掃①-2 

 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路【臨掃⑧-1】を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

 

工程計装設備の一部【臨掃⑨-1】を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器に接続する溶解設備の一部である配管，精

製建屋一時貯留処理設備の一部である配管及

び工程計装設備の一部である配管，臨界事故

の発生を仮定する機器（第２表）□1 並びに電

気設備の一部である受電開閉設備等□3 を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。臨掃

①-3 

9.3.2 重大事故等対処設備 

9.3.2.2 臨界事故時水素掃気系 

9.3.2.2.1 概  要 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及

び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可

搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系か

ら空気を機器に供給し，水素掃気を実施する

ことにより，機器の気相部における水素濃度

をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドラ

イ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

◇1  

 

9.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 

臨界事故により発生する放射線分解水素を

掃気する設備として，臨界事故時水素掃気系

を設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

臨界事故により放射線分解水素が発生した

場合の重大事故等対処設備として，臨界事故

時水素掃気系を使用する。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，機器圧縮空気供給配

管・弁及び可搬型建屋内ホースで構成する。

◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を常

設重大事故等対処設備として設置する。◇1  

 

 

計装設備の一部である可搬型貯槽掃気圧縮

空気流量計を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇1  

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器に接続する溶解設備の一部である配管，精

製建屋一時貯留処理設備の一部である配管及

び計測制御設備の一部である配管，臨界事故

の発生を仮定する機器（第4.3－７表及び第

4.5－８表）並びに電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇1  

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

臨掃⑧-1 (P2へ) 

 

 

臨掃⑨-1 (P2へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，主配管

及び経路を構成する機器であり添付

書類「Ⅵ-2-3 系統図」で示す。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針の記載に合わせ，記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 
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別紙１－５① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（臨界事故時水素掃気系）（2 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，臨界事故時水素掃気系の他，安

全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供

給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路並びに計測制御設備の可搬型貯槽掃気

圧縮空気流量計を使用する設計とする。な

お，安全保護回路は「4.2 安全保護回路」の

「4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路」及び「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路」に，計測制御設備については

「4.1 計測制御設備」に示す。臨掃⑧-1，⑧

-2，⑨-1，⑨-2 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮

空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に

加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧

縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行できる

設計とする。臨掃①-4 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対して修理の対応，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。臨掃②-

1 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨掃②-2 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，共通要因によって臨界事故時水素掃気

系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップも含めて必要な数量を臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される前処理建屋及び精製建屋から

安全保護回路は「ヘ．（２） 主要な安全

保護回路の種類」【臨⑧-2】に，工程計装設

備については「ヘ．（３） 主要な工程計装

設備の種類」【臨⑨-2】に，電気設備につい

ては「リ．（１）（ⅰ） 電気設備」に□3 示

す。臨掃①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮

空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に

加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧

縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行する。

臨掃①-4 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対して修理等の対応，関連

する工程の停止等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。臨掃

②-1 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気

供給配管・弁と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップも含めて必要な数量を臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される前処理建屋及び精製建屋から100

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路につ

いては「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」及

び「6.2.3.2 系統構成及び主要設備」に，計

装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主

要設備」に，電気設備については「9.2.2.4 

系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

臨界事故により発生した放射線分解水素を

掃気するため，一般圧縮空気系及び安全圧縮

空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内

ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を

機器に供給し水素掃気を実施することによ

り，機器の気相部における水素濃度をドライ

換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４

ｖｏｌ％未満に移行する。◇1  

 

 

 

9.3.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（１）ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，代替設備による機

能の確保，修理等の対応により機能を維持す

る設計とする。また，必要に応じて◇1 関連す

る工程を停止する等の手順を整備する。臨掃

②-2 

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気

供給配管・弁と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップも含めて必要な数量を臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される前処理建屋及び精製建屋から100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨掃⑧-1，⑨-1 (P1か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に

対して修理の対応，関連する工程の停

止等」とは，代替設備により重大事故

等への対処に必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対

応を行うこと，関連する工程の停止等

又はこれらを適切に組み合わせること

の総称として示した記載であり保安規

定で示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の明確化 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 
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100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，対処を行う建屋にも

保管することで位置的分散を図る設計とす

る。臨掃②-3 

 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。臨掃②-4 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管の接続口は，共通要因によって臨界事

故環境下における放射線の影響も含めて接続

することができなくなることを防止するた

め，臨界事故発生機器からの接続口までの建

屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及

び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。臨掃②-5 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生

前（通常時）の離隔若しくは分離された状態

から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨

掃③-1 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧

縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が

発生した機器の気相部における水素濃度をド

ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必

要な空気を供給できる設計とする。臨掃④-1 

 

臨界事故時に追加的に空気を供給する一般

圧縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様

が，臨界事故が発生した機器の気相部におけ

る水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維

持するために必要な流量に対し，十分な容量

を確保できる設計とする。臨掃④-2 

 

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋にも保

管することで位置的分散を図る。臨掃②-3 

 

 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。臨掃②-4 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管の接続口は，臨界事故環境下における

放射線の影響も含めて共通要因によって接続

することができなくなることを防止するた

め，臨界事故発生機器からの接続口までの建

屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及

び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。臨掃②-5 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生

前（通常時）の離隔若しくは分離された状態

から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨

掃③-1 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧

縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が

発生した機器の気相部における水素濃度をド

ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必

要な空気を供給できる設計とする。臨掃④-1 

 

また，臨界事故時に追加的に空気を供給す

る一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設

の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部

における水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未

満に維持するために必要な流量に対し，十分

な容量を確保できる設計とする。臨掃④-2 

 

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋にも保

管することで位置的分散を図る。◇1  

 

 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管の接続口は，臨界事故環境下における

放射線の影響も含めて共通要因によって接続

することができなくなることを防止するた

め，臨界事故発生機器からの接続口までの建

屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及

び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。◇1  

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す◇1  

 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生

前（通常時）の離隔若しくは分離された状態

から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２)個数及び

容量」に示す。◇1  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧

縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が

発生した機器の気相部における水素濃度をド

ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必

要な空気を供給できる設計とする。◇1  

 

また，臨界事故時に追加的に空気を供給す

る一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設

の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部

における水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未

満に維持するために必要な流量に対し，十分

な容量を確保できる設計とする。◇1  

 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は，保

安規定で示すため当該箇所では許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせて削

除した。 

65



別紙１－５① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（臨界事故時水素掃気系）（4 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，前処理建屋に 12 系列を設置し，

精製建屋に４系列を設置する設計とする。臨

掃④-3 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必

要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては予備

を含めた個数を必要数として確保する設計と

する。臨掃④-4 

 

臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の

発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への

対処に必要な設備を１セット確保する設計と

する。臨掃④-5 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。臨掃⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨掃⑤-2 

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断

に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。臨掃

⑤-3 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，

精製建屋に４系列を設置する設計とする。臨

掃④-3 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必

要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては１本

以上の□2 予備を含めた個数を必要数として確

保する。臨掃④-4 

 

臨界事故時水素掃気系は，臨界事故の発生

を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。臨掃④-5 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

臨掃⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨掃⑤-2 

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断

に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。臨掃⑤-3 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，

精製建屋に４系列を設置する設計とする。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系は，臨界事故の発生

を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必

要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては１本

以上の予備を含めた個数を必要数として確保

する。◇1  

 

 

 

 

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)環境条

件等」に示す。◇1  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，必要に

応じて関連する工程を停止する等の手順を整

備する。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断

に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，

第 36 条の基本設計方針において

具体化されている風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪及び

火山の影響等であり，考慮する事

象の総称として示した記載である

ことから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは，許可において各施設で

取扱う対象として記載している放射

性物質を含む腐食性の液体の総称と

して示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 
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別紙１－５① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（臨界事故時水素掃気系）（5 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，想定される重大事故等が発生し

た場合において線量率の高くなるおそれの少

ない場所を選定することにより，当該設備の

設置場所で操作可能な設計とする。臨掃⑤-4 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。臨掃⑤-5 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨掃⑤-6 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。臨掃⑤-7 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，配管の全周破断に対して，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精

製建屋内に保管することにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。臨掃⑤-8 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。臨掃⑤-9 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。臨掃⑥-1 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定

する。臨掃⑤-4 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

臨掃⑤-5 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨掃⑤-6 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。臨掃⑤-7 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，配管の全周破断に対して，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精

製建屋内に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。臨掃⑤-8 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。臨掃⑤-9 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。臨掃⑥-1 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定

する。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，配管の全周破断に対して，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精

製建屋内に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。◇1  

 

【許可からの変更点】 

語尾修正に伴う文の入れ替え。 
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臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁

等の手動操作により，安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。臨掃⑥-2 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計

とする。臨掃⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，

安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・

弁は，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観点

検，分解確認等が可能な設計とする。臨掃⑦-

1 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観点

検，員数確認が可能な設計とする。臨掃⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁

等の手動操作により，安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。臨掃⑥-2 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じたコネクタ接続とする設計と

する。臨掃⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，

安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・

弁は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，分解確認等が可能な設計とする。臨掃

⑦-1 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，員数確認が可能な設計とする。臨掃⑦-

2 

 

(ロ) 重大事故等対処設備 

２） 臨界事故時水素掃気系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 臨界事故時水素掃気系 

一般圧縮空気系（「リ．（１）（ⅱ） 圧縮

空気設備」と兼用） 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁

等の手動操作により，安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じたコネクタ接続とする設計と

する。◇1  

 

9.3.2.2.4 主要設備の仕様 

臨界事故時水素掃気系の主要設備の仕様を

第9.3－５表(1)に，臨界事故時水素掃気系に

関連するその他設備の概略仕様を第9.3－５表

(2)～第9.3－５表(4)に，臨界事故時水素掃気

系の系統概要図を第9.3－15図に，臨界事故時

水素掃気系の機器配置概要図を第9.3－16図

に，臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及

び接続口一覧を第9.3－17図に示す。◇2  

 

9.3.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，

安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・

弁は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，分解確認等が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，員数確認が可能な設計とする。◇1  

 

 

第9.3－５表(4) 臨界事故時水素掃気系に関

連する圧縮空気設備の概略仕様 

 

(１) 臨界事故時水素掃気系に関連する圧縮

空気設備 

詳細は「第9.3－１表 圧縮空気設備の主要設

備の仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．一般圧縮空気系（「9.3 圧縮空気設備」

【「等」の解説】 

「外観点検，分解確認等」とは，

外観点検，員数確認，性能確認，

分解点検，漏えい確認，温度確

認，異音確認，異臭確認等の対処

するために必要な機能の確認方法

の総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「速やかに切り替えることができる

よう，系統に必要な弁等」の指す内

容は，系統の切替えに必要な設備の

総称として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 

（以下同じ） 
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別紙１－５① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（臨界事故時水素掃気系）（7 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全圧縮空気系（「リ．（１）（ⅱ） 圧縮

空気設備」と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器圧縮空気供給配管・弁（「ニ．（２）

（ⅱ）（ａ）（イ） 溶解設備，ニ．（４）

（ⅱ）（ａ）（ハ） 精製建屋一時貯留処理

設備，ヘ．（３）（ⅰ） 設計基準対象の施

設」と兼用） 16系列 

 

ⅱ) 臨界事故の発生を仮定する機器 

溶解槽（「ニ．（２）（ⅱ）（ａ）（イ） 

溶解設備」と兼用） 

 

 

エンドピース酸洗浄槽（「ニ．（２）（ⅱ）

（ａ）（イ） 溶解設備」と兼用） 

 

 

ハル洗浄槽（ニ．（２）（ⅱ）（ａ）（イ） 

溶解設備」と兼用） 

 

 

第５一時貯留処理槽（「ニ．（４）（ⅱ）

（ａ）（ハ） 精製建屋一時貯留処理設備」

と兼用） 

 

第７一時貯留処理槽（「ニ．（４）（ⅱ）

（ａ）（ハ） 精製建屋一時貯留処理設備」

と兼用） 

 

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

ｂ．安全圧縮空気系（「9.3 圧縮空気設備」

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

第9.3－５表(1) 臨界事故時水素掃気系の主

要設備の仕様 

 

 (１)臨界事故時水素掃気系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．圧縮空気設備 

 

（ａ）機器圧縮空気供給配管・弁

（「4.3.1.4.1 溶解設備，4.5.1.4 精製建

屋一時貯留処理設備及び6.1.2 計測制御設

備」と兼用） 

    数  量    16系列 

    主要材料    ステンレス鋼 

 ｂ．臨界事故の発生を仮定する機器 

（ａ）溶解槽（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼

用） 

    「第4.3－１表 溶解設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

（ｂ）エンドピース酸洗浄槽（「4.3.1.4.1 

溶解設備」と兼用） 

    「第4.3－１表 溶解設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

（ｃ）ハル洗浄槽（「4.3.1.4.1 溶解設備」

と兼用） 

    「第4.3－１表 溶解設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

（ｄ）第５一時貯留処理槽（「4.5.1.4 精製

建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

    「第4.5－３表 精製建屋一時貯留処

理設備の主要設備の仕様」に記載する。 

（ｅ）第７一時貯留処理槽（「4.5.1.4 精製

建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

    「第4.5－３表 精製建屋一時貯留処

理設備の主要設備の仕様」に記載する。 
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別紙１－５① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（臨界事故時水素掃気系）（8 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 臨界事故時水素掃気系 

可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース

酸洗浄槽，ハル洗浄槽用） １式 

 

 

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，

第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽 用 ） 

１式□2  

 

 

 

 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

 ａ．可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンド

ピース酸洗浄槽，ハル洗浄槽用） 

    数  量    １式 

    接続方式    コネクタ接続 

 ｂ．可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処

理槽，第７一時貯留処理槽用） 

    数  量    １式 

    接続方式    コネクタ接続◇3  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１－５② 

第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨掃

① 

臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気に必要な設

備設計 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
１項３号 － a,c,e 

臨掃

② 

多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ b 

臨掃

③ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

臨掃

④ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

臨掃

⑤ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ b 

臨掃

⑥ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

－ b 

臨掃

⑦ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

臨掃

⑧ 

臨界事故への対処に使用する

設備 

臨界事故への対処に使用する安全

保護回路に係る事項 
－ － e 

臨掃

⑨ 

臨界事故への対処に使用する

設備 

臨界事故への対処に使用する計測

制御設備に係る事項 
－ － e 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  仕様表等の読み込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため、基本設計方

針に記載しない。 
－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□3  他条文で展開する事項（第 46 第 46 条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記 － 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１－５② 

条） 載しない。 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 
Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅰ-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書 
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令和５年１月５日 Ｒ３ 

 

 

 

 

 

別紙２－１ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系） 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中
性子吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

10
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図） 基本方針 － － － － －

11
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧
縮空気系及び溶解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図） 基本方針

－ － － － －

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サー
ベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，
安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御設
備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.2　計測制御設備

【2.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

－ － － － －

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる
設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針 － － － － －

－ －

－

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した
場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶
解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系を設ける設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中性子吸収
材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である安全圧縮空気系及び溶解設備の
溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設
計とする。

15

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，
直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子
吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射
線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収
材を自動で重力流により供給できる設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行する
ために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設
計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射
線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判
定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放
することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，
10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき
る設計とする。

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

設計方針13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。

機能要求② － － －

－ － － －

76



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中
性子吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図） 基本方針

11
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧
縮空気系及び溶解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図） 基本方針

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サー
ベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，
安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御設
備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる
設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針

15

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，
直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子
吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

設計方針

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

設計方針13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。

機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.2　計測制御設備

【2.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した
場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶
解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系を設ける設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中性子吸収
材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である安全圧縮空気系及び溶解設備の
溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設
計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射
線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収
材を自動で重力流により供給できる設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行する
ために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設
計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射
線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判
定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放
することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，
10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき
る設計とする。

○ －

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

－ －

○ －

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針 － － － － －

17

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合におけ
る放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の
遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針 － － － － －

18

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操
作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包す
るため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，
耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止で
きる設計とする。

－ － － － －

19

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故
に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異
なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

20

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

21
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
 関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

－ －22

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（悪影響防止） － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事
故が発生した場合における放射線の影響を考慮し
ても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，
駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合に
は，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要
因によって設計基準事故に対処するための設備で
ある可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性
子吸収材緊急供給系と異なる設備とすることで，
独立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，
自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重大事故等
発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針

17

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合におけ
る放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の
遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針

18

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操
作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針

19

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故
に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異
なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

20

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

21
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

22

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（悪影響防止）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

〇 －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包す
るため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，
耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止で
きる設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
 関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事
故が発生した場合における放射線の影響を考慮し
ても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，
駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合に
は，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要
因によって設計基準事故に対処するための設備で
ある可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性
子吸収材緊急供給系と異なる設備とすることで，
独立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，
自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重大事故等
発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

23
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ
迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

－ － － － －

24

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材
を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事
故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を
考慮して確実に作動する設計とする。

－ － － － －

27
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する
機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界
事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

－ － － － －

28
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

29
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水
量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

30

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
設置要求

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

設計方針（環境条件等） － － － － －

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計
とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性
中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，
溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生し
た機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有
して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，
前処理建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を
防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の
全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

23
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ
迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及び容
量）

24

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材
を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

27
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する
機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及び容
量）

28
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件等）

29
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水
量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件等）

30

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
設置要求

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

設計方針（環境条件等）

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計
とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事
故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を
考慮して確実に作動する設計とする。

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界
事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ －

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を
防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の
全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性
中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，
溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生し
た機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有
して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，
前処理建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に
対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

34
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号
による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

－ －32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能
を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路からの信号による代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通常時に使
用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等
の操作により，安全機能を有する施設の系統から
重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に
対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・検査）

34
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号
による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・検査）

32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能
を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（操作性の確
保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路からの信号による代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とす
る。

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通常時に使
用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等
の操作により，安全機能を有する施設の系統から
重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

35

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

36

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

37

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

38

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

39

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

40

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

41

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

42

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第１回

84



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

35

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

36

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

37

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

38

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

39

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

40

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

41

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

42

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

43

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

44
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

基本方針 － － － － －

45

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設
備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とす
る。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図） 基本方針

－ － － － －

46

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用
サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。な
お，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測
制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.2　計測制御設備

【3.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

－ － － － －

48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針 － － － － －

－

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針47

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重
力流により供給できる設計とする。

機能要求②

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子
吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事
故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処
設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨
界を維持できる設計とする。

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性
中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設
計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移
行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した
と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を
開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了
できる設計とする。

－ －

－

－ － －

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

43

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

44
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

基本方針

45

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設
備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とす
る。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図） 基本方針

46

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用
サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。な
お，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測
制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針47

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重
力流により供給できる設計とする。

機能要求②

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.2　計測制御設備

【3.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子
吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事
故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処
設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨
界を維持できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性
中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設
計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移
行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した
と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を
開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了
できる設計とする。

〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

50
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針 － － － － －

51

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合にお
ける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系
統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針 － － － － －

52

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び
誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内
包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定
し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防
止できる設計とする。

－ － － － －

54
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

設計方針（悪影響防止）

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故が発生した場合における放射線の影響を考慮
しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁
は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合
には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故
等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

55

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

53

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

－ － －

－－－ － －

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

50
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針

51

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合にお
ける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系
統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針

52

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び
誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針

54
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

設計方針（悪影響防止）55

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

53

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内
包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定
し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防
止できる設計とする。

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故が発生した場合における放射線の影響を考慮
しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁
は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合
には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故
等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

56
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実か
つ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

－ － － － －

57

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸
収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

59
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差
を考慮して確実に作動する設計とする。

－ － － － －

60
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨
界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

－ － － － －

61

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針（環境条件等） － － － － －

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管
の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶
性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ
う，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当た
り１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界
を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕
を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と
し，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

56
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実か
つ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及び容
量）

57

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸
収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針（個数及び容
量）

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針（個数及び容
量）

59
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

60
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及び容
量）

61

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針（環境条件等）

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（環境条件等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 － ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差
を考慮して確実に作動する設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨
界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管
の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶
性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ
う，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当た
り１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界
を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕
を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と
し，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

65
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信
号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に
使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁
等の操作により，安全機能を有する施設の系統か
ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計
とする。

－ － －

63

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機
能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（操作性の確
保）

64
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・検査） － －

92



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

65
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信
号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・検査）

63

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機
能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（操作性の確
保）

64
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・検査）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計
とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に
使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁
等の操作により，安全機能を有する施設の系統か
ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

66

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

67

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

68

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

69

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

70

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

71

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

72

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

73

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

94



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

66

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

67

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

68

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

69

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

70

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

71

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

72

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

73

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

74

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備
2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図） 基本方針 － － － － －

76

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を
常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を
維持できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

基本方針 － － － － －

77

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用
サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。な
お，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測
制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.2　計測制御設備

【3.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

－ － － － －

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針 － － － － －

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性
中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設
計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移
行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した
と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を
開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了
できる設計とする。

－

－

－ －－

78

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重
力流により供給できる設計とする。

機能要求②

－80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

－

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子
吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空
気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を
常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界
に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

74

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備
2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図） 基本方針

76

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を
常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を
維持できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

基本方針

77

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用
サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。な
お，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測
制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

78

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重
力流により供給できる設計とする。

機能要求②

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.2　計測制御設備

【3.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性
中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設
計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移
行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した
と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を
開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了
できる設計とする。

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

－

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －○

－

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子
吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空
気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を
常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界
に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

81
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針 － － － － －

82

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合にお
ける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系
統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針 － － － － －

83

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び
誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内
包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定
し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防
止できる設計とする。

－ － － － －

85
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

－ － － － －

－

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故
等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

－ － － －86

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止

－ －－84

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設以外の
安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等によ
り重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。

－ －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

81
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針

82

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合にお
ける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系
統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針

83

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び
誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針

85
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

86

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（悪影響防止）

84

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設以外の
安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等によ
り重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ －

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内
包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定
し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防
止できる設計とする。

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故
等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(2)　多様性，位置的分散等

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

99



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

87
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実か
つ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

－ － － － －

88

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸
収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

90
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差
を考慮して確実に作動する設計とする。

－ － － － －

91
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨
界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶
性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ
う，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当た
り１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界
を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕
を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と
し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

100



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

87
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実か
つ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及び容
量）

88

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸
収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（個数及び容
量）

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針（個数及び容
量）

90
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

91
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差
を考慮して確実に作動する設計とする。

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨
界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶
性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ
う，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当た
り１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界
を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕
を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と
し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

92
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

93
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，溢
水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被
水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求①
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

94

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件等） － － － － －

95
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

97
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

98
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信
号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計
とする。

－ － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，
安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，
安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被
水防護及び被液防護する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管
の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(6)　操作性の確保

96

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機
能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（操作性の確
保）

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に
使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁
等の操作により，安全機能を有する施設の系統か
ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

92
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件等）

93
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，溢
水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被
水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求①
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件等）

94

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件等）

95
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件等）

97
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・検査）

98
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信
号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・検査）

96

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機
能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（操作性の確
保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ －

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計
とする。

－ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －○

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，
安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，
安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被
水防護及び被液防護する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管
の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に
使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁
等の操作により，安全機能を有する施設の系統か
ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶解槽
に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するた
めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

10
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止す
ることで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

11

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び
緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作ス
イッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤー
ドロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

基本方針 － － － － －

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.2　基本設計方針

【4.2　基本設計方針】
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した
場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を
供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するた
めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核
燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界
検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象
の施設のせん断機を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては「2.代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の
基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の設計については「3.重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については
「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」
に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3
廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素
掃気系」に示す。

105



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶解槽
に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するた
めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止す
ることで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

11

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び
緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作ス
イッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤー
ドロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.2　基本設計方針

第２回

【4.2　基本設計方針】
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した
場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を
供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するた
めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核
燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界
検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象
の施設のせん断機を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては「2.代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の
基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の設計については「3.重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については
「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」
に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3
廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素
掃気系」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

12
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨
界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測すること
で，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検
知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器か
ら放出される核分裂に伴う放射線を計測すること
で，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に
検知できる設計とする。

－ － － － －

13
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台数を
設ける設計とする。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽
１基当たり十分な台数以上を設ける設計とする。

－ － － － －

14
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測
定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用い
られているガンマ線用検出器とする。

－ － － － －

15
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された
場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。

－ － － －

－

16
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論
理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界
検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回
路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

－ － － －

－

17

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮
して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合
に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線
検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線
検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器か
ら警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと
判定する設計とする。

－ － － －

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨
界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測すること
で，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

13
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台数を
設ける設計とする。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

14
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

15
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

16
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論
理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

17

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮
して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合
に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検
知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器か
ら放出される核分裂に伴う放射線を計測すること
で，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に
検知できる設計とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽
１基当たり十分な台数以上を設ける設計とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測
定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用い
られているガンマ線用検出器とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された
場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界
検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回
路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線
検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線
検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器か
ら警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと
判定する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理
設備の隔離弁
○空気圧縮機

19
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，
外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用
交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により
電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

－ － － －

－

20

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の
上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ
るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす
る。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が
発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよ
う，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接さ
せるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確
実に検知できる設計とする。

－ － － － －

21

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×10
15ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対

し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定でき
る設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲について
は，想定される臨界事故の規模（プラトー期にお
ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生
じた場合においても測定できる設計とする。

－ － － － －

23

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設け
る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能
を喪失しない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列
当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界
検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合
でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とす
る。

－ － － － －

－ － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定
される臨界事故の規模（プラトー期における核分
裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確
実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想
定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

－22

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模

（プラトー期における核分裂率が１×10
15ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事

故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設
定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事
故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警
報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信
号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯
留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の
閉信号を発することができる設計とする。

－ － － － －18

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔
離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することがで
きる設計とする。

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理
設備の隔離弁
○空気圧縮機

19
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，
外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

20

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の
上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ
るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす
る。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

21

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対
し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定でき
る設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

23

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設け
る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能
を喪失しない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

22

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模

（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設
定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針

18

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔
離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することがで
きる設計とする。

機能要求② 設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理
設備の隔離弁
○空気圧縮機

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用
交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により
電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が
発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよ
う，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接さ
せるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確
実に検知できる設計とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<検出器>
・計測範囲

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲について
は，想定される臨界事故の規模（プラトー期にお
ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生
じた場合においても測定できる設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列
当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界
検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合
でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とす
る。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定
される臨界事故の規模（プラトー期における核分
裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確
実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想
定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

－ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

<検出器>
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・設定値

○

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

－ －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事
故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警
報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信
号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯
留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の
閉信号を発することができる設計とする。

○ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

24

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお
いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と
する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び
論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合
に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに
異常を把握できる設計とする。

－ － － － －

25
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生
した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核
燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

－ － － － －

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認
が可能な設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

－ － － － －

27

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基準事
故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん
断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性
子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独
立性を有する設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

28

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

29
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.2　基本設計方針

【4.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理施設
のせん断機１機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の核燃料物質の
移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を
維持できる設計とする。

－ － － － －

－

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の
設備から独立して単独で使用可能なことにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

－ － － －
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(4)　悪影響防止

30
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単独で
使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通
要因によって設計基準事故に対処するための設備
である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん
断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及
びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独
立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

24

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお
いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と
する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

25
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生
した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認
が可能な設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

27

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基準事
故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん
断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性
子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独
立性を有する設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

28

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

29
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理施設
のせん断機１機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の核燃料物質の
移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（悪影響防止）30
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単独で
使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び
論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合
に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに
異常を把握できる設計とする。

○ － ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
（緊急停止系は
代替可溶性中性
子吸収材緊急供
給回路とともに
記載する）

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核
燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.2　基本設計方針

【4.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を
維持できる設計とする。

－ －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(4)　悪影響防止

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の
設備から独立して単独で使用可能なことにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通
要因によって設計基準事故に対処するための設備
である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん
断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及
びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独
立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前
処理建屋に２系列を設置する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

34
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

35

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対して，影
響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

36
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(7)　試験・検査

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチ
を押下することで作動する設計とし，臨界事故の
発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

－ －

－ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（操作性の確
保）

設計方針（試験・検査）38
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(5)　環境条件等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管
の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

37
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室におい
て緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨界事故の
発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(6)　操作性の確保

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知
用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置す
る設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界
事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

－ － － －32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用
放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の警報設定
値，設備構成及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界
事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動
的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障
を考慮した数量を有する設計とする。

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前
処理建屋に２系列を設置する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

34
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

35

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対して，影
響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条件等）

36
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条件等）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（操作性の確
保）

設計方針（試験・検査）38
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

機能要求①

37
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室におい
て緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨界事故の
発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①

32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用
放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(7)　試験・検査

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

－

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

○ －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(5)　環境条件等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管
の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチ
を押下することで作動する設計とし，臨界事故の
発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の警報設定
値，設備構成及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界
事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動
的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障
を考慮した数量を有する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知
用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置す
る設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界
事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

－ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －
<インターロッ
ク>
・設定値

○

114



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

39

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

40

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

41

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

42

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

43

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

44

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

45

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

46

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

47

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

48

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出器及
び緊急停止系で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作
スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で
構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイ
ヤードロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

基本方針 － － － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設
ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨
界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成す
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対
象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で
構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，ハードワイヤードロジックで構成す
る。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては「2.代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の
基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の設計については「3.重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については
「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」
に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3
廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素
掃気系」に示す。

添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

39

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

40

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

41

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

42

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

43

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

44

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

45

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

46

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

47

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

48

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出器及
び緊急停止系で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作
スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で
構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイ
ヤードロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

〇 － 基本方針 － － －

〇 －
計装設備
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

－ － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設
ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨
界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成す
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対
象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で
構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，ハードワイヤードロジックで構成す
る。

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては「2.代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の
基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の設計については「3.重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については
「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」
に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3
廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素
掃気系」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測するこ
とで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界
検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器
から放出される核分裂に伴う放射線を計測するこ
とで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座
に検知できる設計とする。

－ － － － －

50
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当
たり十分な台数を設ける設計とする。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発
生を仮定する機器１基当たり十分な台数を設ける
設計とする。

－ － － － －

51
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測
定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用い
られているガンマ線用検出器とする。

－ － － － －

52
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露され
た場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とす
る。

－ － － － －

53
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論
理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界
検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回
路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

－ － － － －

54

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮
して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合
に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線
検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線
検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器か
ら警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと
判定する設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測するこ
とで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

50
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当
たり十分な台数を設ける設計とする。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

51
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

52
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

53
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論
理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

54

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮
して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合
に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界
検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器
から放出される核分裂に伴う放射線を計測するこ
とで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座
に検知できる設計とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発
生を仮定する機器１基当たり十分な台数を設ける
設計とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測
定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用い
られているガンマ線用検出器とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露され
た場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とす
る。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界
検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回
路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線
検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線
検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器か
ら警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと
判定する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理
設備の隔離弁
○空気圧縮機

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設
備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔
離弁
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

56
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，
外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用
交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により
電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

－ － － －

－

58

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の
規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に
対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定で
きる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲について
は，想定される臨界事故の規模（プラトー期にお
ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生
じた場合においても測定できる設計とする。

－ － － － －

－ －

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が
発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよ
う，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接さ
せるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確
実に検知できる設計とする。

－

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

－59

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模
（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界
事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう
設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，
バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定
される臨界事故の規模（プラトー期における核分
裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確
実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想
定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

－

－57

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の
上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ
るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす
る。

設置要求

55

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の
隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽
類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。

機能要求② 設計方針

－ － － －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

－ － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事
故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警
報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開
信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス
貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス
貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止
信号を発することができる設計とする。

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理
設備の隔離弁
○空気圧縮機

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設
備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔
離弁
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

56
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，
外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

58

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の
規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に
対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定で
きる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

設計方針

59

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模
（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界
事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう
設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，
バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針

57

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の
上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ
るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす
る。

設置要求

55

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の
隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽
類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。

機能要求② 設計方針

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理
設備の隔離弁
○空気圧縮機

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設
備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔
離弁
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用
交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により
電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<検出器>
・計測範囲

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲について
は，想定される臨界事故の規模（プラトー期にお
ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生
じた場合においても測定できる設計とする。

－

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定
される臨界事故の規模（プラトー期における核分
裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確
実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想
定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

－ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －

<検出器>
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・設定値

〇

－ －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

Ⅵ-2-4　配置図

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が
発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよ
う，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接さ
せるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確
実に検知できる設計とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

－ －

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事
故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警
報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開
信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス
貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス
貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止
信号を発することができる設計とする。

〇 －

120



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

60

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設け
る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能
を喪失しない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列
当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界
検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合
でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とす
る。

－ － － － －

61

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお
いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び
論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合
に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに
異常を把握できる設計とする。

－ － － － －

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発
生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

機能要求② 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又
は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

－ － － － －

63
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確
認が可能な設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

－ － － － －

64
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」
の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することは
ないことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」
の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とす
る。

－ － － － －

65

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設
計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自
然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災
及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連す
る工程の停止等により重大事故等に対処するため
の機能を損なわない設計とする。

－ － － － －

66
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

60

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設け
る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能
を喪失しない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

61

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお
いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発
生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

機能要求② 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針

63
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確
認が可能な設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

64
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」
の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

65

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設
計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

66
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列
当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界
検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合
でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とす
る。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び
論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合
に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに
異常を把握できる設計とする。

〇 － 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
（緊急停止系は
重大事故時可溶
性中性子吸収材
供給回路ととも
に記載する）

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又
は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

〇 － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することは
ないことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」
の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とす
る。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自
然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災
及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連す
る工程の停止等により重大事故等に対処するため
の機能を損なわない設計とする。

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

67
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して単独
で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(4)　悪影響防止

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他
の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

－ － － － －

68

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事故」
の発生を仮定する機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状又は液体状
の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計
とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器当
たり１系列で構成し，速やかに固体状又は液体状
の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維
持することができる設計とする。

－ － － － －

70
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

71
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

72

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対して，
影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

73
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な
設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

74
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室にお
いて緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨界事故
の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッ
チを押下することで作動する設計とし，臨界事故
の発生の判定後１分以内に操作できる設計とす
る。

－ － － － －

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が
可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（試験・検査）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(7)　試験・検査

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が
可能な設計とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(5)　環境条件等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配
管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設
置することにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想
定される重大事故等が発生した場合においても操
作に支障がないように，中央制御室で操作可能な
設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界
検知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設
置し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，
「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大
事故等への対処に必要な設備を１セット確保する
設計とする。

－ － － －69

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合
に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起
動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界
検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の警報設
定値，設備構成及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨
界事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動
信号を発するよう警報設定値を設定するととも
に，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単
一故障を考慮した数量を有する設計とする。

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

67
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して単独
で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（悪影響防止）

68

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事故」
の発生を仮定する機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状又は液体状
の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計
とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

70
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

71
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

72

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対して，
影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（環境条件等）

73
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な
設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（環境条件等）

74
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室にお
いて緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨界事故
の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（操作性の確
保）

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が
可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（試験・検査）

69

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合
に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起
動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界
検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(4)　悪影響防止

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他
の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器当
たり１系列で構成し，速やかに固体状又は液体状
の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維
持することができる設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッ
チを押下することで作動する設計とし，臨界事故
の発生の判定後１分以内に操作できる設計とす
る。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(7)　試験・検査

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が
可能な設計とする。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(5)　環境条件等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配
管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設
置することにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想
定される重大事故等が発生した場合においても操
作に支障がないように，中央制御室で操作可能な
設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に
関する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路
に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の警報設
定値，設備構成及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨
界事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動
信号を発するよう警報設定値を設定するととも
に，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単
一故障を考慮した数量を有する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界
検知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設
置し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，
「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大
事故等への対処に必要な設備を１セット確保する
設計とする。

－ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －
<インターロッ
ク>
・設定値

〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）
が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故
等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

10

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機
能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態
を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合
にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るための設備に関する説明書 1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下
「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至る
ことを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器には，重大事故等の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至
ること防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
再発を防止し，その状態を維持するとともに，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子
吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路及び臨界事故時水素掃気系の設計に
ついては「Ⅰ－２　臨界事故の拡大を防止するた
めの設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設備の
設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関
する説明書」に示す。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）
が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故
等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機
能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態
を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合
にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子
吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路及び臨界事故時水素掃気系の設計に
ついては「Ⅰ－２　臨界事故の拡大を防止するた
めの設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設備の
設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関
する説明書」に示す。

第２回

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るための設備に関する説明書 1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下
「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至る
ことを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器には，重大事故等の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至
ること防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
再発を防止し，その状態を維持するとともに，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プ
ルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

12

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給
を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

13
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生
を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

14
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮
缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

15

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

16

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事
故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章　個別項目
の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニウ
ム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停止回
路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気
体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

17

第２章　個別項目
５　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　気体廃棄物の廃棄施設
5.1.7　廃ガス貯留設備
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及
び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した
放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

18

　臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないことから，廃ガス貯留設備
は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）に接続される「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用
できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

19

　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生し
ないことから，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発
生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

20
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガ
ス貯留槽への放射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成す
る。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

22

　臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又は爆発が発生した場合の重大
事故等対処設備として，廃ガス貯留設備の他，安全保護回路の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び
重大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の廃ガス貯留設備の圧力計，
廃ガス貯留設備の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを使用する設
計とする。なお，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の
「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」及び「4.2.4　重大事故時供給停止回路」
に，計測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.2　安全保護回路
2.3.1.3　計測制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯
留に使用する安全保護回路について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯
留に使用する計測制御設備について説明する。

－ － － － －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るための設備に関する説明書 1.2　基本方針】
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
の設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。
　プルトニウム+K3濃縮缶においてＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応が発生した場合において，重
大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニ
ウム濃縮缶への供給液の供給を停止するとともに
プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とす
る。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に
より，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計
とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備
として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備及び重大事故時供給停止回路の設計
については「Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆
発に対処するための設備に関する説明書」に，廃
ガス貯留設備の設計については「2.　廃ガス貯留
設備の基本方針」に示す。

－ － － － －21

　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備
の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮
器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備
の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排風機
及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダ
クト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮
空気系，給水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一
部である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並
びにプルトニウム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事
故等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した
設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧
状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出並
びに臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の
放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①

【2.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨
界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，
当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を
貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とす
る。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨
界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，
当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を
貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とす
る。
　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は
同時又は連鎖して発生しないことから，精製建屋
に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応」の発生を仮定する機器間で兼
用できる設計とする。
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止
弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放射性物質
の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成す
る。
　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処
理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝縮器，高
性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，
排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備の
一部であるセル排気フィルタユニット，グローブ
ボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダク
ト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部で
ある一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一部
である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の
発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備
の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故
等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火
災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の
配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部
へ放射性物質を排出並びに臨界事故若しくは火災
又は爆発が発生した場合において放射性物質の放
出による影響を緩和できる設計とする。

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

128



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プ
ルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

12

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給
を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

13
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生
を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

14
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮
缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

15

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

16

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事
故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章　個別項目
の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニウ
ム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停止回
路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気
体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

17

第２章　個別項目
５　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　気体廃棄物の廃棄施設
5.1.7　廃ガス貯留設備
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及
び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した
放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

18

　臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないことから，廃ガス貯留設備
は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）に接続される「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用
できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

19

　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生し
ないことから，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発
生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

20
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガ
ス貯留槽への放射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成す
る。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

22

　臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又は爆発が発生した場合の重大
事故等対処設備として，廃ガス貯留設備の他，安全保護回路の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び
重大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の廃ガス貯留設備の圧力計，
廃ガス貯留設備の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを使用する設
計とする。なお，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の
「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」及び「4.2.4　重大事故時供給停止回路」
に，計測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

21

　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備
の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮
器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備
の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排風機
及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダ
クト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮
空気系，給水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一
部である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並
びにプルトニウム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事
故等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した
設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧
状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出並
びに臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の
放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
計装設備
重大事故時供給停止回路
廃ガス貯留設備

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.2　安全保護回路
2.3.1.3　計測制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯
留に使用する安全保護回路について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯
留に使用する計測制御設備について説明する。

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨
界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，
当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を
貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とす
る。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨
界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，
当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を
貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とす
る。
　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は
同時又は連鎖して発生しないことから，精製建屋
に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応」の発生を仮定する機器間で兼
用できる設計とする。
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止
弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放射性物質
の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成す
る。
　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処
理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝縮器，高
性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，
排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備の
一部であるセル排気フィルタユニット，グローブ
ボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダク
ト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部で
ある一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一部
である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の
発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備
の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故
等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火
災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の
配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部
へ放射性物質を排出並びに臨界事故若しくは火災
又は爆発が発生した場合において放射性物質の放
出による影響を緩和できる設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るための設備に関する説明書 1.2　基本方針】
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
の設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。
　プルトニウム+K3濃縮缶においてＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応が発生した場合において，重
大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニ
ウム濃縮缶への供給液の供給を停止するとともに
プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とす
る。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に
より，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計
とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備
として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備及び重大事故時供給停止回路の設計
については「Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆
発に対処するための設備に関する説明書」に，廃
ガス貯留設備の設計については「2.　廃ガス貯留
設備の基本方針」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○空気圧縮機

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

○主排気筒

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

－ － －－ －

－

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事
故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
の発生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガ
ス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯
留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯
留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とす
る。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶
解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系
統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計と
する。

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

24

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

機能要求②

23

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合
に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス
貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を
自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路
を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニット
○グローブボックス・セル排風機

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際
に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋
換気設備のセル排気フィルタユニットにより除去
し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

－ － －

25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大
事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体
が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

設計方針

－

－

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質
の導出においては，重大事故が発生した機器から
放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて
大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たって
は，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導
出されることがないよう，圧力を制御する設計と
する。

－ － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○空気圧縮機

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

○主排気筒

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

設計方針24

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

機能要求②

23

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合
に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス
貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を
自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路
を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

機能要求② 設計方針

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニット
○グローブボックス・セル排風機

25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大
事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体
が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○空気圧縮機

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

○ － ○主排気筒 － － －

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事
故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
の発生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガ
ス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯
留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯
留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とす
る。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶
解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系
統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計と
する。

○ － － －

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質
の導出においては，重大事故が発生した機器から
放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて
大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たって
は，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導
出されることがないよう，圧力を制御する設計と
する。

○ － － －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際
に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋
換気設備のセル排気フィルタユニットにより除去
し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

○ －

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニット
○グローブボックス・セル排風機

－ －

<配管・ダクト>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機
<フィルタ>
・容量
・効率
・主要材質
・主要寸法又は
外形・厚さ
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央
制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁
を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動
した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯
留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射
性物質の逆流が生じない設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の
圧力に達した場合，中央制御室からの操作によ
り，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建
屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともに
せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の排風機を起動した場合であって
も，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）へ
の放射性物質の逆流が生じない設計とする。

－ － － － －

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設
備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止すること
により，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介し
て大気中へ放出できる設計とする。

－ － － － －

28

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点とし
て１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有
する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨
界事故の発生を起点として１時間にわたって，ま
た，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気
体を導出できる容量を有する設計とする。

－ － － － －

27

　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空
気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解
による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備
の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

－ － － － －29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場
合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央
制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁
を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動
した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯
留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射
性物質の逆流が生じない設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

設計方針

28

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点とし
て１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有
する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

27

　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空
気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

機能要求② 設計方針

29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場
合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の
圧力に達した場合，中央制御室からの操作によ
り，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建
屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともに
せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の排風機を起動した場合であって
も，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）へ
の放射性物質の逆流が生じない設計とする。

○ － － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設
備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止すること
により，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介し
て大気中へ放出できる設計とする。

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨
界事故の発生を起点として１時間にわたって，ま
た，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気
体を導出できる容量を有する設計とする。

○ － － －

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解
による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備
の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

○ － － －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － － －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点とし
て約３分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力
に達したことを起点として約３分以内に実施でき
る設計とする。

－ － － － －

－ － － －

32
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設
備に移送し，適切に処理できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水について
は，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理
できる設計とする。

－ － － － －

31

　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断
処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点と
して約５分以内に実施できる設計とする。

機能要求①

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮
機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設
備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧
する操作の完了を起点として約５分以内に実施で
きる設計とする。

－
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　想定される重大事故等において操作する廃ガス
貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処
理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認
が可能な設計とする。

－ － － － －33

　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空
気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁
は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点とし
て約３分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

32
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設
備に移送し，適切に処理できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

31

　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断
処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点と
して約５分以内に実施できる設計とする。

機能要求①

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

33

　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空
気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁
は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮
機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設
備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧
する操作の完了を起点として約５分以内に実施で
きる設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － －

－

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水について
は，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理
できる設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　想定される重大事故等において操作する廃ガス
貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処
理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認
が可能な設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － －

－

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力
に達したことを起点として約３分以内に実施でき
る設計とする。

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

35

　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理設備
及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁により隔離する
ことで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

36
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，系統構成として独立性を有する
設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

37

　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処す
るための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

38
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針
Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

34
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の
機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

2.3.1.1　廃ガス貯留設備
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多
重化することで，他方の機器が万一動作しない場
合であっても，流路が維持される設計とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(2)　多様性，位置的
分散等】
　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処
理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，弁により隔離することで，独立性を有する
設計とする。
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精
製建屋換気設備と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，系統構成として独立性を有する
設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外
の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

35

　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理設備
及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁により隔離する
ことで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

36
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，系統構成として独立性を有する
設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

37

　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処す
るための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

38
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

34
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の
機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －
Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(2)　多様性，位置的
分散等】
　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処
理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，弁により隔離することで，独立性を有する
設計とする。
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精
製建屋換気設備と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，系統構成として独立性を有する
設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外
の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

2.3.1.1　廃ガス貯留設備
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多
重化することで，他方の機器が万一動作しない場
合であっても，流路が維持される設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

39
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使
用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響防止） － － － － －

40
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響防止） － － － － －

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

42
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への
対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

41

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な
容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及
び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(4)　悪影響防止

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(4)　悪影響防止】
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機
能を有する施設として使用する系統構成から重大
事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散
することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

－ － － － －
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(3)　個数及び容量】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又
はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体
を貯留するために必要な容量を有する設計とする
とともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯
留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を
設置する設計とする。
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反
応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等へ
の対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

設計方針（環境条件等）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

43
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上
昇する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求② －

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力に対
して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

－ － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

39
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使
用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響防止）

40
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響防止）

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

42
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への
対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（個数及び容
量）

41

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な
容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及
び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

設計方針（個数及び容
量）

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

設計方針（環境条件等）43
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上
昇する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

○ －
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(4)　悪影響防止

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(4)　悪影響防止】
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機
能を有する施設として使用する系統構成から重大
事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散
することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

○ －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(3)　個数及び容量】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又
はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体
を貯留するために必要な容量を有する設計とする
とともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯
留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を
設置する設計とする。
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反
応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等へ
の対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

－ －

○ －

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<フィルタ>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<ファン>
・主要材料

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力に対
して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２－３

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

45
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

46
　廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

廃ガス貯留設備 設計方針（環境条件等） － － － － －

47
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

49
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と
する。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

50

　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に
よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うことによ
り定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生
した場合においても操作に支障がないように，中
央制御室で操作可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(7)　試験・検査

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(7)　試験・検査】
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，
外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と
する。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に
よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作
動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査
を実施できる設計とする。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(6)　操作性の確保】
　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から
速やかに切り替えることができるよう，系統に必
要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設
備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

－ － － － －
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(6)　操作性の確保

48

　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えること
ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り
替えられる設計とする。

機能要求①
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件等）

45
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件等）

46
　廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

廃ガス貯留設備 設計方針（環境条件等）

47
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件等）

49
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と
する。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・検査）

50

　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に
よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うことによ
り定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・検査）

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（操作性の確
保）

48

　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えること
ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り
替えられる設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(6)　操作性の確保

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(6)　操作性の確保】
　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から
速やかに切り替えることができるよう，系統に必
要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設
備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(7)　試験・検査

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(7)　試験・検査】
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，
外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と
する。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に
よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作
動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査
を実施できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生
した場合においても操作に支障がないように，中
央制御室で操作可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙２－４

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

第２章　個別項目
７　その他再処理設備の附属施設
7.1　動力装置及び非常用動力装置
7.1.2　圧縮空気設備
7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，水素掃気を
実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重
大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

10
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨界事
故」の発生を仮定する機器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建
屋内ホースで構成する。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

11

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故が発生した
場合において放射性物質の放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.2　基本設計方針

【6.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
に供給し，水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安
全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を仮定する機
器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建
屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空
気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付
け，臨界事故が発生した場合において放射性物質
の放出による影響を緩和できる設計とする。

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙２－４

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

第２章　個別項目
７　その他再処理設備の附属施設
7.1　動力装置及び非常用動力装置
7.1.2　圧縮空気設備
7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，水素掃気を
実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重
大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨界事
故」の発生を仮定する機器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建
屋内ホースで構成する。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

11

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故が発生した
場合において放射性物質の放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.2　基本設計方針

【6.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
に供給し，水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安
全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を仮定する機
器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建
屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空
気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付
け，臨界事故が発生した場合において放射性物質
の放出による影響を緩和できる設計とする。

第２回

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。
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（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙２－４

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，臨界事故時水素
掃気系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重
大事故時可溶性中性子吸収材供給回路並びに計測制御設備の可搬型貯槽掃
気圧縮空気流量計を使用する設計とする。なお，安全保護回路は「4.2　安
全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」及び
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備につ
いては「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統
設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気に使用する設備
6.3.1.2　計測制御設備

【6.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

－ － － － －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

15
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.2　基本設計方針

【6.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般
圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ
換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統
設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気に使用する設備
6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系

Ⅵ-2-3　系統図
・臨界事故時水素掃気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　臨界事故時水素掃気系の系統構成や設備仕様を
説明する。

【6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事
故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を機
器に供給し水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行できる設計とする。

－ －

14

　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処す
るための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様
性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機
器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。

－ －

－ － －

－ － －
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別紙２－４

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，臨界事故時水素
掃気系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重
大事故時可溶性中性子吸収材供給回路並びに計測制御設備の可搬型貯槽掃
気圧縮空気流量計を使用する設計とする。なお，安全保護回路は「4.2　安
全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」及び
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備につ
いては「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

15
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般
圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ
換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。

機能要求② 設計方針

14

　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処す
るための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統
設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気に使用する設備
6.3.1.2　計測制御設備

【6.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

－ －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.2　基本設計方針

【6.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統
設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気に使用する設備
6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系

Ⅵ-2-3　系統図
・臨界事故時水素掃気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　臨界事故時水素掃気系の系統構成や設備仕様を
説明する。

【6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事
故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を機
器に供給し水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行できる設計とする。

○ －

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様
性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機
器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。

臨界事故時水素掃気系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

○ －
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別紙２－４

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

16

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって臨界
事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な数量を臨界
事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋及
び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する
とともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

17
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空
気供給配管・弁が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

18

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気系の
機器圧縮空気供給配管の接続口は，共通要因によって臨界事故環境下にお
ける放射線の影響も含めて接続することができなくなることを防止するた
め，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の
上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそれぞれ互い
に異なる複数の場所に設置する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ － － － －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

22
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に12
系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

23

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対
処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に保
管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保する設計と
する。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

24
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，
重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

19
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様
性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，共通要因によって臨界事故時水素掃気系の機
器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損な
われるおそれがないように，故障時バックアップ
も含めて必要な数量を臨界事故時水素掃気系の機
器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋
及び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管するとともに，対処を行
う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計
とする。
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時
水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置さ
れる場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと
臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管の
接続口は，共通要因によって臨界事故環境下にお
ける放射線の影響も含めて接続することができな
くなることを防止するため，臨界事故発生機器か
らの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の
上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した
隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設
置する設計とする。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(4)　悪影響
防止】
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前
（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁
等の操作や接続により重大事故等対処設備として
の系統構成とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

－ － － －
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(4)　悪影響防止

－

20
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系
は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及び容
量）

21

　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有
する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度を
ドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容
量を確保できる設計とする。

機能要求②

－ －

－ － － － －
設計方針（個数及び容
量）

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(3)　個数及
び容量】
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空
気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した
機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給で
きる設計とする。
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮
空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界
事故が発生した機器の気相部における水素濃度を
ドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要
な流量に対し，十分な容量を確保できる設計とす
る。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，精製建
屋に４系列を設置する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を
複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に
保管するホースについては予備を含めた個数を必
要数として確保する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生
を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必
要な設備を１セット確保する設計とする。
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別紙２－４

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって臨界
事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な数量を臨界
事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋及
び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する
とともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

17
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空
気供給配管・弁が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

18

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気系の
機器圧縮空気供給配管の接続口は，共通要因によって臨界事故環境下にお
ける放射線の影響も含めて接続することができなくなることを防止するた
め，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の
上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそれぞれ互い
に異なる複数の場所に設置する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

22
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に12
系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

23

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対
処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に保
管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保する設計と
する。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

24
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，
重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

19
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（悪影響防止）

20
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系
は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及び容
量）

21

　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有
する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度を
ドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容
量を確保できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様
性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，共通要因によって臨界事故時水素掃気系の機
器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損な
われるおそれがないように，故障時バックアップ
も含めて必要な数量を臨界事故時水素掃気系の機
器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋
及び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管するとともに，対処を行
う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計
とする。
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時
水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置さ
れる場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと
臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管の
接続口は，共通要因によって臨界事故環境下にお
ける放射線の影響も含めて接続することができな
くなることを防止するため，臨界事故発生機器か
らの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の
上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した
隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設
置する設計とする。

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(4)　悪影響防止

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(4)　悪影響
防止】
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前
（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁
等の操作や接続により重大事故等対処設備として
の系統構成とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

○ － 臨界事故時水素掃気系

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(3)　個数及
び容量】
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空
気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した
機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給で
きる設計とする。
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮
空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界
事故が発生した機器の気相部における水素濃度を
ドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要
な流量に対し，十分な容量を確保できる設計とす
る。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，精製建
屋に４系列を設置する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を
複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に
保管するホースについては予備を含めた個数を必
要数として確保する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生
を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必
要な設備を１セット確保する設計とする。

○ － － －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機

○ － － －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２－４

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

25
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

26
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する
設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

27
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とする
ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件等） － － － － －

28
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される重大
事故等が発生した場合において線量率の高くなるおそれの少ない場所を選
定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

29
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

30
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護
する設計とする。

機能要求②
運用要求

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

設計方針（環境条件等） － － － － －

31

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の影響
を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場
所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

32

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に対し
て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影
響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

33

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事故等
が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該設備の設置
場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等） － － － － －

34
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統一す
ることにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

－ － － － －

35

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切り替
えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現場におい
てそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能を有する施設
の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とす
る。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

－ － － － －

36

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確実に
接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，ホース
は口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計
とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(5)　環境条件等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(5)　環境条
件等】
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋
及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢
水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受
けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対
して，適切な材質とすることにより，漏えいした
放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，想定される重大事故等が発生した場合
において線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することにより，当該設備の設置場所で操作
可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影
響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋
及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受けない
場所に保管することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性
物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の
影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管
することにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を
選定し，当該設備の設置場所で操作可能な設計と
する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(6)　操作性の確保

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(6)　操作性
の確保】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，コネクタ接続に統一することにより，速やか
に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，速やかに切り替えることができるよ
う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現場に
おいてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作に
より，安全機能を有する施設の系統から重大事故
等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計
とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数
の系統が相互に使用することができるよう，ホー
スは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた
コネクタ接続を用いる設計とする。
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別紙２－４

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

25
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等）

26
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する
設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等）

27
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とする
ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件等）

28
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される重大
事故等が発生した場合において線量率の高くなるおそれの少ない場所を選
定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等）

29
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等）

30
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護
する設計とする。

機能要求②
運用要求

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

設計方針（環境条件等）

31

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の影響
を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場
所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等）

32

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に対し
て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影
響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等）

33

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事故等
が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該設備の設置
場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件等）

34
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統一す
ることにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

35

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切り替
えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現場におい
てそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能を有する施設
の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とす
る。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

36

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確実に
接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，ホース
は口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計
とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ －

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(6)　操作性の確保

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(6)　操作性
の確保】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，コネクタ接続に統一することにより，速やか
に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，速やかに切り替えることができるよ
う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現場に
おいてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作に
より，安全機能を有する施設の系統から重大事故
等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計
とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数
の系統が相互に使用することができるよう，ホー
スは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた
コネクタ接続を用いる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(5)　環境条件等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(5)　環境条
件等】
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋
及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢
水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受
けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対
して，適切な材質とすることにより，漏えいした
放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，想定される重大事故等が発生した場合
において線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することにより，当該設備の設置場所で操作
可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影
響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋
及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受けない
場所に保管することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性
物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の
影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管
することにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を
選定し，当該設備の設置場所で操作可能な設計と
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙２－４

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

37
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器圧縮
空気供給配管・弁は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

38
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，重大
事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認
が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・検査） － － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(7)　試験・検査

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(7)　試験・
検査】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全
圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が
可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，通常時において，重大事故等に対処するため
に必要な機能を確認するため，外観点検，員数確
認が可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙２－４

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

37
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器圧縮
空気供給配管・弁は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・検査）

38
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，重大
事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認
が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・検査）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(7)　試験・検査

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(7)　試験・
検査】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全
圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が
可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，通常時において，重大事故等に対処するため
に必要な機能を確認するため，外観点検，員数確
認が可能な設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

4
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

5
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等
対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

6
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，
可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃
度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素
掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1
溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個
別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計について
は，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2
章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

9

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な
重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

10
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主
配管等で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

※補足すべき事項の対象なし

11
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧縮空気系及び溶解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備とし
て位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

※補足すべき事項の対象なし

21 　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

基本方針

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

機能要求①
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

3

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流
路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できる
ようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事
故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中
性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含
む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備
を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系によ
る水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施するこ
とにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章
個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項
目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計につい
ては，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系
の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

1.2　基本方針

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

基本方針

展開先（小項目）

【2.2　基本設計方針】
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移
行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使
用する主要弁及び主配管等で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧縮空気系及び溶解設備の溶解槽を常設重大
事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
 関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

2.2　基本設計方針

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
2.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系の基本
方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

13
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判
定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を
内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

15
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した
機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨
界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

16
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

17
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供
給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁
を開とする設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

18
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならな
いよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸
収材緊急供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用す
る設計とする。なお，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，計測制御
設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するため
の設備に関する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系の基本方針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系及び関連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
2.3.1.2　安全保護回路
2.3.1.3　計測制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
　臨界事故への対処に使用する安全保護回路について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

13
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判
定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を
内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

15
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した
機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨
界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器において
臨界事故の発生を判定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる
設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶
性中性子吸収材を内包できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器により，
臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路
上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分
以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，
可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶
性中性子吸収材が供給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生
した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品
の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏
えいを防止できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

-
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成や設備仕様を説明する。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系の基本方針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系及び関連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

16
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

17
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供
給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁
を開とする設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

18
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならな
いよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

23
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で
構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

24
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要
となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置
する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

19
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と
同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異なる設備とすることで，独立性を有する設計とす
る。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

※補足すべき事項の対象なし

20
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品
漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計
とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

※補足すべき事項の対象なし

23
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で
構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

24
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要
となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置
する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

26 　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 機能要求②
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

27
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保
する設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

28
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

29
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

30
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性
の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作
可能な設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

32
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるこ
とができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統
に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（操作性
の確保）

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通常時に使用する系統から速
やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能を有する施
設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

設計方針（多様
性，位置的分散

等）

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
(3)　個数及び容量

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽
１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に
移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包でき
る設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約
150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作
動する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な
設備を１セット確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

-
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成や設備仕様を説明する。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理
建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響
を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射
性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備である可溶性中性子
吸収材緊急供給系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異なる設備と
することで，独立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等
に対処するための機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確
認，分解点検等が可能な設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

34
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を
行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

13
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判
定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を
内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

15
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した
機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨
界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

16
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

17
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供
給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁
を開とする設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

18
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならな
いよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

24
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要
となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置
する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

13
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判
定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を
内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

15
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した
機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨
界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-4　配置図 ・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
【Ⅵ-2-4　配置図】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の配置図を示す。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

Ⅵ-2-3　系統図 ・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
【Ⅵ-2-3　系統図】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統図を示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

13
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判
定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を
内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

15
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した
機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨
界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主配管等（設
計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽
・溶解槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

18
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならな
いよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

24
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要
となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置
する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材
緊急供給槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-5　構造図 ・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
【Ⅵ-2-5　構造図】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽の構造図を示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙３－１②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書

2. 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方針
臨界事故に対処するための設備の代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する。

2. 1 概要 臨界事故に対処するための設備の代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する。

2. 2 基本設計方針 臨界事故に対処するための設備の代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する。

2. 3 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関連設備の系統設計方針

2. 3. 1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備

2. 3. 1. 1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 臨界事故に対処するための設備の代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する。

2. 3. 1. 2 計測制御設備 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。

Ⅵ -1 説明書

-1 各施設に共通の説明書

-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設定根拠について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する

-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書

-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

8. 系統施設毎の設計上の考慮

8. 2 再処理施設本体

8. 2. 1. 溶解設備

8. 2. 1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

8. 2. 1. (2) 多様性，位置的分散等
【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。

8. 2. 1. (3) 個数及び容量
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

8. 2. 1. (4) 悪影響防止
【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

8. 2. 1. (5) 環境条件等
【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。

8. 2. 1. (6) 操作性の確保
【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。

8. 2. 1. (7) 試験・検査
【重大事故等対処設備の試験・検査】
重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。

-2

-3 系統図

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統図を示す。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する

-4 配置図

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の配置図を示す。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する

-5 構造図

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の構造図を示す。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系について説明する

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

35

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

36

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

38
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

39
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等
対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

40
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

41

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，
可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃
度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素
掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

42

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1
溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個
別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計について
は，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2
章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

43

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

44
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及
び主配管等で構成する。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

45
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事
故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

46

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性
中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使
用する設計とする。なお，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計
測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の基本方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系及び関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
3.3.1.2　計測制御設備

【3.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

54 　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 3.2　基本設計方針
【3.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

展開先（小項目）

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

37
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求① 基本方針

1.2　基本方針

【1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流
路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できる
ようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事
故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中
性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含
む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備
を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系によ
る水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施するこ
とにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章
個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項
目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計につい
ては，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系
の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給
で使用する主要弁及び主配管等で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事故」の発生を仮定す
る機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
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48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

50
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

51
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が
供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフによ
り弁を開とする設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

52
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とな
らないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

47
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の基本方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系及び関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器にお
いて臨界事故の発生を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要
な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器によ
り，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに
経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，
10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，
可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可
溶性中性子吸収材が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が
発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学
薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作によ
る漏えいを防止できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし
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48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

50
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

51
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が
供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフによ
り弁を開とする設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

52
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とな
らないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

56
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器
１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

※補足すべき事項の対象なし

57
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために
必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を
設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

※補足すべき事項の対象なし

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

※補足すべき事項の対象なし

59
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす
る。

機能要求②
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁

※補足すべき事項の対象なし

60
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確
保する設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

※補足すべき事項の対象なし

47
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

設計方針（個数及
び容量）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

－

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書
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53
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対
応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物
に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

55
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態
から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針（悪影響
防止）

2.　重大事故等対処設備
2.4  悪影響防止
2.4.1　基本方針

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発生前（通常
時）の分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

56
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器
１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

57
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために
必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を
設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

59
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす
る。

機能要求②
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

60
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確
保する設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

61
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食
性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操
作可能な設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

63
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替える
ことができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系
統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針（操作性
の確保）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用する系統から
速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能を有する
施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

64
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能
確認，分解点検等が可能な設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

65
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験
等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないよう
に，中央制御室で操作可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(3)　個数及び容量

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の
発生を仮定する機器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨
界に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包
できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容量】
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約
150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に
作動する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要
な設備を１セット確保する設計とする。

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(3)　個数及び容量

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(5)　環境条件等

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

設計方針

設計方針

48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

設計方針

設計方針

50
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

51
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が
供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフによ
り弁を開とする設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

52
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とな
らないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

57
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために
必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を
設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

【Ⅵ-2-3　系統図】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統図を示す。

Ⅵ-2-3
系統図

・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-3　系統図】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統図を示す。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

47
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

Ⅵ-2-3　系統図
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-4　配置図

設計方針

設計方針47
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

49

47
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-4　配置図】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の配置図を示す。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-5　構造図】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の配置図を示す。

※補足すべき事項の対象なし

設計方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

52
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とな
らないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

57
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために
必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を
設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(エンドピー
ス酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽(ハル洗浄槽
用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-5　構造図】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の配置図を示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙３－１②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書

3. 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本方針 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 1 概要 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 2 基本設計方針 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び関連設備の系統設計方針

3. 3. 1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備

3. 3. 1. 1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 3. 1. 2 計測制御設備 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。

Ⅵ -1 説明書

-1 各施設に共通の説明書

-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設定根拠について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する

-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書

-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

8. 系統施設毎の設計上の考慮

8. 2 再処理施設本体

8. 2. 1. 溶解設備

8. 2. 1.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

8. 2. 1.2 (2) 多様性，位置的分散等
【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。

8. 2. 1.2 (3) 個数及び容量
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

8. 2. 1.2 (4) 悪影響防止
【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

8. 2. 1.2 (5) 環境条件等
【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。

8. 2. 1.2 (6) 操作性の確保
【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。

8. 2. 1.2 (7) 試験・検査
【重大事故等対処設備の試験・検査】
重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。

-2 再処理施設に関する図面

-3 系統図

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（溶解設備） 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する

-4 配置図

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（溶解設備） 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する

-5 構造図

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（溶解設備） 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

66

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

67

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

70
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等
対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

71
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

72

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，
可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃
度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素
掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

73

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1
溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個
別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計について
は，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2
章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

42

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1
溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個
別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計について
は，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2
章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

74

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備
2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及
び主配管等で構成する。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

76
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

77

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性
中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使
用する設計とする。なお，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計
測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の基本方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系及び関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
3.3.1.2　計測制御設備

【3.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

85 　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 3.2　基本設計方針
【3.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

展開先（小項目）

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

1.2　基本方針

【1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流
路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できる
ようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事
故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中
性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含
む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備
を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系によ
る水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施するこ
とにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章
個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項
目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計につい
ては，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系
の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

68
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給
で使用する主要弁及び主配管等で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系並びに「臨界
事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる
設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

81
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

82
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が
供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフによ
り弁を開とする設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

83
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とな
らないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器にお
いて臨界事故の発生を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要
な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器によ
り，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに
経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，
10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，
可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可
溶性中性子吸収材が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が
発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学
薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作によ
る漏えいを防止できる設計とする。

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

78
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の基本方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系及び関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系

※補足すべき事項の対象なし

78
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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81
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

82
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が
供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフによ
り弁を開とする設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

83
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とな
らないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

87
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器
１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

※補足すべき事項の対象なし

88
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために
必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設
置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

※補足すべき事項の対象なし

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

※補足すべき事項の対象なし

90
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす
る。

機能要求②
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁

※補足すべき事項の対象なし

91
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確
保する設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

※補足すべき事項の対象なし

84
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬
品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設
計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為
事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故
等に対処するための機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

86
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態
から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（悪影響
防止）

2.　重大事故等対処設備
2.4  悪影響防止
2.4.1　基本方針

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発生前（通常
時）の分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

87
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器
１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

88
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために
必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設
置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

設計方針（個数及
び容量）

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(3)　個数及び容量

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の
発生を仮定する機器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨
界に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包
できる設計とし，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
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89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

90
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす
る。

機能要求②
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

91
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確
保する設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

92
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる精製建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

93
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ
の設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求①
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

94
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食
性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

95
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操
作可能な設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

96
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替える
ことができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系
統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（操作性
の確保）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用する系統から
速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能を有する
施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

97
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能
確認，分解点検等が可能な設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

98
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験
等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

78
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる精製
建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影
響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないよう
に，中央制御室で操作可能な設計とする。

設計方針

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-3　系統図】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統図を示す。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(3)　個数及び容量

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容量】
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約
150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に
作動する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要
な設備を１セット確保する設計とする。

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.7　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

81
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材
の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

82
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が
供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフによ
り弁を開とする設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.5-6表
(1)、第4.5-8図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

83
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とな
らないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

88
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために
必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設
置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-3　系統図】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統図を示す。

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

78
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

Ⅵ-2-4　配置図

78
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生
を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-5　構造図】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の配置図を示す。

※補足すべき事項の対象なし

・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-4　配置図】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の配置図を示す。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

83
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とな
らないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

88
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために
必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設
置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生
した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動
で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第５一時貯
留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽（第７一時貯
留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

設計方針

【Ⅵ-2-5　構造図】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の配置図を示す。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙３－１②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書

3. 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本方針 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 1 概要 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 2 基本設計方針 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び関連設備の系統設計方針 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 3. 1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 3. 1. 1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する。

3. 3. 1. 2 計測制御設備 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。

Ⅵ -1 説明書

-1 各施設に共通の説明書

-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設定根拠について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する

-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書

-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

8. 系統施設毎の設計上の考慮

8. 2 再処理施設本体

8. 2. 7 精製建屋一時貯留処理設備

8. 2. 7.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

8. 2. 7.1 (2) 多様性，位置的分散等
【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。

8. 2. 7.1 (3) 個数及び容量
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

8. 2. 7.1 (4) 悪影響防止
【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

8. 2. 7.1 (5) 環境条件等
【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。

8. 2. 7.1 (6) 操作性の確保
【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。

8. 2. 7.1 (7) 試験・検査
【重大事故等対処設備の試験・検査】
重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。

-2 再処理施設に関する図面

-3 系統図

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建屋一時貯留処理設備） － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する

-4 配置図

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建屋一時貯留処理設備） － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する

-5 構造図

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建屋一時貯留処理設備） － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系について説明する

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

4
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

5
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等
対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

6
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，
可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃
度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素
掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1
溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個
別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計について
は，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2
章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

9

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に
移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

10
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

11

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構
成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

29 　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

12
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計
測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

13 　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台数を設ける設計とする。 設置要求

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

14 　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。 機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

展開先（小項目）

1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流
路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できる
ようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事
故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中
性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含
む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備
を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系によ
る水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施するこ
とにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については「2.代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については「3.重大事故
時可溶性中性子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については「5.重大事故時可溶性
中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨
界事故時水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素掃気系」に示す。

4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路の基本方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路及び関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分
裂に伴う放射線を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台数を設ける設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられているガンマ
線用検出器とする。

※補足すべき事項の対象なし

【4.2　基本設計方針】
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設
の溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける
設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重
大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機
を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路の基本方針
4.2　基本設計方針

3
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

基本方針

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

15 　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。 機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

16
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設
計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

17
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」
論理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

〇代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路

※補足すべき事項の対象なし

〇代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断
処理・溶解廃ガス処理設備
の隔離弁
○空気圧縮機

※補足すべき事項の対象なし

19
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発すること
がない設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

20
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限
り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とする。

設置要求

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

21 　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ
／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

22
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮
するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求②
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

23
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して
入力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

24
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること
又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

25
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未
臨界を維持できる設計とする。

機能要求②
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

26 　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。 設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の核
燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

33 　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。 設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

34
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確
保する設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

27
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回
路及びせん断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる
設備とすることで，独立性を有する設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

※補足すべき事項の対象なし

28
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対
応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

※補足すべき事項の対象なし

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説明する。

4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路の基本方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路及び関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

18
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すと
ともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動
信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することができる設計とする。

機能要求②

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備である可溶性中性
子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊
急供給回路及びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物
に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

32
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対し
て起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設
計とする。

機能要求②
設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

設計方針（個数及
び容量）

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故
の発生を判定する設計とする。
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報
の「２ out of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故が
発生したと判定する設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事
故への対処を促すとともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信
号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信
号を発することができる設計とする。
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源が遮断され，
誤警報を発することがない設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生
する機器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×
1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる設計と
する。
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆ
ｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体
的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出
器の信号を分配して入力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を喪失しな
い設計とする。
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御室に故
障警報を発すること又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を
停止することで，未臨界を維持できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の核
燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

32
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対し
て起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設
計とする。

機能要求②
設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

33 　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。 設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

34
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確
保する設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

30
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（悪影響
防止）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
(4)　悪影響防止

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

35
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物
質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

36
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操
作可能な設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

37
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，
臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（操作性
の確保）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを押下することで
作動する設計とし，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

38
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能
確認等が可能な設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（試験・
検査）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
(7)　試験・検査

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検，性能確認等が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

12
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計
測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

14 　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。 機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

15 　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。 機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

20
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限
り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とする。

設置要求

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

21 　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ
／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

16
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設
計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

17
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」
論理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

〇代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路

〇代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断
処理・溶解廃ガス処理設備
の隔離弁
○空気圧縮機

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
(5)　環境条件等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置することにより，
漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないよう
に，中央制御室で操作可能な設計とする。

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
(3)　個数及び容量

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり１系列で構成し，
未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃
ガス貯留設備に対して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出
器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要
な設備を１セット確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

18
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すと
ともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動
信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することができる設計とする。

機能要求② 設計方針

3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全
保護回路に関する設計

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

※補足すべき事項の対象なし

3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構
成

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明する。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

22
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮
するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求②
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

23
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して
入力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とする。

設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

24
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること
又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

25
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未
臨界を維持できる設計とする。

機能要求②
○代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

26 　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。 設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

32
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対し
て起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設
計とする。

機能要求②
設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全
保護回路に関する設計

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙３－２②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書

4. 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本方針 臨界事故に対処するための設備の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。

4. 1 概要 臨界事故に対処するための設備の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。

4. 2 基本設計方針 臨界事故に対処するための設備の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。

4. 3 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び関連設備の系統設計方針

4. 3. 1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備

4. 3. 1. 1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 臨界事故に対処するための設備の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。

4. 3. 1. 2 計測制御設備 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。

Ⅵ -1 説明書

-1 各施設に共通の説明書

-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設定根拠について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する

-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書

-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

8. 系統施設毎の設計上の考慮

8. 3 計測制御系統施設

8. 3. 2 安全保護回路

8. 2. 2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

8. 2. 2.1 (2) 多様性，位置的分散等
【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。

8. 2. 2.1 (3) 個数及び容量
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

8. 2. 2.1 (4) 悪影響防止
【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

8. 2. 2.1 (5) 環境条件等
【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。

8. 2. 2.1 (6) 操作性の確保
【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。

8. 2. 2.1 (7) 試験・検査
【重大事故等対処設備の試験・検査】
重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。

-4 計測制御系統施設に関する説明書

-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3. 計測装置の構成

3. 1 計測装置の構成

3. 1. 2 第47条に関わる計測装置の構成 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路で用いる計装設備について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路で用いる計装設備について説明する。

3. 3 安全保護回路

3. 3. 1 第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路について説明する。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

39

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

40

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

42
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

43
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等
対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

44
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

45

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，
可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃
度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素
掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

46

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1
溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個
別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計について
は，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2
章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

47

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計
とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等
対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

48

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及
び主要弁で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

64
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の
「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

66 　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

展開先（小項目）

1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流
路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できる
ようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事
故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中
性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含
む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備
を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系によ
る水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施するこ
とにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については「2.代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については「3.重大事故
時可溶性中性子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については「5.重大事故時可溶性
中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨
界事故時水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素掃気系」に示す。

41
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路の基本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可
溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため
に必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断
機を停止する回路及び主要弁で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施
設又は精製施設の「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

49
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を
計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

50 　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり十分な台数を設ける設計とする。 設置要求

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

51 　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。 機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

52 　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。 機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

53
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設
計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

54
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」
論理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

〇重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断
処理・溶解廃ガス処理設備
の隔離弁
○空気圧縮機

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備の精製建
屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の隔離弁
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム
系））
○空気圧縮機

56
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発すること
がない設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

57
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限
り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とする。

設置要求

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

58
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎ
ｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

59
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／
ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を
考慮するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求②
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

60
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して
入力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

61
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること
又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す
ることで，未臨界を維持できる設計とする。

機能要求②
〇重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

63 　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。 設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

55

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すと
ともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起
動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号
を発することができる設計とする。

機能要求② 設計方針

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核
分裂に伴う放射線を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり十分な台数を設ける設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられているガンマ
線用検出器とする。
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故
の発生を判定する設計とする。
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報
の「２ out of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故が
発生したと判定する設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事
故への対処を促すとともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開
信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留
設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽
類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源が遮断され，
誤警報を発することがない設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生
する機器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×
1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる設計と
する。
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆ
ｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体
的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出
器の信号を分配して入力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を喪失しな
い設計とする。
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御室に故
障警報を発すること又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又は液体状の核燃料
物質の移送を停止することで，未臨界を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路の基本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路及び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供
給に使用する設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

※補足すべき事項の対象なし

183



基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

50 　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり十分な台数を設ける設計とする。 設置要求

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

68
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状
又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

69
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に
対して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す
る設計とする。

機能要求②
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

70
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する設
計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

71
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット
確保する設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

65
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対
応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

68
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状
又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

※補足すべき事項の対象なし

69
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に
対して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す
る設計とする。

機能要求②
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路

※補足すべき事項の対象なし

70
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する設
計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

※補足すべき事項の対象なし

71
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット
確保する設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

※補足すべき事項の対象なし

67
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針（悪影響
防止）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
(4)　悪影響防止

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

72
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性
物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

※補足すべき事項の対象なし

73
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で
操作可能な設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

※補足すべき事項の対象なし

74
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計と
し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針（操作性
の確保）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを押下すること
で作動する設計とし，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性
能確認等が可能な設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針（試験・
検査）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
(7)　試験・検査

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認する
ため，外観点検，性能確認等が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

49
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を
計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

51 　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。 機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

52 　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。 機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
(5)　環境条件等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置することによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないよ
うに，中央制御室で操作可能な設計とする。

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器当たり１系列で構成
し，速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及
び廃ガス貯留設備に対して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線
検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に
２系列を設置する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必
要な設備を１セット確保する設計とする。

設計方針（環境条
件等）

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構
成

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

設計方針（個数及
び容量）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
(3)　個数及び容量
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別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

57
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限
り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とする。

設置要求

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

58
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎ
ｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

53
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設
計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

54
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」
論理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

〇重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備のせん断
処理・溶解廃ガス処理設備
の隔離弁
○空気圧縮機

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○廃ガス貯留設備の精製建
屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の隔離弁
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム
系））
○空気圧縮機

※補足すべき事項の対象なし

59
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／
ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を
考慮するとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求②
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

60
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して
入力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とする。

設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

61
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること
又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す
ることで，未臨界を維持できる設計とする。

機能要求②
〇重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

63 　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。 設置要求

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明する。

3.　計測装置の構成
3.1 計測装置の構成
3.1.2　第47条に関わる計測装置の構
成

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明する。

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

55

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すと
ともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起
動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号
を発することができる設計とする。

機能要求② 設計方針

3.　計測装置の構成
3.3　安全保護回路
3.3.1　第38条，第41条に関わる安全
保護回路に関する設計
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書

5. 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基本方針 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。

5. 1 概要 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。

5. 2 基本設計方針 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。

5. 3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び関連設備の系統設計方針

5. 3. 1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備

5. 3. 1. 1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 臨界事故に対処するための設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。

5. 3. 1. 2 計測制御設備 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための関連設備の計測制御設備について説明する。

Ⅵ -1 説明書

-1 各施設に共通の説明書

-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設定根拠について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する

-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書

-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

8. 系統施設毎の設計上の考慮

8. 3 計測制御系統施設

8. 3. 2 安全保護回路

8. 2. 2.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

8. 2. 2.2 (2) 多様性，位置的分散等
【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。

8. 2. 2.2 (3) 個数及び容量
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

8. 2. 2.2 (4) 悪影響防止
【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

8. 2. 2.2 (5) 環境条件等
【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。

8. 2. 2.2 (6) 操作性の確保
【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。

8. 2. 2.2 (7) 試験・検査
【重大事故等対処設備の試験・検査】
重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。

-4 計測制御系統施設に関する説明書

-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3. 計測装置の構成

3. 1 計測装置の構成

3. 1. 2 第47条に関わる計測装置の構成 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路で用いる計装設備について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路で用いる計装設備について説明する。

3. 3 安全保護回路

3. 3. 1 第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路について説明する。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

4
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

5
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等
対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

6
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，
可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃
度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素
掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1
溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個
別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計について
は，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2
章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

9

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設
のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

10

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の
発生を仮定する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射
性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

3
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

基本方針

展開先（小項目）

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するため
の設備に関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流
路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できる
ようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事
故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中
性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含
む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備
を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系によ
る水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施するこ
とにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び臨界事故時水素掃
気系の設計については「Ⅰ－２　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設備の設計
については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書」に示す。

Ⅲ-3　有機溶媒
等による火災又
は爆発に対処す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本設計方
針

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発
に対処するための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書 1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至ることを防止するため
の機能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故等の拡大を防
止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機能を有する施設のうち，「有機溶媒等によ
る火災又は爆発」の発生を仮定する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態を維持する
とともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加
圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による
影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

11
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び
廃ガス貯留設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃
縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表
(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表
（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

12
　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停
止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

13
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自
動及び手動で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

14 　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

15
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射
性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

16

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章
個別項目の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の
設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停止回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○空気圧縮機

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム
系））
○空気圧縮機

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニッ
ト
○グローブボックス・セル
排風機

※補足すべき事項の対象なし

○主排気筒 ※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕様を説明する。

23

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大
事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導
出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計と
する。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔
離弁を自動閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

機能要求② 設計方針

24
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス
ポットからセルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大
気中へ放出できる設計とする。

機能要求② 設計方針

Ⅲ-3　有機溶媒
等による火災又
は爆発に対処す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本設計方
針

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発
に対処するための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書 1.2　基本方針】
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故
時供給停止回路及び廃ガス貯留設備で構成する。
　プルトニウム+K3濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，重大事故時供給停止
回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止
するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶へ
の供給液の供給を自動及び手動で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留
し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事故で発生した放射
性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備を設ける設
計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備及び
重大事故時供給停止回路の設計については「Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説
明書」に，廃ガス貯留設備の設計については「2.　廃ガス貯留設備の基本方針」に示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム
系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（せん断処理・溶
解廃ガス処理設備）

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム
系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

28
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
の発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ※補足すべき事項の対象なし

29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度が
ドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ※補足すべき事項の対象なし

30
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する
操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点として約３分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕様を説明する。

25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処
理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるより
も早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断す
ることで導出することとし，具体的には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御す
る設計とする。

機能要求② 設計方針

27
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計
とする。

機能要求② 設計方針

26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又
は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設
備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に
逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とする。

機能要求② 設計方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

31
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点として約５分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

33
　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

34
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計
とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

42
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重大
事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

35
　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁により隔離することで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

※補足すべき事項の対象なし

36
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，系統構成として独立
性を有する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

※補足すべき事項の対象なし

37
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内
部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

42
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重大
事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

39
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とす
ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響
防止）

※補足すべき事項の対象なし

40 　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響
防止）

※補足すべき事項の対象なし

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

設計方針（個数及
び容量）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(2)　多様性，位置的分散等】
　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁により隔離することで，独
立性を有する設計とする。
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
系統構成として独立性を有する設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品
漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機
能を損なわない設計とする。

41

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の
錯体の急激な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な容量を有する設計とするとともに，動的機器である
廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する設計と
する。

機能要求①
機能要求②
設置要求

設計方針（個数及
び容量）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(3)　個数及び容量

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(3)　個数及び容量】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，臨界
事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な容量を有す
る設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設
備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－

41

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の
錯体の急激な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な容量を有する設計とするとともに，動的機器である
廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する設計と
する。

機能要求①
機能要求②
設置要求

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(4)　悪影響防止】
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(4)　悪影響防止

191



基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

43
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管
等
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

44
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

45
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び
被液防護する設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

46
　廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機
溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

廃ガス貯留設備
設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

47 　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。 機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

48
　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操
作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（操作性
の確保）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(6)　操作性の確保

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(6)　操作性の確保】
　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける
設計とし，弁等の操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

49
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可
能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

50
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路か
らの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

17

第２章　個別項目
５　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　気体廃棄物の廃棄施設
5.1.7　廃ガス貯留設備
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器
においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性
物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

18
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないことから，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処理・
溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）に接続される「臨界事故」の発生を仮
定する機器間で兼用できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

19
　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生しないことから，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，
「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

20
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

21

　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管
等，精製建屋換気設備の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備の一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部であ
る一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一部である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並びにプルトニウム
精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した設備に
接続する換気系統の配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排
出並びに臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

38 　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(7)　試験・検査

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力に対して，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に
設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置，被水防護及び被液防護する設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置，被水防護及び被液防護する設計とする。
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可
能な設計とする。

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の
発生を仮定する機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性
中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の
発生を仮定する機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性
中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。
　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生しないことから，精製建屋に設置する廃ガス
貯留設備の一部は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する
機器間で兼用できる設計とする。
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放射性物質の導出で使用する
主要弁及び主配管等で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィル
タ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮器，高性能
粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブ
ボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダクト，主排気筒，圧
縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処
理設備の一部である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備の一
部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した
設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出並びに臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による
影響を緩和できる設計とする。
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(7)　試験・検査】
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確
認，分解点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事
故時供給停止回路からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより定期的に
試験及び検査を実施できる設計とする。

192



基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○空気圧縮機

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム
系））
○空気圧縮機

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニッ
ト
○グローブボックス・セル
排風機

※補足すべき事項の対象なし

○主排気筒 ※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム
系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

※補足すべき事項の対象なし

24
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス
ポットからセルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大
気中へ放出できる設計とする。

機能要求②

25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処
理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるより
も早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断す
ることで導出することとし，具体的には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御す
る設計とする。

機能要求②

26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又
は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設
備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に
逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とする。

機能要求②

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の
系統設計方針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性
物質の貯留に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

設計方針

設計方針

設計方針

設計方針

23

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大
事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導
出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計と
する。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔
離弁を自動閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

機能要求②

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定し
た場合若しくは重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，廃ガス貯
留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設
備の空気圧縮機を自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自
動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するた
め，当該系統上の隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系）の廃ガスポットからセルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニッ
トにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大事故が発生した機器から放射性物質を含む
気体が，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的には約１分以内で導出
できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出されることがない
よう，圧力を制御する設計とする。
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央制御室からの操作により，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を開放する
とともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽
からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
への放射性物質の逆流が生じない設計とする。

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（せん断処理・溶
解廃ガス処理設備）

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム
系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

28
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
の発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ※補足すべき事項の対象なし

29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度が
ドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ※補足すべき事項の対象なし

30
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する
操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点として約３分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

31
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点として約５分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

32 　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理できる設計とする。 機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

33
　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

34
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計
とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

22

　臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又は爆発が発生した場合の重大事故等対処設備として，廃ガス貯留設備の他，安全保護回路の
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び重大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の廃ガ
ス貯留設備の圧力計，廃ガス貯留設備の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを使用する設計とする。なお，安全保護回路について
は「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」及び
「4.2.4　重大事故時供給停止回路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の
系統設計方針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性
物質の貯留に使用する設備
2.3.1.2　安全保護回路
2.3.1.3　計測制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯留に使用する安全保護回路について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯留に使用する計測制御設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

27
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計
とする。

機能要求②

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の
系統設計方針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性
物質の貯留に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

設計方針

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止することにより，排気をせ
ん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主
排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応の発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有する設計と
する。
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の
気相部の水素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）か
らの流路に復旧する操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点として約３分以
内に実施できる設計とする。
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点として約５分
以内に実施できる設計とする。
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理できる設計とす
る。
　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処
理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，その作
動状態の確認が可能な設計とする。
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の機器が万一動作しない場合であっても，流
路が維持される設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニッ
ト
○グローブボックス・セル
排風機

※補足すべき事項の対象なし

○主排気筒 ※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム
系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の逆止弁

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○排風機（せん断処理・溶
解廃ガス処理設備）

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管
等（設計基準設備と兼用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム
系））
○廃ガス貯留設備の隔離弁

※補足すべき事項の対象なし

28
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
の発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-3　系統図 ・廃ガス貯留設備
【Ⅵ-2-3　系統図】
廃ガス貯留設備の系統図を示す。

機能要求② 設計方針

27
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計
とする。

機能要求② 設計方針

24
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス
ポットからセルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大
気中へ放出できる設計とする。

機能要求② 設計方針

25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処
理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるより
も早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断す
ることで導出することとし，具体的には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御す
る設計とする。

機能要求② 設計方針

26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又
は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設
備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に
逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度が
ドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ※補足すべき事項の対象なし

30
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する
操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点として約３分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

31
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点として約５分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

32 　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理できる設計とする。 機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

33
　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

34
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計
とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）

設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

28
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
の発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ※補足すべき事項の対象なし

29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度が
ドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-5　構造図 ・廃ガス貯留設備
【Ⅵ-2-3　構造図】
廃ガス貯留槽の構造図を示す。

Ⅵ-2-3　系統図 ・廃ガス貯留設備
【Ⅵ-2-3　系統図】
廃ガス貯留設備の系統図を示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙３－３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書

1. 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書

1. 1 概要 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する概要を示す。

1. 2 基本設計方針 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する基本設計方針を示す。

1. 3 臨界事故発生時の環境条件等について 臨界事故発生時の環境条件等を示す。

Ⅲ 火災及び爆発の防止の防止に関する説明書

-3 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書

1. 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書

1. 1 概要 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する概要を示す。

1. 2 基本設計方針 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する基本設計方針を示す。

1. 3 臨界事故発生時の環境条件等について 有機溶媒等による火災又は爆発発生時の環境条件等を示す。

Ⅵ -1 説明書

-1 各施設に共通の説明書

-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 廃ガス貯留設備の設定根拠について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 廃ガス貯留設備について説明する。

-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書

-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

8. 系統施設毎の設計上の考慮

8. 4 放射性廃棄物の廃棄施設

8. 4 2 廃ガス貯留設備

8. 4 2 (2) 多様性，位置的分散等
【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。

8. 4 2 (3) 個数及び容量
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

8. 4 2 (4) 悪影響防止
【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

8. 4 2 (5) 環境条件等
【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。

8. 4 2 (6) 操作性の確保
【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。

8. 4 2 (7) 試験・検査
【重大事故等対処設備の試験・検査】
重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。

-6 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

-3 廃ガス貯留設備に関する説明書

2. 廃ガス貯留設備の基本方針

2. 1 概要 廃ガス貯留設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 廃ガス貯留設備について説明する。

2 2 基本設計方針 廃ガス貯留設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 廃ガス貯留設備について説明する。

2. 3 廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方針

2. 3. 1 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備

2. 3. 1.1 廃ガス貯留設備 廃ガス貯留設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 廃ガス貯留設備について説明する。

2. 3. 1.2 安全保護回路 廃ガス貯留設備の関連設備の安全保護回路について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 廃ガス貯留設備の関連設備の安全保護回路について説明する。

2. 3. 1.3 計測制御設備 廃ガス貯留設備の関連設備の計測制御設備について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 廃ガス貯留設備の関連設備の計測制御設備について説明する。

-2 再処理施設に関する図面

-3 系統図

気体廃棄物の廃棄施設

廃ガス貯留設備（前処理建屋） 【廃ガス貯留設備（前処理建屋）の系統図】
前処理建屋に設置する廃ガス貯留設備の系統図を示す。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 前処理建屋に設置する廃ガス貯留設備の系統図を示す。

廃ガス貯留設備（精製建屋） 【廃ガス貯留設備（精製建屋）の系統図】
精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の系統図を示す。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の系統図を示す。

-4 配置図

廃ガス貯留設備（前処理建屋） 【廃ガス貯留設備（前処理建屋）の設置場所】
廃ガス貯留設備（前処理建屋）の機器の設置場所について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 廃ガス貯留設備（前処理建屋）の機器の設置場所について説明する。

廃ガス貯留設備（精製建屋） 【廃ガス貯留設備（精製建屋）の設置場所】
廃ガス貯留設備（精製建屋）の機器の設置場所について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 廃ガス貯留設備（精製建屋）の機器の設置場所について説明する。

-5 構造図

廃ガス貯留設備（前処理建屋） 【廃ガス貯留設備（前処理建屋）の構造図】
廃ガス貯留設備（前処理建屋）の機器の構造について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 廃ガス貯留設備（前処理建屋）の機器の構造について説明する。

廃ガス貯留設備（精製建屋） 【廃ガス貯留設備（精製建屋）の構造図】
廃ガス貯留設備（精製建屋）の機器の構造について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 廃ガス貯留設備（精製建屋）の機器の構造について説明する。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙３－４①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，
未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

4
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨
界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

5
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等
対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

6
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，
可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃
度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素
掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1
溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個
別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計について
は，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2
章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

9

第２章　個別項目
７　その他再処理設備の附属施設
7.1　動力装置及び非常用動力装置
7.1.2　圧縮空気設備
7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，
可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃
気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

10
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を仮定する機器への水素掃気で使用する主配管等及
び可搬型建屋内ホースで構成する。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

11
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」の
発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和で
きる設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

15 　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，臨界事故時水素掃気系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路並びに計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計を使用する設計とする。なお，安
全保護回路は「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」及び「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連
設備の系統設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射
線分解水素の掃気に使用する設備
6.3.1.2　計測制御設備

【6.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

展開先（小項目）

3
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
（許可文中、第4.3-5表
(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系
（許可文中、第4.3-6表
(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表
（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表
（1）、第6.2.3-1～2図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表
(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

基本方針 ※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.2　基本設計方針

【6.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系によ
る水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，水素掃気を実施すること
により，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行す
るために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を仮定する機器への水素掃気で
使用する主配管等及び可搬型建屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，主配管等並
びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故が発生した場合におい
て放射性物質の放出による影響を緩和できる設計とする。
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を
仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流
路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できる
ようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事
故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子
吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中
性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するため
に必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含
む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備
を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系によ
る水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施するこ
とにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計については，第2章
個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項
目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計につい
ては，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系
の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙３－４①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）

13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空
気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施
することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計と
する。

機能要求② 設計方針

20
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドラ
イ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及
び容量）

13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空
気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施
することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計と
する。

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給量に係る補足説
明】
臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換
算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量について、評価
方法及び評価条件を補足する。
[補足臨1]臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給量に関
する事項

【臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給量に係る補足説
明】
臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換
算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量について、評価
方法及び評価条件を補足する。
[補足臨1]臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給量に関
する事項

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書

6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連
設備の系統設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射
線分解水素の掃気に使用する設備
6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系

【6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定し
た場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧縮空気系
から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未
満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙３－４①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）

22 　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。 設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

23
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，
建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

24
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

14
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内
部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

※補足すべき事項の対象なし

16

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な数量を臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設
置される前処理建屋及び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋にも保管する
ことで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

※補足すべき事項の対象なし

17
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される場所と異なる場所に保管すること
で位置的分散を図る設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

※補足すべき事項の対象なし

18

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管の接続口は，共通要因によって臨界事故
環境下における放射線の影響も含めて接続することができなくなることを防止するため，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体
による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とす
る。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）

【臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給量に係る補足説
明】
臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換
算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量について、評価
方法及び評価条件を補足する。
[補足臨1]臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給量に関
する事項

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品
漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機
能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な数量を臨界事故時水
素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋及び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外
部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される場所と異なる
場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管の接続口は，共通要
因によって臨界事故環境下における放射線の影響も含めて接続することができなくなることを防止するため，臨界事
故発生機器からの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接し
ないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(3)　個数及び容量】
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した機器の気相部にお
ける水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(3)　個数及び容量

※補足すべき事項の対象なし20
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドラ
イ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及
び容量）

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

－
【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

21
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における
水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容量を確保できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及
び容量）
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙３－４①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）

22 　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。 設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

23
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，
建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

24
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

19
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設
備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（悪影響
防止）

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(4)　悪影響防止

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(4)　悪影響防止】
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

25
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

26
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被
液防護する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

27
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

28
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される重大事故等が発生した場合において線量率の高くなるおそれの少な
い場所を選定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

29
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

30
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及
び被液防護する設計とする。

機能要求②
運用要求

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

31
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を
受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

32
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

33
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条
件等）

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(3)　個数及び容量

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(3)　個数及び容量】
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界事故が発生した機
器の気相部における水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容量を確保で
きる設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，精製建屋に４系列を設置す
る設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに
確保するとともに，建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セッ
ト確保する設計とする。

21
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における
水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容量を確保できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及
び容量）

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(5)　環境条件等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(5)　環境条件等】
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設
置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設
置，被水防護及び被液防護する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される重大事故等が発生した場合において線量率の高
くなるおそれの少ない場所を選定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋
に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ
の保管，被水防護及び被液防護する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部
発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の
液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設
備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所で操作可
能な設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙３－４①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

34
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能
な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性
の確保）

※補足すべき事項の対象なし

35
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，
現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切
り替えられる設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性
の確保）

※補足すべき事項の対象なし

36
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性
の確保）

※補足すべき事項の対象なし

37
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通常時において，重大事故等に対処する
ために必要な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

38
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点
検，員数確認が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・
検査）

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

※補足すべき事項の対象なし

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）

※補足すべき事項の対象なし

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

※補足すべき事項の対象なし

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

※補足すべき事項の対象なし

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の
主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の
空気圧縮機（設計基準対象
の施設と兼用）

※補足すべき事項の対象なし

22 　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。 設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

23
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，
建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

24
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表
(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及
び容量）

※補足すべき事項の対象なし

20
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドラ
イ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及
び容量）

・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系

【Ⅵ-2-3系統図】
　臨界事故時水素掃気系の系統図を示す。

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(6)　操作性の確保

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

21
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における
水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容量を確保できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及
び容量）

Ⅵ-2-3　系統図

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(6)　操作性の確保】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に
現場での接続が可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等
を設ける設計とし，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能を有する施設の系統から
重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用
することができるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計とする。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(7)　試験・検査】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通常時において，重
大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認
するため，外観点検，員数確認が可能な設計とする。

8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(7)　試験・検査
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基本設計方針の添付書類への展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙３－４②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書

6. 臨界事故時水素掃気系の基本方針 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。

6. 1 概要 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。

6. 2 基本設計方針 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。

6. 3 臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統設計方針 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。

6. 3. 1 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設備 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。

6. 3. 1. 1 臨界事故時水素掃気系 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。

6. 3. 1. 2 計測制御設備 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 臨界事故に対処するための設備の臨界事故時水素掃気系について説明する。

Ⅵ -1 説明書

-1 各施設に共通の説明書

-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 臨界事故時水素掃気系の設定根拠について説明する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 臨界事故時水素掃気系の設定根拠について説明する。

【臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給量
に係る補足説明】
臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃
度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために
必要な流量について、評価方法及び評価条件を補
足する。
[補足臨1]臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気
の供給量に関する事項

-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書

-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

8. 系統施設毎の設計上の考慮

8. 6 その他再処理設備の附属施設

8. 6. 2 圧縮空気設備

8. 6. 2.2 臨界事故時水素掃気系

8. 6. 2.2 (2) 多様性，位置的分散等
【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備について説明する

8. 6. 2.2 (3) 個数及び容量
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備について説明する

8. 6. 2.2 (4) 悪影響防止
【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備について説明する

8. 6. 2.2 (5) 環境条件等
【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備について説明する

8. 6. 2.2 (6) 操作性の確保
【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備について説明する

8. 6. 2.2 (7) 試験・検査
【重大事故等対処設備の試験・検査】
重大事故等対処設備の試験・検査について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 重大事故等対処設備について説明する

-2 再処理施設に関する図面

-3 系統図

臨界事故時水素掃気系 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 臨界事故時水素掃気系について説明する

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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臨界事故の拡大を防止するための設

備に関する説明書  

本添付書類は，発電炉に対応する添付書類がないことから， 

発電炉との比較を行わない。 
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1. 臨界事故の拡大を防止するための設備の基本方針 

1.1 概要  

本章は，臨界事故の拡大を防止するための設備の基本設計方針及び臨界発生時の内

部流体の条件について説明するものである。 

 

1.2 基本設計方針 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設

のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設

のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持

するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配

管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で

きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処

設備を設ける設計とする。 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が

発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移

行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及

び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とす

る。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事

故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減

するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空

気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧

縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部に

おける水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に

移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計

とする。 

なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給
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系の設計については「2. 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方針」に，重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系については「3. 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

の基本方針」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路については「4. 代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路の基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路につ

いては「5. 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基本方針」に，臨界事故時水素

掃気系については「6. 臨界事故時水素掃気系の基本方針」に，廃ガス貯留設備につい

ては「Ⅵ－１－６－３ 廃ガス貯留設備に関する説明書」示す。 

 

1.3 臨界事故発生時の環境条件等について 

1.3.1 内部流体の温度条件 

「臨界事故」の発生を想定する対象機器へ可溶性中性子吸収材を供給する系統，

「臨界事故」の発生を想定する対象機器から廃ガス貯留設備までの系統，「臨界事

故」の発生を想定する対象機器の気相部へ水素掃気用に空気を供給する系統につ

いては，臨界事故による「臨界事故」の発生を想定する対象機器の内部に保持する

溶液の沸騰を考慮し，安全側に110℃とする。機器外は，空調設備が起動しており，

10～40℃に制御されていることを考慮し，安全側に40℃とする。 

上記を基に臨界事故時時の各系統の温度条件を以下に示す。 

・可溶性中性子吸収材の供給系統 

機器内：110℃ 

機器外：40℃ 

・機器から廃ガス貯留槽までの系統：110℃ 

・機器に空気を供給するための系統 

機器内：110℃ 

機器外：40℃ 

 

1.3.2 内部流体の圧力条件 

臨界事故発生時において，「臨界事故」の発生を想定する対象機器の内部に保持

する溶液の沸騰に伴い圧力が上昇するが，水封安全器からセルへ放出されること

がない程度の圧力上昇であることから，水封安全器の水頭圧である3ｋＰａを安全

側に設定する。この圧力を，可溶性中性子供給材の供給系統，「臨界事故」の発生

を想定する対象機器から廃ガス貯留設備までの系統に適用する。 

廃ガス貯留設備では，空気圧縮機により圧縮した状態の廃ガスを貯留すること

から，導出時の上限圧力として設定した0.5ＭＰａを廃ガス貯留設備の空気圧縮機

から廃ガス貯留設備までの系統に適用する。 

水素掃気用に「臨界事故」の発生を想定する対象機器の気相部へ供給される圧縮

空気は，圧縮空気の圧力である0.69ＭＰａを設定する。 
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上記を基に臨界事故時の各系統の圧力条件を以下に示す。 

・可溶性中性子吸収材の供給系統：３ｋＰａ 

・機器から貯留設備の空気圧縮機までの系統：３ｋＰａ 

・貯留設備の空気圧縮機から廃ガス貯留槽までの系統： 0.5ＭＰａ 

・機器に空気を供給するための系統：0.69ＭＰａ 

 

1.3.3 内部流体の湿度条件 

内部流体の湿度は100％とする。 
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2. 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方針 

 2.1 概要 

本章は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本設計方針並びに代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系及び関連設備の系統設計方針について説明するものである。 

 

2.2 基本設計方針 

溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材

を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可

溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性

中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構成する。また，設計基準対

象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧縮空気系及び溶解設備の溶解槽

を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる

設計とする。 

 

2.3 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関連設備の系統設計方針 

2.3.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

核分裂反応に伴って放出されるガンマ線による線量当量率の上昇を臨界検知用

放射線検出器により検知し，論理回路により，臨界事故の発生を判定する。臨界事

故が発生したと判定した場合，直ちに自動で代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

により，臨界事故が発生している機器に，可溶性中性子吸収材の供給を開始する。

この際の供給には重力流を用いる。可溶性中性子吸収材は，臨界事故の発生を判定

した時点を起点として 10 分以内に，未臨界に移行するために必要な量を供給する。 

また，中央制御室における緊急停止系の操作によって速やかに，臨界事故が発生

した機器を収納する建屋に応じて固体状の核燃料物質の移送を停止する。 

系統概要図を第 2-1 図に示す。 

 

2.3.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合に，溶解設備

の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設計と

する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽に

は，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とす

る。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

212



 

5 

の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇

を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を

開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中

性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計と

する。また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始

されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合における放射

線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよう，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合

には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，

化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計することと

し，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを

防止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

・主要弁（代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁） 

・主配管等（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁） 

・安全圧縮空気系 

・溶解槽 

 

2.3.1.2 計測制御設備 

可溶性中性子吸収材の自動供給の対処を実施する際に以下の計測で使用する。 

・未臨界に移行したことを携行型のサーベイメータを用いてセル周辺の線量率

により判断するため，貯槽の放射線レベルを計測する。 

その設計方針については，「Ⅵ－１－４－１ 計測装置の構成に関する説明並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に示す。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

(1) 可搬型重大事故等対処設備 

・ガンマ線用サーベイメータ 

・中性子線用サーベイメータ 

 

  

213



 

6 

3. 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本方針 

 3.1 概要 

本章は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本設計方針並びに重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系及び関連設備の系統設計方針について説明するものである。 

 

 3.2 基本設計方針 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が

発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移

行するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

を設ける設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可

溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構成する。また，設計基

準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気

系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，

未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。 

 

3.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び関連設備の系統設計方針 

3.3.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

核分裂反応に伴って放出されるガンマ線による線量当量率の上昇を臨界検知用放

射線検出器により検知し，論理回路により，臨界事故の発生を判定する。臨界事故が

発生したと判定した場合，直ちに自動で重大事故時可溶性中性子吸収材供給系によ

り，臨界事故が発生している機器に，可溶性中性子吸収材の供給を開始する。この際

の供給には重力流を用いる。可溶性中性子吸収材は，臨界事故の発生を判定した時点

を起点として 10 分以内に，未臨界に移行するために必要な量を供給する。 

また，中央制御室における緊急停止系の操作によって速やかに，臨界事故が発生し

た機器を収納する建屋に応じて固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する。 

系統概要図を第 2-1 図及び第 4-1 図に示す。 

 

3.3.1.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合に，

臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供

給できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給

槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計と

する。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量

率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直ちに経路

上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により

可溶性中性子吸収材を供給し，10 分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了で

きる設計とする。また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶

性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が

自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における

放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよう，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生

した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給

槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計するこ

ととし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作による漏え

いを防止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽 

・主要弁（重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁） 

・主配管等（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁） 

・一般圧縮空気系 

・安全圧縮空気系 

・「臨界事故」の発生を仮定する機器（第3-1表） 

 

3.3.1.2 計測制御設備 

可溶性中性子吸収材の自動供給の対処を実施する際に以下の計測で使用する。 

・未臨界に移行したことを携行型のサーベイメータを用いてセル周辺の線量率

により判断するため，貯槽の放射線レベルを計測する。 

その設計方針については，「Ⅵ－１－４－１ 計測装置の構成に関する説明並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に示す。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

(1) 可搬型重大事故等対処設備 

・ガンマ線用サーベイメータ 

・中性子線用サーベイメータ 
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4. 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本方針 

 4.1 概要 

本章は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本設計方針並びに代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路及び関連設備の系統設計方針について説明するものである。 

 

4.2 基本設計方針 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中

性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等

対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止することで未

臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急

供給回路を設ける設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系

で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び

設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジック

で構成する。 

 

4.3 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び関連設備の系統設計方針 

 4.3.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

核分裂反応に伴って放出されるガンマ線による線量当量率の上昇を臨界検知用

放射線検出器により検知し，論理回路により，臨界事故の発生を判定する。臨界事

故が発生したと判定した場合，直ちに自動で代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に

より，臨界事故が発生している機器に，可溶性中性子吸収材の供給を開始する。こ

の際の供給には重力流を用いる。可溶性中性子吸収材は，臨界事故の発生を判定し

た時点を起点として 10 分以内に，未臨界に移行するために必要な量を供給する。 

また，中央制御室における緊急停止系の操作によって速やかに，臨界事故が発生

した機器を収納する建屋に応じて固体状の核燃料物質の移送を停止する。 

系統概要図を第 2-1 図に示す。 

 

4.3.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界

事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測することで，

臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。 
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臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台数を設

ける設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線

計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。 

臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じ

にくい測定方式とする。 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理 

回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮し

て，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用い，同時

に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故

が発生したと判定する設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場

合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の主要弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開

信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断

処理・溶解廃ガス処理設備の主要弁の閉信号を発することができる設計とす

る。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，外

部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計とす

る。 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上

昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させると

ともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規

模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，

核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる設計

とする。 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラ

トー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生

した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体的

には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンドレ

ベルの 50 倍を目安に設定する。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける

多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力することに
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より，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を喪失

しない設計とする。 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおい

て故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員によ

る指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生し

た機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持でき

る設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が

可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

・緊急停止系 

・臨界検知用放射線検出器 
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5. 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基本方針 

 5.1 概要 

本章は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基本設計方針並びに重大事故時

可溶性中性子吸収材供給回路及び関連設備の系統設計方針について説明するものであ

る。 

 

5.2 基本設計方針 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が

発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移

行するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路を設ける設計とする。 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止

系で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及

び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジッ

クで構成する。 

 

5.3. 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び関連設備の系統設計方針 

5.3.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

核分裂反応に伴って放出されるガンマ線による線量当量率の上昇を臨界検知用

放射線検出器により検知し，論理回路により，臨界事故の発生を判定する。臨界事

故が発生したと判定した場合，直ちに自動で重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系により，臨界事故が発生している機器に，可溶性中性子吸収材の供給を開始する。

この際の供給には重力流を用いる。可溶性中性子吸収材は，臨界事故の発生を判定

した時点を起点として 10 分以内に，未臨界に移行するために必要な量を供給する。 

また，中央制御室における緊急停止系の操作によって速やかに，臨界事故が発生

した機器を収納する建屋に応じて固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

る。 

対策の系統概要図を第 2-1 図及び第 4-1 図に示す。 
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5.3.1.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨

界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測することで，

臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり

十分な台数を設ける設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線

計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。 

臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じ

にくい測定方式とする。 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理

回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮し

て，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用い，同時

に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故

が発生したと判定する設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場

合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の

開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止

信号を発することができる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，外

部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計とす

る。 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上

昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させると

ともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規

模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，

核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できる設計

とする。 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラ

トー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生
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した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体的

には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンドレ

ベルの50倍を目安に設定する。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける

多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力することに

より，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を喪失

しない設計とする。 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおい

て故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員によ

る指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生

した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨

界を維持できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認

が可能な設計とする。 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」の発生を

仮定する機器間で兼用できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

・緊急停止系 
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6. 臨界事故時水素掃気系の基本方針 

 6.1 概要 

本章は，臨界事故時水素掃気系の基本設計方針並びに臨界事故時水素掃気系及び関

連設備の系統設計方針について説明するものである。 

 

6.2 基本設計方針 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空

気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧

縮空気系から空気を機器に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部にお

ける水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移

行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計と

する。 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を

仮定する機器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建屋内ホースで構成する。

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び

安全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等

対処設備として位置付け，臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による

影響を緩和できる設計とする。 

 

6.3 臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統設計方針 

6.3.1 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設備 

臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に

至ることを防止し，可燃限界濃度（ドライ換算４ｖｏｌ％）未満とし，これを維持

するため，平常運転時から供給されている安全圧縮空気系の水素掃気用の圧縮空

気並びに安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系の計測制御用の圧縮空気による水素

掃気に加え，一般圧縮空気系と主配管等（機器圧縮空気供給配管）を可搬型建屋内

ホースにより接続し，一般圧縮空気系から臨界事故が発生した機器に空気を供給

し，水素掃気を実施する。 
主配管等（機器圧縮空気供給配管）は，溶解設備，精製建屋一時貯留処理設備及

び計測制御設備の設計基準対象の設備の配管であり，平常運転時においては試薬

等を供給するために使用する。 
系統概要図を第 6-1 図に示す。 

 

6.3.1.1 臨界事故時水素掃気系 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空
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気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧縮空気系から

空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水

素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移

行できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

・一般圧縮空気系 

・安全圧縮空気系 

・主配管（機器圧縮空気供給配管・弁） 

・「臨界事故」の発生を仮定する機器（第3-1表） 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

・主配管（可搬型建屋外ホース） 

 

6.3.1.2 計測制御設備 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気の対処を実施する際に以下

の計測で使用する。 

・水素掃気成功判断のため，貯槽掃気圧縮空気の流量を計測する。 

その設計方針については，「Ⅵ－１－４－１ 計測装置の構成に関する説明

並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に示す。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

(1) 可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 
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第 2-1図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（核燃料物質の移送停止） 

主排気筒

排風機

Ｒ

論理回路 論理回路

Ｒ

Ｒ

一般圧縮空気系より

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

隔離弁

①

①

①

高性能粒子
フィルタ

（建屋境界）

常設重大事故等対処設備

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

代替可溶性中性子吸収
材緊急供給槽又は

重大事故時可溶性中性
子吸収材供給槽

凝縮器

隔離弁

廃ガス貯留槽

逆止弁

①

①

①

①

Ｐ

圧力計

Ｒ

放射線
モニタ

Ｆ

流量計

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

Ｐ

圧力計

臨界事故の発生を
仮定する機器

Ｆ
可搬型貯槽掃気
圧縮空気流量計

せん断機

緊急停止操作
スイッチ

せん断機を
停止する回路

臨界事故の発生を
仮定する機器へ

常設重大事故等対処設備以外の設備
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第 4-1図 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（核燃料物質の移送停止） 

主排気筒

排風機

隔離弁

Ｒ

論理回路 論理回路

Ｒ

Ｒ

一般圧縮空気系より

（建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

①

①

高性能粒子
フィルタ

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給槽

凝縮器

廃ガス貯留槽

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

①

Ｒ Ｐ

放射線
モニタ 圧力計

Ｆ

流量計

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

Ｐ

圧力計

臨界事故の発生を
仮定する機器

Ｆ
可搬型貯槽掃気
圧縮空気流量計

（太い実線）

緊急停止操作
スイッチ

核燃料物質を含む
溶液を貯留する機器

←

駆動源
常設重大事故等対処設備

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備

凡例

信号

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

エアリフトポンプ又はスチームジェットポンプ←

常設重大事故等対処設備以外の設備
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第 6-1図(1) 前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図 

（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気） 

主排気筒

排風機

Ｒ

論理回路 論理回路

Ｒ

Ｒ

一般圧縮空気系より

（建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

常設重大事故等対処設備

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

隔離弁

①

①

①

高性能粒子
フィルタ

臨界事故の発生を
仮定する機器

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

代替可溶性中性子吸収
材緊急供給槽又は

重大事故時可溶性中性
子吸収材供給槽

凝縮器

廃ガス貯留槽

逆止弁

①

①

①

①

Ｐ

圧力計

Ｒ

放射線
モニタ

Ｆ

流量計

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

Ｐ

圧力計

隔離弁

Ｆ
可搬型貯槽掃気
圧縮空気流量計
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第 6-1図(2) 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図 

（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気） 

主排気筒

排風機

隔離弁

Ｒ

論理回路 論理回路

Ｒ

Ｒ

一般圧縮空気系より

（建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

①

①

常設重大事故等対処設備

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

高性能粒子
フィルタ

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給槽

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

凝縮器

廃ガス貯留槽

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

①

Ｒ Ｐ

放射線
モニタ 圧力計

Ｆ

流量計

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

Ｐ

圧力計

臨界事故の発生を
仮定する機器

Ｆ
可搬型貯槽掃気
圧縮空気流量計
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廃ガス貯留設備に関する説明書 

本添付書類は，発電炉に対応する添付書類がないことから， 

発電炉との比較を行わない。 
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1. 臨界事故の拡大を防止するための設備及び有機溶媒等による火災又は爆発に対処する

ための設備の基本方針 

 

1.1 概要 

本章は，臨界事故の拡大を防止するための設備と有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するための設備の間で兼用する廃ガス貯留設備の基本設計方針並びに臨界事故発

生時及び有機溶媒等による火災又は爆発発生時の内部流体の条件について説明するも

のである。 

 

1.2 基本設計方針 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設

のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設

のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持

するとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配

管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で

きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処

設備を設ける設計とする。 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が

発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移

行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及

び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とす

る。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事

故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減

するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空

気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧

縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部に
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おける水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に

移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計

とする。 

なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び臨界事故時水素掃気系の設計については

「Ⅰ－２ 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設備

の設計については「2. 廃ガス貯留設備の基本方針」に示す。 

 

セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）が火災又は爆

発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は

爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故等の拡大を防止するために必要な次に掲げ

る重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機能を有する

施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内

が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できる

ようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設ける設計とする。 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プルトニウム

濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留設備で構成する。 

プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合にお

いて，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定

した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止するとともにプルトニウム

濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した

場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動で停止する設計とする。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮缶の加熱を

停止する設計とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事故で発生し

た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために

必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。 

プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，

当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放

出量を低減するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。 
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なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事故時プルト

ニウム濃縮缶加熱停止設備及び重大事故時供給停止回路の設計については「Ⅲ-3 有

機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設

備の設計については「2. 廃ガス貯留設備の基本方針」に示す。 

 

1.3 臨界事故及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の環境条件等について 

1.3.1 内部流体の温度条件 

 「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を想定する対象機器であるプルトニ

ウム濃縮缶の気相部については，気相中の空気に対してＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応の反応エネルギを安全側に全て与え，瞬間的な 大温度として370℃とする。 

プルトニウム濃縮缶から廃ガス貯留設備までの系統及びプルトニウム濃縮缶か

ら主排気筒までの系統の温度は，プルトニウム濃縮缶出口の蒸気温度が 大温度と

なるため，蒸気温度の100℃とする。 

上記を基にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時における各系統の温度条

件を以下に示す。 

・ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時の温度 

プルトニウム濃縮缶気相部：370℃ 

・機器から廃ガス貯留槽までの系統：100℃ 

 

1.3.2 内部流体の圧力条件 

 プルトニウム濃縮缶の気相部については，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生直後にプルトニウム濃縮缶出口から塔槽類廃ガス処理設備へ移動する廃ガスの

大圧力が解析の結果0.84ＭＰａであったことから，0.84ＭＰａとする。 

上記を基にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時における各系統の温度条

件を以下に示す。  

・ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時 

プルトニウム濃縮缶気相部：0.84ＭＰａ 

 

 「臨界事故」の発生を仮定する機器又は「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の

発生を仮定する機器から廃ガス貯留設備までの系統の圧力は，圧力を制御すること

により，水封安全器からセルへ導出されない圧力として，水頭圧を考慮した3ｋＰａ

とする。ただし，水封安全器からセルへ導出することを許容する「ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応」による瞬間的な圧力上昇時は除く。 

上記を基にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時における各系統の温度条

件を以下に示す。 

・臨界事故発生時又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時 
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機器から廃ガス貯留設備の空気圧縮機までの系統：３ｋＰａ以下 

 

1.3.2 内部流体の湿度条件 

機器が沸騰状態にあることから，内部流体の湿度は 100%とする。 
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2. 廃ガス貯留設備の基本方針 

 2.1 概要 

本章は，廃ガス貯留設備の基本設計方針並びに廃ガス貯留設備及び関連設備の系統

設計方針について説明するものである。 

 

2.2 基本設計方針 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として代替可

溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として代替可

溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。 

臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生しないことか

ら，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事故」の発生を仮定する機器

及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計と

する。 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への

放射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である

凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，

主配管等，精製建屋換気設備の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブボック

ス・セル排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部である

ダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，給

水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一部である第１低レベル

廃液処理系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備の一部で

あるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故若しく

は火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断及び換気系統

の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排

出並びに臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出に

よる影響を緩和できる設計とする。 
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廃ガス貯留設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生

飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。関連する工程を停止すること等については，保安規定

に定めて，管理する。 

 

2.3 廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方針 

2.3.1 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

2.3.1.1 廃ガス貯留設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給停止回路

によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，廃ガス貯留

設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とす

る。 

同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮

断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止す

るとともに排風機を自動停止できる設計とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセルへ導出

される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニット

により除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大事故

が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的には約１分以内で導出

できる設計とする。 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体が水

封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する設計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央制御

室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を開放すると

ともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
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塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動した場合であっても，

廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽から

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とす

る。 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空気圧

縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主排

気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として１

時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起点として

約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有する設計とす

る。 

その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合で

も，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算４ｖｏ

ｌ％を超えない容量にできる設計とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃ガス貯留

設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点として約３分以内

に実施できる設計とする。 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点として約５分

以内に実施できる設計とする。 

廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設備に

移送し，適切に処理できる設計とする。 

想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧

縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，その作動

状態の確認が可能な設計とする。 

廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の機器

が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計とする。 

系統概要図を第2-1図に示す。 

 

2.3.1.2 安全保護回路 

安全保護回路は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性
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中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合及び重大事故時供

給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

通常時の廃ガスの排出経路から廃ガス貯留設備への導出経路へ切り替える信号

を発する設計とする。 

なお，技術基準規則第36条に適合するための設計方針については「Ⅵ－１－

１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関す

る説明書」に示す。 

主要な設備は，以下のとおりである。 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

   ・代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

   ・重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

   ・重大事故時供給停止回路 

 

2.3.1.3 計測制御設備 

計測制御設備は，廃ガス貯留設備での廃ガスの貯留を実施する際に以下の計

測に使用する。 

     ・臨界検知用放射線検出器により臨界事故が発生した機器から放出される核分

裂に伴う放射線を計測し，臨界事故の検知を行う。 

・プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計，プルトニウ

ム濃縮缶液相部温度計によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知

する。 

・放射線モニタの指示値の上昇により，臨界事故により発生した放射性物質が

廃ガス貯留設備へ導出されていることを確認する。 

・流量計の指示値の上昇により，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応により発生した放射性物質を含む廃ガスが廃ガス貯留設備へ導出されてい

ることを確認する。 

・圧力計の指示値の上昇により，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応により発生した放射性物質を含む廃ガスが廃ガス貯留設備へ導出されてい

ることを確認する。 

・溶解槽圧力計又は廃ガス洗浄塔入口圧力計の指示値により，廃ガス処理設備

の系統内の圧力が水封部の水頭圧に相当する圧力範囲内に維持され廃ガス貯

留設備による圧力の制御が機能していることを確認する。 

計測制御設備の設計方針については，「Ⅵ－１－４－１ 計測装置の構成に

関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に示す。 

主要な設備は，以下のとおりである。 
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(1) 常設重大事故等対処設備 

   ・臨界検知用放射線検出器 

・放射線モニタ 

・流量計 

・圧力計 

・溶解槽圧力計 

・廃ガス洗浄塔入口圧力計 

・プルトニウム濃縮缶液相部温度計 

・プルトニウム濃縮缶圧力計 

・プルトニウム濃縮缶気相部温度計 
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1
0 

第 2-1図(1) 前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図 

（廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留） 

主排気筒

排風機

Ｒ

論理回路 論理回路

Ｒ

Ｒ

一般圧縮空気系より

（建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

常設重大事故等対処設備

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

隔離弁

①

①

①

高性能粒子
フィルタ

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

代替可溶性中性子吸収
材緊急供給槽又は

重大事故時可溶性中性
子吸収材供給槽

凝縮器

廃ガス貯留槽

逆止弁

①

①

①

①

Ｐ

圧力計

Ｒ

放射線
モニタ

Ｆ

流量計

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

Ｐ

圧力計

隔離弁

臨界事故の発生を
仮定する機器

Ｆ
可搬型貯槽掃気
圧縮空気流量計
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1
1 

第 2-1図(2) 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図 

（廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留） 

主排気筒

排風機

隔離弁

Ｒ

論理回路 論理回路

Ｒ

Ｒ

一般圧縮空気系より

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

①

①

常設重大事故等対処設備

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

高性能粒子
フィルタ

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給槽

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

凝縮器

（建屋境界）

廃ガス貯留槽

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

①

Ｒ Ｐ

放射線
モニタ 圧力計

Ｆ

流量計

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

廃ガス貯留設備の
空気圧縮機

Ｐ

圧力計

臨界事故の発生を
仮定する機器

Ｆ
可搬型貯槽掃気
圧縮空気流量計
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針 添付書類

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書書　1.2
基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解
設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3
精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書書　1.2
基本方針】
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

9

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中
性子吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

10
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。

※補足すべき事項の対象なし

11
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧
縮空気系及び溶解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
2.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系の基本
方針
2.2　基本設計方
針

【2.2　基本設計方針】
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中
性子吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧
縮空気系及び溶解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

※補足すべき事項の対象なし12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サー
ベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，
安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御設
備」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
2.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系の基本
方針
2.3　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系及び関
連設備の系統設
計方針
2.3.1　可溶性中
性子吸収材の自
動供給に使用す
る設備
2.3.1.2　計測制
御設備

【2.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備について説明する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
2.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系の基本
方針
2.3　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系及び関
連設備の系統設
計方針
2.3.1　可溶性中
性子吸収材の自
動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中
性子吸収材緊急
供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替可溶性中
性子吸収材緊急
供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中
性子吸収材緊急
供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設
計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，
直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子
吸収材の供給が完了できる設計とする。

13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。

15

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，
直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子
吸収材の供給が完了できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

16
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

17

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合におけ
る放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の
遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
2.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系の基本
方針
2.3　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系及び関
連設備の系統設
計方針
2.3.1　可溶性中
性子吸収材の自
動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中
性子吸収材緊急
供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合におけ
る放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の
遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

18

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操
作による漏えいを防止できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
2.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系の基本
方針
2.3　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系及び関
連設備の系統設
計方針
2.3.1　可溶性中
性子吸収材の自
動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中
性子吸収材緊急
供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中
性子吸収材緊急
供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操
作による漏えいを防止できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

19

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故
に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異
なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

20

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

21
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
2.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給系の基本
方針
2.2　基本設計方
針

【2.2　基本設計方針】
 関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし22

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(2)　多様性，位
置的分散等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(2)　多様性，位置的分
散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故
に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異
なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

23
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ
迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(3)　個数及び容
量

※補足すべき事項の対象なし

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ
迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

24

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材
を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(3)　個数及び容
量

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中
性子吸収材緊急
供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中
性子吸収材緊急
供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材
を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
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別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

27
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する
機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(3)　個数及び容
量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する
機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

※補足すべき事項の対象なし

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(3)　個数及び容
量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

28
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

29
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水
量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

30

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

※補足すべき事項の対象なし

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能
を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(6)　操作性の確
保

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能
を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水
量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に
対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。

34
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号
による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施設
本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可
溶性中性子吸収
材緊急供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に
対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号
による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙５－１②

展開要否 理由

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止
するための設備に関する説明
書

【2.代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系の基本方針】

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

発電炉の補足説明資料には，本条文に該当する内容の資料はない。基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がないことから，確認の結果として補足

すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙5③は作成しない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙５－１①

補足すべき事項

35

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事
故」の発生を仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設
備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

36

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事
故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生し
た機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置され
た配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

37
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，
廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

38

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に
可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対
処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設
計とする。

※補足すべき事項の対象なし

39
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を
維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

40
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放
射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処
設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

41

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧
縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維
持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃
気系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

42

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計について
は，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」の
「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の
「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計
については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全
保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計について
は，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時
水素掃気系」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

43

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に
可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対
処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

44

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子吸収
材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

45

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事故」の
発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持で
きる設計とする。 ※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針 添付書類

Ⅰ-2　臨界事故の拡大
を防止するための設備
に関する説明書
3.　重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の
基本方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器
に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故
等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子吸
収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事故」
の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維
持できる設計とする。

Ⅰ-2　臨界事故の拡大
を防止するための設備
に関する説明書
1.2　基本方針

【1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界
事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対
処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界
事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発
生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設
置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するた
めに必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器
に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故
等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設
ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界
を維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した
放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等
対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般
圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に
供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未
満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故
時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につい
ては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」
に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設
備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設
備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設
備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の
「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

46

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の他，
安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並
びにガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，安全保護
回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測
制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故の拡大
を防止するための設備
に関する説明書
3.　重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の
基本方針
3.3　重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系
及び関連設備の系統設
計方針
3.3.1　可溶性中性子
吸収材の自動供給に使
用する設備
3.3.1.2　計測制御設
備

【3.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

47

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射
線検出器において臨界事故の発生を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸
収材を自動で重力流により供給できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

48

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行す
るために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射
線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定し
たことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力
流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大
を防止するための設備
に関する説明書
3.　重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の
基本方針
3.3　重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系
及び関連設備の系統設
計方針
3.3.1　可溶性中性子
吸収材の自動供給に使
用する設備
3.3.1.1　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放
射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性
子吸収材を自動で重力流により供給できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行
するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放
射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判
定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる
設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

50

　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とす
る。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設
計とする。

※補足すべき事項の対象なし

51

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮して
も，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動
源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

52

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包す
るため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震
性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。 Ⅵ-1-1-3　設備別記載

事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大
を防止するための設備
に関する説明書
3.　重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の
基本方針
3.3　重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系
及び関連設備の系統設
計方針
3.3.1　可溶性中性子
吸収材の自動供給に使
用する設備
3.3.1.1　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包
するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，
耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

53

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内
部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損
なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(2)　多様性，位置的
分散等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び
内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能
を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大
を防止するための設備
に関する説明書
3.　重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の
基本方針
3.3　重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系
及び関連設備の系統設
計方針
3.3.1　可溶性中性子
吸収材の自動供給に使
用する設備
3.3.1.1　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計と
する。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認でき
る設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮し
ても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，
駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

54

　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

Ⅰ-2　臨界事故の拡大
を防止するための設備
に関する説明書
3.　重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の
基本方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

55

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発
生前（通常時）の分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 Ⅵ-1-1-4-2　重大事故

等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等
発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とす
ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

56

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，
「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持で
きる設計とする。 Ⅵ-1-1-3　設備別記載

事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(3)　個数及び容量

※補足すべき事項の対象なし

57

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生し
た機器を未臨界に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して
可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

58

　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を
持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，
「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持
できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生
した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有
して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕
を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
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別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

59

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考
慮して確実に作動する設計とする。 Ⅵ-1-1-3　設備別記載

事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を
考慮して確実に作動する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

60

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等へ
の対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

61

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，
漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

62

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支
障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

63

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用
する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作
により，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計と
する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使
用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の
操作により，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に
支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

64

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能
を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

65

　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計
上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時
可溶性中性子吸収材供
給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とす
る。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙５－１②

展開要否 理由

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止
するための設備に関する説明
書

【3.重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の基本方針】

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない 発電炉の補足説明資料には，本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がないことから，確認の結果として補足

すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙5③は作成しない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項

66

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

67

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

68

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

69

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

70

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

71

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

72

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針 添付書類

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2
基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

73

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目
の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回
路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の
「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨
界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2
圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2
基本方針】
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別
項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護
回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別
項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別
項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」
に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示
す。

※補足すべき事項の対象なし

74

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備
2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び
主配管等で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

76

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一
般圧縮空気系及び安全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮定す
る機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，
及び未臨界を維持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
3.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給系の基
本方針
3.2　基本設計
方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とす
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び
主配管等で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一
般圧縮空気系及び安全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮定す
る機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，
及び未臨界を維持できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
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別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

77

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時
可溶性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中
性子吸収材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並び
にガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用す
る設計とする。なお，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」
の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設
備については「4.1　計測制御設備」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
3.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給系の基
本方針
3.3　重大事故
時可溶性中性子
吸収材供給系及
び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
3.3.1.2　計測
制御設備

【3.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材
を内包できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

78

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を
判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収
材を自動で重力流により供給できる設計とする。

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生し
た機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定した
ことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨
界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
3.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給系の基
本方針
3.3　重大事故
時可溶性中性子
吸収材供給系及
び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
3.3.1.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を
判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収
材を自動で重力流により供給できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材
を内包できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生し
た機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定した
ことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨
界事故が発生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

81

　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中
性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の
供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

82

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合
における放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供
給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源
の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁
を開とする設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中
性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の
供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計
とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
3.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給系の基
本方針
3.3　重大事故
時可溶性中性子
吸収材供給系及
び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
3.3.1.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系

266



補足説明すべき項目の抽出
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別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

83

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源となら
ないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性
を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
3.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給系の基
本方針
3.3　重大事故
時可溶性中性子
吸収材供給系及
び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
3.3.1.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源となら
ないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性
を確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

85
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
3.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給系の基
本方針
3.2　基本設計
方針

【3.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理
する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(2)　多様性，
位置的分散等

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(2)　多様性，位
置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，
関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損な
わない設計とする。

84

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設以
外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品
漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程
の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。
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補足説明すべき項目の抽出
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別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

※補足すべき事項の対象なし

87

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確
実かつ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１
基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる
設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(3)　個数及び
容量

※補足すべき事項の対象なし

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容
量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確
実かつ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１
基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる
設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(4)　悪影響防
止

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(4)　悪影響防
止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態か
ら弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすること
により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

86

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態か
ら弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすること
により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

88

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必
要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可
溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置す
る設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガド
リニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

※補足すべき事項の対象なし

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容
量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必
要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可
溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置す
る設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガド
リニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとす
る。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(3)　個数及び
容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

※補足すべき事項の対象なし90
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨
界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容
量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨
界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

91
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮
定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保
する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(3)　個数及び容
量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮
定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保
する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

92

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる精製建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

93
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設
は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ
の設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

94

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対し
て，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食
性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

95
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作
可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし96

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるこ
とができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作に
より，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に
速やかに切り替えられる設計とする。

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(5)　環境条件
等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる精製建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設
は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ
の設置，被水防護及び被液防護する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対し
て，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食
性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作
可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(6)　操作性の
確保

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(6)　操作性の確
保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるこ
とができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作に
より，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に
速やかに切り替えられる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(5)　環境条件
等
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙５－１①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

97
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事
故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確
認，分解点検等が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

98
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路から
の信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等
を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.2　再処理施
設本体
8.2.7　精製建
屋一時貯留処理
設備
8.2.7.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
系
(7)　試験・検
査

【8.2.7.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　(7)　試験・検
査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事
故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確
認，分解点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路から
の信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等
を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC）

別紙５－１②

展開要否 理由

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止
するための設備に関する説明
書

【3.重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系の基本方針】

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない 発電炉の補足説明資料には，本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がないことから，確認の結果として補足

すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙5③は作成しない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書書
1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。

添付書類基本設計方針
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項添付書類基本設計方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目
の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回
路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の
「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨
界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2
圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書書
1.2　基本方針】
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については「2.代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系の基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計
については「3.重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本方針」
に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の設計については「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路」に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留
設備に関する説明書」に，臨界事故時水素掃気系の設計については
「6.臨界事故時水素掃気系」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

9

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶
解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移
行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

10
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停
止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備とし
て代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

11

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器
及び緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操
作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構成
する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイ
ヤードロジックで構成する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.2　基本設計
方針

【4.2　基本設計方針】
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶
解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移
行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収
材緊急供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停
止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備とし
て代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器
及び緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操
作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構成
する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイ
ヤードロジックで構成する。
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補足すべき事項添付書類基本設計方針

12

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器
は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計
測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知でき
る設計とする。

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明
する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器
は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計
測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知でき
る設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.1 計測装置の
構成
3.1.2　第47条
に関わる計測装
置の構成

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.3　代替可溶
性中性子吸収材
緊急供給回路及
び関連設備の系
統設計方針
4.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
4.3.1.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
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13
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台
数を設ける設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.3　代替可溶
性中性子吸収材
緊急供給回路及
び関連設備の系
統設計方針
4.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
4.3.1.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台
数以上を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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14
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であ
り，放射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.1 計測装置の
構成
3.1.2　第47条
に関わる計測装
置の構成

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.3　代替可溶
性中性子吸収材
緊急供給回路及
び関連設備の系
統設計方針
4.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
4.3.1.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明
する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であ
り，放射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象
が生じにくい測定方式とする。

15
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象

が生じにくい測定方式とする。
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補足すべき事項添付書類基本設計方針

16
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器
の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

17

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を
考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論
理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せ
られた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

18

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定
した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとと
もに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス
貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号
及び廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉
信号を発することができる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.3　安全保護
回路
3.3.1　第38
条，第41条に関
わる安全保護回
路に関する設計

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.3　代替可溶
性中性子吸収材
緊急供給回路及
び関連設備の系
統設計方針
4.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
4.3.1.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範囲，警報設定値，設備
構成及び設備仕様を説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器
の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計
とする。
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を
考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論
理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せ
られた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定
した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとと
もに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス
貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号
及び廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉
信号を発することができる設計とする。
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補足すべき事項添付書類基本設計方針

※補足すべき事項の対象なし19
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からと
し，外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することが
ない設計とする。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.3　代替可溶
性中性子吸収材
緊急供給回路及
び関連設備の系
統設計方針
4.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
4.3.1.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からと
し，外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することが
ない設計とする。
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補足すべき事項添付書類基本設計方針

20

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量
率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り
近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知でき
る設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし21

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事

故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／
ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合におい
ても測定できる設計とする。

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.1 計測装置の
構成
3.1.2　第47条
に関わる計測装
置の構成

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.3　代替可溶
性中性子吸収材
緊急供給回路及
び関連設備の系
統設計方針
4.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
4.3.1.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明
する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量
率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り
近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知でき
る設計とする。
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事

故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ
／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合にお
いても測定できる設計とする。
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22

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規

模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の
臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発
するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮する
とともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

※補足すべき事項の対象なし

23

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を
設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入
力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事
故の検知機能を喪失しない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

24

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれか
において故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又
は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握
できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

25
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が
発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨
界を維持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の
確認が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.3　安全保護
回路
3.3.1　第38
条，第41条に関
わる安全保護回
路に関する設計

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.3　代替可溶
性中性子吸収材
緊急供給回路及
び関連設備の系
統設計方針
4.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
4.3.1.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範囲，警報設定値，設備
構成及び設備仕様を説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規

模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を
発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮す
るとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を
設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入
力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事
故の検知機能を喪失しない設計とする。
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれか
において故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又
は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握
できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が
発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨
界を維持できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の
確認が可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項添付書類基本設計方針

27

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基
準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路
及びせん断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる設
備とすることで，独立性を有する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

28

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，
関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損な
わない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

29
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
4.　代替可溶性
中性子吸収材緊
急供給回路の基
本方針
4.2　基本設計
方針

【4.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

※補足すべき事項の対象なし

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(2)　多様性，位
置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基
準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路
及びせん断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる設
備とすることで，独立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，
関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損な
わない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
(2)　多様性，
位置的分散等
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項添付書類基本設計方針

※補足すべき事項の対象なし

31

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理
施設のせん断機１機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の核燃
料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計と
する。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(3)　個数及び容
量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理
施設のせん断機１機器当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び
未臨界を維持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
(4)　悪影響防
止

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(4)　悪影響防
止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単
独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

30
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単
独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項添付書類基本設計方針

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.3　安全保護
回路
3.3.1　第38
条，第41条に関
わる安全保護回
路に関する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説明する。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の警報設定値，設備構成及び設
備仕様を説明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(3)　個数及び容
量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合
に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して
起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器であ
る臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計と
する。

32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合
に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して
起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器であ
る臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計と
する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項添付書類基本設計方針

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器
は，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

34
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮
定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保
する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

35

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対し
て，影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物
質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

36
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作
可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(3)　個数及び容
量】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
前処理建屋に２系列を設置する設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保す
る設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
(5)　環境条件
等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(5)　環境条件
等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対し
て，影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物
質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作
可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項添付書類基本設計方針

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
(6)　操作性の
確保

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(6)　操作性の確
保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室に
おいて緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨
界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.1　代替
可溶性中性子吸
収材緊急供給回
路
(7)　試験・検
査

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路　(7)　試験・検
査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事
故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確
認等が可能な設計とする。

37
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室に
おいて緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨
界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

38
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事
故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確
認等が可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙５－２②

展開要否 理由

6.安全保護回路の不正アクセス行為防止のための措置について

　6.1安全保護回路の概要

　6.2安全保護回路の物理的な分離又は機能的な分離対策

　　6.2.1安全保護回路の物理的分離対策

　　6.2.2ハードウェアの物理的な分離又は機能的な分離対策

　　6.2.3物理的及び電気的アクセスの制限対策

　6.3想定脅威に対する対策について

　6.4耐ノイズ・サージ対策

　6.5安全保護装置のうち，一部デジタル演算処理を行う機器（平均出力領域計装）の概要

　　6.5.1APRMの信号処理部の構成

　　6.5.2ソフトウェアの検証と妥当性の確認範囲

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

【補足-240-1】計測装置
の構成並びに計測範囲及
び警報動作範囲について

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止
するための設備に関する説明
書

【4.代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路の基本方針】

基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がないことから，確認の結果として補足

すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙5③は作成しない。
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別紙５－２①

補足すべき事項

39

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

40

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

41

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

42

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

43

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

44

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

45

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2
基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。

基本設計方針 添付書類
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別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

46

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目
の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回
路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の
「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨
界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2
圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2
基本方針】
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については「2.代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系の基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計
については「3.重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本方針」
に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の設計については「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路」に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留
設備に関する説明書」に，臨界事故時水素掃気系の設計については
「6.臨界事故時水素掃気系」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

47

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とす
る。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計と
する。

※補足すべき事項の対象なし

48

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出
器及び緊急停止系で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止
操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及び
主要弁で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワ
イヤードロジックで構成する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
5.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給回路の
基本方針
5.2　基本設計
方針

【5.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とす
る。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計と
する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出
器及び緊急停止系で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止
操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及び
主要弁で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワ
イヤードロジックで構成する。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.1 計測装置の
構成
3.1.2　第47条
に関わる計測装
置の構成

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
5.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給回路の
基本方針
5.3　重大事故
時可溶性中性子
吸収材供給回路
及び関連設備の
系統設計方針
5.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
5.3.1.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明
する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器
は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計
測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知でき
る設計とする。

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器
は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計
測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知でき
る設計とする。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

50
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１
基当たり十分な台数を設ける設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
5.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給回路の
基本方針
5.3　重大事故
時可溶性中性子
吸収材供給回路
及び関連設備の
系統設計方針
5.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
5.3.1.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１
基当たり十分な台数を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

51
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であ
り，放射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明
する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であ
り，放射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

※補足すべき事項の対象なし

52
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象
が生じにくい測定方式とする。

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明
する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象
が生じにくい測定方式とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.1 計測装置の
構成
3.1.2　第47条
に関わる計測装
置の構成

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
5.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給回路の
基本方針
5.3　重大事故
時可溶性中性子
吸収材供給回路
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

53
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器
の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計
とする。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設
備構成及び設備仕様を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器
の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

54

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を
考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論
理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せ
られた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設
備構成及び設備仕様を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を
考慮して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論
理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せ
られた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-4-1　計測
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回路

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設
備構成及び設備仕様を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定
した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとと
もに，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガ
ス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信
号，廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯
留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発する
ことができる設計とする。

55

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定
した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとと
もに，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガ
ス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信
号，廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯
留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発する
ことができる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

56
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からと
し，外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することが
ない設計とする。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
5.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給回路の
基本方針
5.3　重大事故
時可溶性中性子
吸収材供給回路
及び関連設備の
系統設計方針
5.3.1　可溶性
中性子吸収材の
自動供給に使用
する設備
5.3.1.1　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からと
し，外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することが
ない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

58

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事

故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／
ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合におい
ても測定できる設計とする。

【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明
する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事

故の規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ
／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合にお
いても測定できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし
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【3.1.2　第47条に関わる計測装置の構成】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定について説明
する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量
率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り
近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知でき
る設計とする。

57

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量
率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り
近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知でき
る設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

59

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規

模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の
臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発
するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮する
とともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設
備構成及び設備仕様を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規

模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を
発するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮す
るとともに，バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

※補足すべき事項の対象なし

60

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を
設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入
力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事
故の検知機能を喪失しない設計とする。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設
備構成及び設備仕様を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を
設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入
力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事
故の検知機能を喪失しない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

61

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれか
において故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又
は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握
できる設計とする。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設
備構成及び設備仕様を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれか
において故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又
は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握
できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故
が発生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する
ことで，未臨界を維持できる設計とする。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設
備構成及び設備仕様を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故
が発生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する
ことで，未臨界を維持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

63
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態
の確認が可能な設計とする。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範囲，警報設定値，設
備構成及び設備仕様を説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態
の確認が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

64
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨
界事故」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
5.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給回路の
基本方針
5.2　基本設計
方針

【5.2　基本設計方針】
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨
界事故」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

66
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
5.　重大事故時
可溶性中性子吸
収材供給回路の
基本方針
5.2　基本設計
方針

【5.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理
する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.2　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路
(2)　多様性，
位置的分散等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(2)　多様性，
位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，
溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対
応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を
損なわない設計とする。

65

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，
溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対
応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を
損なわない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.2　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(3)　個数及び
容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状又
は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持すること
ができる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.2　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路
(4)　悪影響防
止

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(4)　悪影響防
止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して
単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

67
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して
単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

68

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状又
は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持すること
ができる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

※補足すべき事項の対象なし69

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場
合に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対
して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器
である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設
計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書
3.　計測装置の
構成
3.3　安全保護
回路
3.3.1　第38
条，第41条に関
わる安全保護回
路に関する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.2　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を説明する。

【3.3.1　第38条，第41条に関わる安全保護回路に関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の警報設定値，設備構成及び
設備仕様を説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(3)　個数及び
容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場
合に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対
して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器
である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設
計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

70
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器
は，前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

71
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を
仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確
保する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

72

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対し
て，影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物
質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

73
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操
作可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.2　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(3)　個数及び
容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器
は，前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する設計
とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を
仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確
保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.2　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路
(5)　環境条件
等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(5)　環境条件
等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対し
て，影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物
質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操
作可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

74
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室
において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，
臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.2　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路
(6)　操作性の
確保

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(6)　操作性の
確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室
において緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，
臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大
事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能
確認等が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.3　計測制御
系統施設
8.3.2　安全保
護回路
8.3.2.2　重大
事故時可溶性中
性子吸収材供給
回路
(7)　試験・検
査

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路　(7)　試験・検
査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大
事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能
確認等が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙５－２②

展開要否 理由

6.安全保護回路の不正アクセス行為防止のための措置について

　6.1安全保護回路の概要

　6.2安全保護回路の物理的な分離又は機能的な分離対策

　　6.2.1安全保護回路の物理的分離対策

　　6.2.2ハードウェアの物理的な分離又は機能的な分離対策

　　6.2.3物理的及び電気的アクセスの制限対策

　6.3想定脅威に対する対策について

　6.4耐ノイズ・サージ対策

　6.5安全保護装置のうち，一部デジタル演算処理を行う機器（平均出力領域計装）の概要

　　6.5.1APRMの信号処理部の構成

　　6.5.2ソフトウェアの検証と妥当性の確認範囲

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止
するための設備に関する説明
書

【5.重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路の基本方針】

基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない
【補足-240-1】計測装置
の構成並びに計測範囲及
び警報動作範囲について

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がないことから，確認の結果として補足

すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙5③は作成しない。
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補足説明すべき項目の抽出 
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙５－３①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針 添付書類

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2
基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。
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8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目
の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回
路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の
「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨
界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2
圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2
基本方針】
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路及び臨界事故時水素掃気系の設計については「Ⅰ－２　臨界事故の
拡大を防止するための設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設備の設
計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

9

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」とい
う。）が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設
のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器に
は，重大事故等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等
対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

10

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するため
の機能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発
生を仮定する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止
し，その状態を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が
加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質
を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するため
に必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅲ-3　有機溶媒
等による火災又
は爆発に対処す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本設計
方針

【Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関す
る説明書 1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」とい
う。）が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設
のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器に
は，重大事故等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等
対処設備を設ける設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するため
の機能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発
生を仮定する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止
し，その状態を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が
加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質
を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するため
に必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
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11
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故
時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃
ガス貯留設備で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

12

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発
生した場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への
供給液の供給を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止す
る設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

13
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
発生を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動
及び手動で停止する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

14
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム
濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

15

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重
大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性
物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガ
ス貯留設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

16

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重
大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章
個別項目の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故
時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設
計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4
重大事故時供給停止回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2
章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯
留設備」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅲ-3　有機溶媒
等による火災又
は爆発に対処す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本設計
方針

【Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関す
る説明書 1.2　基本方針】
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故
時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃
ガス貯留設備で構成する。
　プルトニウム+K3濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
が発生した場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の
錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶
への供給液の供給を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停
止する設計とする。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
発生を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動
及び手動で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム
濃縮缶の加熱を停止する設計とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重
大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性
物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガ
ス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が
発生した場合に，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯
留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重
大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備及び重大事故時供給停止回
路の設計については「Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るための設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設備の設計については
「2.　廃ガス貯留設備の基本方針」に示す。
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17

第２章　個別項目
５　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　気体廃棄物の廃棄施設
5.1.7　廃ガス貯留設備
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場
合及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器に
おいてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質
の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

18

　臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないことから，廃ガス貯留設
備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）に接続される「臨界事故」の発生を仮定す
る機器間で兼用できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

19

　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発
生しないことから，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，
「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

20
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，
廃ガス貯留槽への放射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管等で
構成する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

21

　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理
設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部
である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管等，精
製建屋換気設備の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブ
ボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備の一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一部であ
る一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部である一般冷
却水系，低レベル廃液処理設備の一部である第１低レベル廃液処理
系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備
の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位
置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した設備に接続する換
気系統の配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状態になった
場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出並びに臨界
事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出
による影響を緩和できる設計とする。

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.2　基本設計
方針

【2.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場
合及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器に
おいてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質
の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場
合及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器に
おいてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質
の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。
　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発
生しないことから，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，
「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，
廃ガス貯留槽への放射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管等で
構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理
設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部
である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管等，精
製建屋換気設備の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブ
ボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備の一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一部であ
る一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部である一般冷
却水系，低レベル廃液処理設備の一部である第１低レベル廃液処理
系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備
の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位
置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した設備に接続する換
気系統の配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状態になった
場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出並びに臨界
事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出
による影響を緩和できる設計とする。
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※補足すべき事項の対象なし

22

　臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又は爆発が発生した場合の
重大事故等対処設備として，廃ガス貯留設備の他，安全保護回路の代
替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路及び重大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の廃ガス貯
留設備の圧力計，廃ガス貯留設備の流量計及び廃ガス貯留設備の放射
線モニタを使用する設計とする。なお，安全保護回路については「4.2
安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」及び「4.2.4　重
大事故時供給停止回路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御
設備」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

23

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事
故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判
定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出す
るため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留
設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の
流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とす
る。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離
弁を自動閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事
故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判
定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出す
るため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留
設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の
流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とす
る。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離
弁を自動閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.2　安全
保護回路
2.3.1.3　計測
制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯留に使用する安全保
護回路について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯留に使用する計測制
御設備について説明する。
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24

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポッ
トからセルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備の
セル排気フィルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ
放出できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポッ
トからセルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備の
セル排気フィルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ
放出できる設計とする。
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25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，
重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・
溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早
く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断すること
で導出することとし，具体的には約１分以内で導出できる設計とす
る。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む
気体が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する
設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，
重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・
溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早
く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断すること
で導出することとし，具体的には約１分以内で導出できる設計とす
る。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む
気体が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，
中央制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又
は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ
ム系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁
を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，
中央制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又
は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ
ム系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁
を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし
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　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止
し，空気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

27

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止
し，空気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

※補足すべき事項の対象なし
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28

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点
として１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出で
きる容量を有する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点
として１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出で
きる容量を有する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

317



補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙５－３①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出し
た場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がド
ライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出し
た場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がド
ライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙５－３①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設
備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操
作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したこ
とを起点として約３分以内に実施できる設計とする。

30

　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設
備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操
作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したこ
とを起点として約３分以内に実施できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙５－３①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

31

　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せ
ん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の
完了を起点として約５分以内に実施できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せ
ん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の
完了を起点として約５分以内に実施できる設計とする。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

32
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処
理設備に移送し，適切に処理できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処
理設備に移送し，適切に処理できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
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別紙５－３①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

33

　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及
び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風
機及び隔離弁は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及
び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風
機及び隔離弁は，その作動状態の確認が可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙５－３①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

35

　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理
設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁に
より隔離することで，独立性を有する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

36
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同
時にその機能が損なわれるおそれがないよう，系統構成として独立性
を有する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

37

　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する
施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部
発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事
故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

34
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他
方の機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計と
する。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.3　廃ガス貯
留設備及び関連
設備の系統設計
方針
2.3.1　廃ガス
貯留設備による
放射性物質の貯
留に使用する設
備
2.3.1.1　廃ガ
ス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設
備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

2.3.1.1　廃ガス貯留設備
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他
方の機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計と
する。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.4　放射性廃
棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス
貯留設備
(2)　多様性，
位置的分散等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(2)　多様性，位置的分散等】
　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理
設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁に
より隔離することで，独立性を有する設計とする。
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同
時にその機能が損なわれるおそれがないよう，系統構成として独立性
を有する設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する
施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部
発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事
故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
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別紙５－３①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

38
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

Ⅵ-1-6-3　廃ガ
ス貯留設備に関
する説明書
2.　廃ガス貯留
設備の基本方針
2.2　基本設計
方針

【2.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

※補足すべき事項の対象なし

39
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設とし
て使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とする
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

40
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐこと
で他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

42
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢ
Ｐ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事
故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

41

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留する
ために必要な容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガ
ス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留
設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.4　放射性廃
棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス
貯留設備
(3)　個数及び
容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説明する。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(3)　個数及び容量】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留する
ために必要な容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガ
ス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留
設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢ
Ｐ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事
故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.4　放射性廃
棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス
貯留設備
(4)　悪影響防
止

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(4)　悪影響防止】
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設とし
て使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とする
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐこと
で他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

43
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的
に上昇する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

44
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

45
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品
の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被
液防護する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

46

　廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とするこ
とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

47
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても
操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

48

　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替える
ことができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作
により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に
速やかに切り替えられる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.4　放射性廃
棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス
貯留設備
(6)　操作性の
確保

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(6)　操作性の確保】
　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替える
ことができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作
により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に
速やかに切り替えられる設計とする。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的
に上昇する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品
の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被
液防護する設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品
の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被
液防護する設計とする。
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても
操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.4　放射性廃
棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス
貯留設備
(5)　環境条件
等

325



補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙５－３①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

49
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能
な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

50

　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路から
の信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を
行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.4　放射性廃
棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス
貯留設備
(7)　試験・検
査

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(7)　試験・検査】
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能
な設計とする。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路から
の信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を
行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙５－３②

展開要否 理由

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止
するための設備に関する説明
書

【4.代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路の基本方針】
【5.重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路の基本方針】

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するための設
備に関する説明書

【3.重大事故時供給停止回路
の基本方針】

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に
関する説明書

【2.廃ガス貯留設備の基本方
針】

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない 発電炉の補足説明資料には，本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がないことから，確認の結果として補足

すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙5③は作成しない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙５－４①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

※補足すべき事項の対象なし

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針 添付書類

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2
基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重
大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備
を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機
能を有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した
機器に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出でき
るようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重
大事故等対処設備を設ける設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃
ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界
事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処
設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性
中性子吸収材供給系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質
の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対
処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気
中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設
備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給
し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度
をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気
系を設ける設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙５－４①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目
の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回
路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別項目の
「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の
「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨
界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2
圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　1.2
基本方針】
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別
項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護
回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章　個別
項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別
項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」
に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2章　個別項目の
「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系」に示
す。

※補足すべき事項の対象なし

9

第２章　個別項目
７　その他再処理設備の附属施設
7.1　動力装置及び非常用動力装置
7.1.2　圧縮空気設備
7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，
水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をド
ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を
設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

10
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨
界事故」の発生を仮定する機器への水素掃気で使用する主配管等及び
可搬型建屋内ホースで構成する。

※補足すべき事項の対象なし

11

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一
般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」の発
生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事
故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和できる
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
6.　臨界事故時
水素掃気系の基
本方針
6.2　基本設計
方針

【6.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した
場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可
搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，
水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をド
ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行
するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を
設ける設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨
界事故」の発生を仮定する機器への水素掃気で使用する主配管等及び
可搬型建屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一
般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」の発
生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事
故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和できる
設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙５－４①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，臨界事故時
水素掃気系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路並びに計測制御設備の
可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計を使用する設計とする。なお，安全保
護回路は「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路」及び「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
6.　臨界事故時
水素掃気系の基
本方針
6.3　臨界事故
時水素掃気系及
び関連設備の系
統設計方針
6.3.1　臨界事
故により発生す
る放射線分解水
素の掃気に使用
する設備
6.3.1.2　計測
制御設備

【6.3.1.2　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備について説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
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別紙５－４①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気
系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを
敷設し，一般圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施する
ことにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％
未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
6.　臨界事故時
水素掃気系の基
本方針
6.3　臨界事故
時水素掃気系及
び関連設備の系
統設計方針
6.3.1　臨界事
故により発生す
る放射線分解水
素の掃気に使用
する設備
6.3.1.1　臨界
事故時水素掃気
系

Ⅵ-2-3　系統図
・臨界事故時水
素掃気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　臨界事故時水素掃気系の系統構成や設備仕様を説明する。

【6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気
系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを
敷設し，一般圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施する
ことにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％
未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。

【臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給
量に係る補足説明】
臨界事故が発生した機器の気相部における水素
濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するた
めに必要な流量について、評価方法及び評価条
件を補足する。
[補足臨1]臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気
の供給量に関する事項
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補足説明すべき項目の抽出
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別紙５－４①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

15
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

Ⅰ-2　臨界事故
の拡大を防止す
るための設備に
関する説明書
6.　臨界事故時
水素掃気系の基
本方針
6.2　基本設計
方針

【6.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

※補足すべき事項の対象なし

16

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって
臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要
な数量を臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置さ
れる前処理建屋及び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部
保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋にも保管することで
位置的分散を図る設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

17
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧
縮空気供給配管・弁が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

18

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気
系の機器圧縮空気供給配管の接続口は，共通要因によって臨界事故環
境下における放射線の影響も含めて接続することができなくなること
を防止するため，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体によ
る遮蔽を考慮の上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接
しないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

14

　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配
管・弁は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内
部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大
事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.6　その他再
処理設備の附属
施設
8.6.2　圧縮空
気設備
8.6.2.2　臨界
事故時水素掃気
系
(2)　多様性，
位置的分散等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配
管・弁は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内
部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大
事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.6　その他再
処理設備の附属
施設
8.6.2　圧縮空
気設備
8.6.2.2　臨界
事故時水素掃気
系
(2)　多様性，
位置的分散等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって
臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要
な数量を臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置さ
れる前処理建屋及び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外
部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋にも保管すること
で位置的分散を図る設計とする。
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧
縮空気供給配管・弁が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気
系の機器圧縮空気供給配管の接続口は，共通要因によって臨界事故環
境下における放射線の影響も含めて接続することができなくなること
を防止するため，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体によ
る遮蔽を考慮の上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接
しないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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別紙５－４①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

20

　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空
気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ
換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計と
する。

21

　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能
を有する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水
素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対
し，十分な容量を確保できる設計とする。

22
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋
に12系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

23

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルート
で対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建
屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確
保する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

24
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごと
に，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.6　その他再
処理設備の附属
施設
8.6.2　圧縮空
気設備
8.6.2.2　臨界
事故時水素掃気
系
(4)　悪影響防
止

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(4)　悪影響防止】
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若し
くは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備
としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

【臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給
量に係る補足説明】
臨界事故が発生した機器の気相部における水素
濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するた
めに必要な流量について、評価方法及び評価条
件を補足する。
[補足臨1]臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気
の供給量に関する事項

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.6　その他再
処理設備の附属
施設
8.6.2　圧縮空
気設備
8.6.2.2　臨界
事故時水素掃気
系
(3)　個数及び
容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可
溶性中性子吸収
材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説明する。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(3)　個数及び容量】
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空
気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ
換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計と
する。
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能
を有する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水
素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対
し，十分な容量を確保できる設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋
に12系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルート
で対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建
屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確
保する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごと
に，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

19

　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若し
くは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備
としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

25
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

26
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液
防護する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

27

　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質と
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，
有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

※補足すべき事項の対象なし

28

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される
重大事故等が発生した場合において線量率の高くなるおそれの少ない
場所を選定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計と
する。

※補足すべき事項の対象なし

29
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

30
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬
品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び
被液防護する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

31

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の
影響を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受
けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

32

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に
対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）の影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

33

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事
故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がな
いように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該
設備の設置場所で操作可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.6　その他再
処理設備の附属
施設
8.6.2　圧縮空
気設備
8.6.2.2　臨界
事故時水素掃気
系
(5)　環境条件
等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(5)　環境条件等】
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液
防護する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質と
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，
有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される
重大事故等が発生した場合において線量率の高くなるおそれの少ない
場所を選定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬
品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び
被液防護する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の
影響を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受
けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に
対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）の影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事
故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がな
いように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該
設備の設置場所で操作可能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙５－４①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

34
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統
一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

35

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切
り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現
場においてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能
を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替
えられる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

36

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確
実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接
続を用いる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

37

　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器
圧縮空気供給配管・弁は，通常時において，重大事故等に対処するた
めに必要な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

38
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，
重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，
員数確認が可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.6　その他再
処理設備の附属
施設
8.6.2　圧縮空
気設備
8.6.2.2　臨界
事故時水素掃気
系
(7)　試験・検
査

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(7)　試験・検査】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器
圧縮空気供給配管・弁は，通常時において，重大事故等に対処するた
めに必要な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計
とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，
重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，
員数確認が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書
8.　系統施設毎
の設計上の考慮
8.6　その他再
処理設備の附属
施設
8.6.2　圧縮空
気設備
8.6.2.2　臨界
事故時水素掃気
系
(6)　操作性の
確保

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(6)　操作性の確保】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統
一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切
り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現
場においてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能
を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替
えられる設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確
実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接
続を用いる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙５－４②

展開要否 理由
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の
設定根拠に関する説明書

【臨界事故時水素掃気系の水
素掃気空気の供給量に係る補
足説明】
臨界事故が発生した機器の気
相部における水素濃度をドラ
イ換算４ｖｏｌ％未満に維持
するために必要な流量につい
て、評価方法及び評価条件を
補足する。

【臨界事故時水素掃気系の水素掃
気空気の供給量に係る補足説明】

[補足臨1] 臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給量に関する事項

発電炉の補足説明資料には，本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

発電炉の補足説明資料には本条文のうち臨界事故時水素掃気系に該当する内容の資料

がないが，基本設計方針からの展開にて抽出された補足すべき事項があるため，別紙

5③にて全体構成と分割申請回次を整理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系）

別紙５－４③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

水素掃気空気の供給量について説明する [補足臨1] － － ○ 水素掃気空気の供給量について説明する

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

臨界事故時水素掃気系の水素掃気空気の供給
量に関する事項

記載概要
補足説明

すべき事項
申請回次

東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料
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別紙６−１ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 第 1章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止 

1.2 臨界事故の拡大防止に関する設計 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」

の発生を仮定する機器には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設

ける設計とする。 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設のうち，「臨界事故」

の発生を仮定する機器には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器

に接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の

外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故

等対処設備を設ける設計とする。 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガ

ス貯留設備及び臨界事故時水素掃気系で構成する。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可

溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設

備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計と

する。 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を

維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時

可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生した放射

性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備

として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮

空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，

水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，

ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を

設ける設計とする。 

なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計について

は，第2章 個別項目の「2.2.1 溶解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系の設計については，第2章 個別項目の「2.2.1 溶解設備」の「2.2.1.

2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び「2.4.3 精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1 重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計については，第2章 

個別項目の「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可

340



別紙６−１ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

溶性中性子吸収材供給回路の設計については，第2章 個別項目の「4.2 安全保護回路」の「4.2.3 重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章 個別項目の「5.1 

気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計については，第2

章 個別項目の「7.1.2 圧縮空気設備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」に示す。 
 

341



令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙６－２ 
 

 

 

変更前記載事項の 
既設工認等との紐づけ 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系） 
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別紙６−２ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 第２章 個別項目 

２ 再処理設備本体 

2.2 溶解施設 

2.2.1 溶解設備 

2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解槽を

未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける

設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中性子吸収材の自

動供給で使用する主要弁及び主配管等で構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧縮空気系及び溶解設備の溶解槽

を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の他，安全

保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガ

ンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，安全保護回路につ

いては「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，計測制御設備につ

いては「4.1 計測制御設備」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出

器において臨界事故の発生を判定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重

力流により供給できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行するため

に必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出

器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを

条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流により可

溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。また，弁を

多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可

溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，

確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失

又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包するた

め，化学薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確

保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。 

343



別紙６−２ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備である可

溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急

供給系と異なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停

止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 

関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重大事故等発生前

（通常時）の分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，溶解設

備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生した機器

を未臨界に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性

中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持

たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮し

て確実に作動する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障が

ないように，中央制御室で操作可能な設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通常時に使用する

系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，

安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確

認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号による代替可溶性中性子吸収材

緊急供給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。 

 

2.2.1.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可

溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設

備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子吸収材

の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事故」の発

生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる

設計とする。 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の他，安

全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並び

にガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，安全保護回路

については「4.2 安全保護回路」の「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設

備については「4.1 計測制御設備」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線

検出器において臨界事故の発生を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材

を自動で重力流により供給できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行する

ために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線

検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したこ

とを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流によ

り可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。また，

弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，

可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮して

も，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源

の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包する

ため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を

確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。 

 

345



別紙６−２ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。 

関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発生

前（通常時）の分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，「臨

界事故」の発生を仮定する機器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設

計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した

機器を未臨界に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可

溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持

たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮

して確実に作動する設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障

がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用す

る系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作によ

り，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。 

性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。 
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2.4 精製施設 

2.4.3 精製建屋一時貯留処理設備 

2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可

溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設

備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子吸収材

の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系並

びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及

び未臨界を維持できる設計とする。 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の他，安

全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並び

にガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，安全保護回路

については「4.2 安全保護回路」の「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設

備については「4.1 計測制御設備」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線

検出器において臨界事故の発生を判定した場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材

を自動で重力流により供給できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行する

ために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線

検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したこ

とを条件とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流によ

り可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。また，

弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，

可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮して

も，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源

の喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包する

ため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を

確保し及び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然

現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の

停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 

関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発生

前（通常時）の分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，「臨

界事故」の発生を仮定する機器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設

計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した

機器を未臨界に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可

溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置する設計とする。 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持

たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮

して確実に作動する設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる精製建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障

がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用す

る系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作によ

り，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。 

性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。 
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別紙６−３ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 第２章 個別項目 

４ 計測制御系統施設 

4.2 安全保護回路 

4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給

し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収

材緊急供給回路を設ける設計とする。 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持するた

めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設

のせん断機を停止する回路で構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放出

される核分裂に伴う放射線を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設

計とする。 

臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台数を設ける設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられて

いるガンマ線用検出器とする。 

臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路によ

り臨界事故の発生を判定する設計とする。 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器

からの警報の「２ out of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せら

れた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発

し，臨界事故への対処を促すとともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯

留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・溶

解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することができる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源が

遮断され，誤警報を発することがない設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界

事故が発生する機器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる

設計とする。 
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別紙６−３ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分

裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合におい

ても測定できる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が

１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発

するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンドレベル

の 50 倍を目安に設定する。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界検知用

放射線検出器の信号を分配して入力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故

の検知機能を喪失しない設計とする。 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央

制御室に故障警報を発すること又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握で

きる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料物

質の移送を停止することで，未臨界を維持できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備である

可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独立性を有する設計と

する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。 

関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり１系列

で構成し，速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とす

る。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供

給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である

臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置する設

計とする。 
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変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障

がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを押

下することで作動する設計とし，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，外観点検，性能確認等が可能な設計とする。 

 

4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可

溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設

備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を

維持するために必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計

とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施

設のせん断機を停止する回路及び主要弁で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放

出される核分裂に伴う放射線を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる

設計とする。 

臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり十分な台数を設ける設計と

する。 

臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられて

いるガンマ線用検出器とする。 

臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路によ

り臨界事故の発生を判定する設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器

からの警報の「２ out of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せら

れた場合に臨界事故が発生したと判定する設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発

し，臨界事故への対処を促すとともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス

貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の排風機の停止信号を発することができる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源が

遮断され，誤警報を発することがない設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界

事故が発生する機器に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる

設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分

裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合におい

ても測定できる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が

１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発

するよう設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンドレベル

の 50 倍を目安に設定する。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界検知用

放射線検出器の信号を分配して入力することにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故

の検知機能を喪失しない設計とする。 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央

制御室に故障警報を発すること又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握で

きる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又は液体

状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内

部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器当たり１

系列で構成し，速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することが

できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器で

ある臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設置し，

精製建屋に２系列を設置する設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への

対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支

障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを

押下することで作動する設計とし，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観点検，性能確認等が可能な設計とする。 
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別紙６−４ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 第２章 個別項目 

５ 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.7 廃ガス貯留設備 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応」の発生を仮定する機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故

で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大

事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないことから，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各

１系列を設置し，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）に接続される「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。 

臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生しないことから，精製建屋に設置

する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応」の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放射性物質の導出

で使用する主要弁及び主配管等で構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝縮器，高性能粒

子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部で

ある凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備の一部であるセル排気

フィルタユニット，グローブボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備の一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，給

水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一部である第１低レベル廃液処理系，「臨界

事故」の発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事

故等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管

の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性

物質を排出並びに臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響

を緩和できる設計とする。 

臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又は爆発が発生した場合の重大事故等対処設備として，廃ガス

貯留設備の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路及び重大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガス貯留設備の流

量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを使用する設計とする。なお，安全保護回路については「4.2 安

全保護回路」の「4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路」及び「4.2.4 重大事故時供給停止回路」に，計測制御設備については「4.1 計測制御設備」

に示す。 
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変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の

発生を判定した場合若しくは重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を

判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁

を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とする。 

同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止できる設計とする。 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を

遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備の

セル排気フィルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大事故が発生した機器から放射性

物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又

は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出

することとし，具体的には約１分以内で導出できる設計とする。 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出される

ことがないよう，圧力を制御する設計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央制御室からの操作により，せん

断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の隔離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設け

ることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とする。 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止することにより，

排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として１時間にわたって，また，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出で

きる容量を有する設計とする。 

その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備の廃ガ

ス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）からの流路に復旧する操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したこと

を起点として約３分以内に実施できる設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完

了を起点として約５分以内に実施できる設計とする。 

廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理できる

設計とする。 

想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機

及び隔離弁は，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の機器が万一動作しない場合であ

っても，流路が維持される設計とする。 

廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁によ

り隔離することで，独立性を有する設計とする。 

廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，系統構成として独立性を有する設計とする。 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とする。 

関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合にお

いて，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するた

めに必要な容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多

重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。 

廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生

を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力に対して，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び

精製建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

358



別紙６−４ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操作に支障がないように，中央制御

室で操作可能な設計とする。 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁

等を設ける設計とし，弁等の操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速

やかに切り替えられる設計とする。 

廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点

検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

又は重大事故時供給停止回路からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を

行うことにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。 
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変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 第２章 個別項目 

７ その他再処理設備の附属施設 

7.1 動力装置及び非常用動力装置 

7.1.2 圧縮空気設備 

7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮

空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，水

素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ド

ライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設

ける設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を仮定する機器への水

素掃気で使用する主配管等及び可搬型建屋内ホースで構成する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，

主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故

が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和できる設計とする。 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，臨界事故時水素掃気系の他，安全保護回路の代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路並びに計測制御設備の

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計を使用する設計とする。なお，安全保護回路は「4.2 安全保護回路」の

「4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」及び「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」

に，計測制御設備については「4.1 計測制御設備」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の

発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを

敷設し，一般圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とする。 

関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空

気供給配管・弁と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な

数量を臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋及び精製建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋にも保管することで位

置的分散を図る設計とする。 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。 
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別紙６−５ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管の接続

口は，共通要因によって臨界事故環境下における放射線の影響も含めて接続することができなくなること

を防止するため，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及び

精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した機器の

気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計と

する。 

臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界事故が

発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対

し，十分な容量を確保できる設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に 12 系列を設置し，精製建屋に４

系列を設置する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷

設ルートに確保するとともに，建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保

する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備

を１セット確保する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精

製建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない

高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される重大事故等が発生した場合において

線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及

び精製建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け

ない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋及び精製

建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事故等が発生した場合においても設置

及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該設

備の設置場所で操作可能な設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切り替えることができるよう，系統に

必要な弁等を設ける設計とし，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能を

有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が

相互に使用することができるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続を

用いる設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計と

する。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，員数確認が可能な設計とする。 
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